
 

第５期中期目標期間業務実績等報告書 

 

 
独立行政法人家畜改良センター 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 10,539,224 10,196,186 10,710,081 12,041,316 12,521,006 

        決算額（千円） 9,785,769 9,112,441 8,952,990 9,752,729 9,923,905 

        経常費用（千円） 8,447,419 8,673,421 8,918,314 8,782,062 9,438,047 

        経常利益（千円） 75,570 100,115 147,424 263,072 -211,728 

        行政コスト（千円） 9,110,003 9,259,627 9,958,813 9,345,608 10,057,576 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

 第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

以下の７業務を、それぞれ一定の事業等のまとまりとし、評価を実施する。 

 

１ 全国的な改良の推進 

２ 飼養管理の改善等への取組 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 

４ 調査・研究及び講習・指導 

５ 家畜改良増殖法等に基づく事務 

６ 牛トレーサビリティ法に基づく事務 

７ センターの人材・資源を活用した外部支援 

 

＜想定される外部要因＞ 

センター及び国内での自然災害や家畜伝染性疾病の発生等がないことなどを前提とし、これらの要因に変化があった場合に

は評価において適切に考慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

        決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

        経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

        経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

        行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 １ 全国的な改良の推進 

令和２年３月に公表した家畜改良増殖目標及び鶏の改良増殖目標では、消費者から求められる「品質」と

それに応じた「価格」の両面で、これまで以上に「強み」のある畜産物を安定的に供給することができるよ

う、より効率的な畜産物生産を進めるための、「家畜づくり」にデータを生かすことを求めている。 

これまでセンターでは、ＤＮＡ情報を活用した評価（ゲノミック評価）を駆使すること等による改良速度

の加速化や遺伝的多様性に配慮した種畜生産等の民間では取り組み難い事業を担い、農家への種畜・種きん

供給を行う都道府県や民間事業体に候補種雄牛や育種素材等を供給してきた。この結果、第４中期目標の期

間においては、 

① 乳用牛のうちホルスタイン種について、乳量の育種価＋95kg/年［第４中期目標の指標は 60kg/年以上、

以下［ ］内は第４中期の中期目標の指標］の能力を持つ候補種雄牛を年度平均で 47頭作出すること等に

より、我が国の乳用牛の年間乳量は平成 26年 8,300kgから平成 30 年 8,600kgに改善 

② 肉用牛のうち黒毛和種について、増体性等に特長を持つ候補種雄牛（令和元年度の直接検定時の１日当

たり増体量 1.38kg）を年度平均で 37頭作出すること等により、我が国の肥育牛の１日平均増体量は平成

26年 0.77kg から平成 30年 0.80kgに改善 

③ 豚のうちデュロック種について、１日当たり平均増体重 1,074g［概ね 1,030g］の能力を持つ純粋種豚

を作出すること等により、我が国の豚の出荷日齢（日）及び出荷体重（kg）は平成 26年 189日及び 114kg

から平成 30年 188日及び 115kgに改善 

④ 鶏のうち白色コーニッシュ種について、４週齢時体重の育種価＋46g［概ね 50g］の能力を持つ種鶏を

作出すること等により、都道府県の地鶏 52銘柄のうち 40銘柄でセンターの種鶏を利用 

⑤ 重種馬について、けん引能力に関連のある馬格をもとに、種雄馬候補を年度平均で 7.3頭作出［概ね６

頭］すること等により、馬産地へ安定的に供給 

等の成果がみられる。また、中立・公平な立場から全国的な規模で家畜の遺伝的能力を評価し、その結果を

公表してきたところである。 

今後とも、我が国における全国的な家畜改良を推進するため、国産遺伝資源や希少系統を活用した種畜・

種きんの改良や、遺伝的能力評価の実施、畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供及び多様な遺伝資源

の確保・活用に取り組む。 

１  全国的な

改良の推進 

 

家畜改良増

殖目標及び鶏

の改良増殖目

標の中でも、民

間では取り組

みがたいリス

クの高い事業

や、中立・公平

性の求められ

るものについ

て取り組む。具

体的には、国産

資源や希少系

統を活用した

種畜・育種素材

等の生産・供

給、全国的な規

模での遺伝的

能力評価、多様

な遺伝資源の

確保・活用につ

いて、次の取組

を行う。 

＜評価指標＞ 

中項目の評定 

 

＜評定基準＞ 

中項目の評定を、

Ｓ：５点、Ａ：４点、

Ｂ：３点、Ｃ：２点、

Ｄ：１点と点数化

し、平均値を算出し

（小数点以下は四

捨五入する）、以下

にあてはめる。 

 

Ｓ：５点 

Ａ：４点 

Ｂ：３点 

Ｃ：２点 

Ｄ：１点 

 

以降、中項目の評定

においては上記評

定基準を適用する。 

＜主要な業務実績＞ 

（１）種畜・種きんの改良     Ａ：４点 

 

（２）遺伝的能力評価の実施    Ｓ：５点 

 

（３）畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提

供               Ａ：４点 

 

（４）多様な遺伝資源の確保・活用 Ａ：４点 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：４.３点≒４点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

        決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

        経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

        経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

        行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）種畜・種きんの改良 

 

ゲノミック評価の活用

をはじめとした遺伝的能

力評価に基づく家畜改良

を通じ、遺伝率の低い形

質の評価値の信頼性向上

や改良速度の加速化を図

るとともに、遺伝資源の

多様性を確保する観点か

ら、国産遺伝資源や希少

系統を活用した種畜・育

種素材等の生産に取り組

むこととする。 

 

 

 

 

（１）種畜・種きんの改良 

 

ゲノミック評価の活用を

はじめとした遺伝的能力評

価に基づく家畜改良を通

じ、遺伝率の低い形質の評

価値の信頼性向上や改良速

度の加速化を図るととも

に、遺伝資源の多様性を確

保する観点から、国産遺伝

資源や希少系統を活用した

種畜・育種素材等の生産を

行うため、次の取組を行う。 

＜主な評価指標＞ 

新たに取り組む評価形質（ゲノミック評価を含む）を利用した候補種雄

牛（乳用牛）の作出に関する取組状況 

泌乳持続性や体型、血統等に特長を持つ候補種雄牛（乳用牛）の作出に関

する取組状況 

 

＜評定基準＞ 

Ｓ：業績向上努力により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に

上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標の対中期計

画値（又は対年度計画値）が 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得

られていると認められる）。 

Ａ：業績向上努力により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得

られていると認められる（定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画

値）が 120％以上）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指

標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的

指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未

満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜

本的な改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度

計画値）の 80％未満）。 

 

以降の取組状況等の評価指標は上記評定基準を適用する。 

＜主要な業務実績＞ 

ア 乳用牛 

 

イ 肉用牛 

 

ウ 豚 

 

エ 鶏 

 

オ 重種馬 

 

カ めん羊・山羊等 

 

（４頁～13頁） 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

中期計画を上回る成果が得られた。 

（詳細は、４頁～13頁） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 ア 乳用牛 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

センターで作出する候補種雄

牛の暑熱耐性の育種価の公表 

毎年度２回

以上公表 
 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

候補種雄牛の作出 概ね 30頭 38頭 38頭 37頭 30頭 30頭 30頭 
経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ① 乳用牛については、泌乳形質とともに、繁殖性等を改良し、生涯生産性の向

上に着目した改良に取り組むこととする。 

 

【指標】 

（乳用牛） 

〇新たに取り組む評価形質（ゲノミック評価を含む）を利用した候補種雄牛の作

出に関する取組状況 

〇泌乳持続性や体型、血統等に特長を持つ候補種雄牛の作出に関する取組状況 

（中期目標の期間において、ホルスタイン種については、家畜改良増殖目標の育

種価目標数値を踏まえ、乳量が＋56.4kg/年以上、乳脂肪が＋3.3kg/年以上、無

脂乳固形分が＋5.7kg/年以上、乳蛋白質が＋2.5kg/年以上の遺伝的能力を有す

る等の候補種雄牛を毎年度概ね 30頭以上作出） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 種畜・種きんの改良については、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標及び

第４中期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 乳用牛 

 

ホルスタイン種について、一塩基多型（以下「ＳＮＰ」という。）情報を

活用した解析を進めるなどにより、新たに暑熱耐性を遺伝的能力評価の形

質に加え、センターで作出する候補種雄牛の暑熱耐性の育種価の算定を令

和３年度中に開始するとともに、令和４年度以降は、毎年度２回以上評価

値を公表する。 

また、センターが有する多様な育種素材と国内外から導入する多様な育

種素材を用い、家畜生体の卵胞卵子を活用した高度な繁殖技術等を活用す

ることにより、家畜改良増殖目標の育種価目標数値（乳量 56.4kg/年、乳

脂肪 3.3kg/年、無脂乳固形分 5.7kg/年、乳蛋白質 2.5kg/年（令和元年度

時点の評価方法に基づく育種価目標数値））以上の遺伝的能力を有する候

補種雄牛や泌乳持続性や体型、血統等に特長を持つ候補種雄牛を、毎年度

概ね 30頭作出する。 

（次頁） 

 

 

（次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ホルスタイン種について、一塩基多型（以下「ＳＮＰ」という。）情報を活用した解析を進めるなど

により、新たに暑熱耐性を遺伝的能力評価の形質に加え、センターで作出する候補種雄牛の暑熱耐性の

育種価の算定を令和３年度から開始し、若雄牛を含む国内種雄牛について年２回、国内雌牛について年

３回、海外種雄牛について年３回の評価を実施するとともに、その結果を公表した。 

さらには、遺伝率の低い形質の評価値の信頼性向上に関する取組として、分娩形質（難産率・死産率）

のゲノム育種価を算定し、令和６年２月からは国内種雄牛及び国内雌牛の評価値公表を開始し、同年４

月には日本に娘牛がいない海外種雄牛についても分娩形質の国際評価値公表が可能となった。その他、

令和７年２月からは、子牛生存能力について、令和７年８月からは疾病抵抗性指数の遺伝的能力評価を

開始した。 

加えて、令和８年２月の評価からは、総合指数（以下「ＮＴＰ」という。）の改善を行い、疾病抵抗

性指数を組み入れるとともに、令和７年４月に公表された家畜改良増殖目標の「将来的な需要の変化に

対応し、乳量を含む他の泌乳形質の改良量を考慮しながらＮＴＰのうちの乳脂量の割合の見直しを行

う。」を受けた乳成分の重みの変更等を行った。これらにより、各疾病に対する抵抗性の改良量及び乳

脂率の改良量が増加した。 

 

また、センターが自ら有する多様な育種素材に加え、国内外から 導入した育種素材を用い、ＯＰＵ

（生体卵子吸引）技術を活用しつつ、遺伝的能力を高める交配を実施した。これにより得られた産子か

ら泌乳持続性や体型に特長のある雄子牛を選抜し、家畜改良増殖目標の育種価目標数値（乳量 56.4kg/

年、乳脂肪 3.3kg/年、無脂乳固形分 5.7kg/年、乳蛋白質 2.5kg/年（令和元年度時点の評価方法に基づ

く育種価目標数値））以上の遺伝的能力を有する候補種雄牛や泌乳持続性、体型、血統等に特長を持つ

候補種雄牛を令和３年度は 38頭、令和４年度は 37頭、令和５年度は 30頭、令和６年度は 30頭、令和

７年度は 30頭と、中期目標期間を通じて（年平均 33頭）、候補種雄牛の作出を計画どおり実施した。 

なお、令和７年度に作出した 30 頭の候補種雄牛については、年当りの改良量の平均が、前中期最終

年度（令和２年度）に作出した候補種雄牛を基準として、乳量 57.4kg/年、乳脂肪 7.6kg/年、無脂乳固

形分 6.1kg/年、乳蛋白質 3.8kg/年増となり、いずれの形質についても家畜改良増殖目標に掲げられた

年当りの改良量を上回った。 

 

【参考】 

令和２年度（2020年度）作出 NLBC産オス平均と令和７年度（2025）作出 NLBC産オス比較 

乳量 57.4kg/年、乳脂肪 7.6kg/年、無脂乳固形分 6.1kg/年、乳蛋白質 3.8kg/年 

 

 

 

 

 

注：下線部分は、特に中期計画を上回る成果として考える業績（以下、同じ）。 

＜評定と根拠＞ 

① 暑熱耐性を含む遺伝的能力評価について、セン

ターで作出された若雄牛を含む国内種雄牛に

ついて年２回、国内雌牛について年３回、海外

種雄牛について年３回の評価を実施するとと

もに、その結果を公表した。 

 

② 新たに分娩形質（難産・死産）を令和６年２月

から、子牛生存能力を令和７年２月から、疾病

抵抗性指数を令和７年８月から遺伝的能力評

価を公表した。 

 

③ 疾病抵抗性指数を組み込んだ新たなＮＴＰの

公表を令和８年２月から開始した。 

 

④ 育種価目標数値である乳量＋56.4kg/年、乳脂

肪＋3.3kg/年、無脂乳固形分＋5.7kg/年、乳蛋

白質＋2.5kg/年以上の遺伝的能力を有する候

補種雄牛や泌乳持続性、体型、血統等に特長を

持つ候補種雄牛を、達成目標頭数を年平均 33

頭作出した。 

 

⑤ また、作出された候補種雄牛については、年当

りの改良量の平均が、家畜改良増殖目標に掲げ

られた年当りの改良量を上回っている。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られ

た。 

 

 

４．その他参考情報 

 

 

 

 



 

6 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 イ 肉用牛 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（黒毛和種） 

候補種雄牛の作出 
概ね 30頭 41頭 40頭 38頭 39頭 40頭 37頭 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

（褐毛和種） 

候補種雄牛の作出 
１頭以上 ５頭 ２頭 ４頭 ４頭 ４頭 ３頭 

経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ② 肉用牛については、脂肪交雑については現在の改良量を引き続き維持した上で、

増体の向上を図りつつ、食味に関連する不飽和脂肪酸等に着目した改良に取り組

むこととする。 

 

【指標】 

（肉用牛） 

〇新たに取り組む評価形質（ゲノミック評価を含む）を利用した候補種雄牛の作出に

関する取組状況 

〇遺伝的多様性の確保に配慮しつつ、増体性等に特長を持つ候補種雄牛の作出に関

する取組状況 

（中期目標の期間において、黒毛和種については、家畜改良増殖目標を踏まえ、日齢

枝肉重量が概ね＋47g 以上、脂肪交雑が現在（令和元年度）の牛肉の脂肪交雑程度

となるよう、現在の改良量を引き続き維持した遺伝的能力を有する等の候補種雄

牛を毎年度概ね 30頭以上作出） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 種畜・種きんの改良については、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標及び第４

中期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 肉用牛 

 

黒毛和種について、食味の優れた牛群整備を図るため、ＳＮＰ情報を活用し

た解析を進めるなどにより、新たに脂肪酸組成を遺伝的能力評価の形質に加

え、センターで作出する候補種雄牛の脂肪酸組成の育種価の算定を開始する。 

また、４系統群（兵庫、鳥取、岡山、広島）・５希少系統（熊波、城崎、栄光、

藤良、38岩田）に配慮して、センターが有する多様な育種素材と新たに導入す

る多様な育種素材を用い、家畜改良増殖目標の育種価目標数値（日齢枝肉重量

の育種価を１年当たり 4.7ｇ増加、脂肪交雑は現在の改良量を維持（令和元年

度時点の評価方法に基づく育種価目標数値））以上に相当する、直接検定時の

１日当たりの生体の増体量が概ね 7.3ｇ以上の遺伝的能力を有する増体性に特

長を持つ候補種雄牛や脂肪の質、遺伝的多様性等に特長を持つ候補種雄牛を毎

年度、概ね 30頭作出する。 

このほか、褐毛和種について、多様な育種素材の導入を行うなど遺伝的多様

性の確保に配慮しつつ、候補種雄牛を毎年度、１頭以上作出する。 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

黒毛和種について、ゲノミック評価の新たな形質である脂肪酸組成（オレイン酸及び１価不飽和脂肪酸）の評価精度

向上のために共同研究に参画している 17 県から近赤外線分光装置測定値とガスクロマトグラフィー測定値のデータを

収集し、評価精度を高められるように評価手法の検討を行うとともに、ゲノミック評価を実施し、参画機関に対して評

価値を提供した。 

これら共同研究機関から収集したデータに、センターが保有する近赤外線分光装置測定値とガスクロマトグラフィー

測定値も統合し、センター候補種雄牛の脂肪酸組成の育種価を算定した。 

加えて、新たな形質の遺伝的能力評価への取組として、繁殖性に関連する初産分娩日齢、分娩難易などのデータを共

同研究参加県（９県）から収集を開始し、蓄積中である。 

 

また、４系統群・５希少系統に配慮して、センターが有する多様な育種素材と新たに導入する多様な育種素材を用い

て交配・選定を行い、増体性や脂肪の質、遺伝的多様性等に特長を持つ候補種雄牛を令和３年度は 41頭、令和４年度は

40頭、令和５年度は 38頭、令和６年度は 39頭、令和７年度は 37頭と、中期目標期間を通じて（年平均 39頭：総数 235

頭）、候補種雄牛の作出を中期計画を上回る成果が得られた。このうち、増体性に特長を持つ 84頭については、直接検

定時の１日当たりの生体の増体量の平均値が 1.33kg（令和３年度 1.41kg、令和 4年度 1.29kg、令和５年度 1.35kg、令

和６年度 1.32kg、令和７年度 1.27kg）となっており、最終年度の目標値＊＊上回る成果が得られた。 

褐毛和種について、多様な育種素材の導入を行うなど遺伝的多様性の確保に配慮しつつ、候補種雄牛を年平均３頭作

出した。 

 

【参考１】 

前中期計画最終年度（令和２年度）のセンターにおける直接検定時の１日当たりの生体の増体量の平均 1.2145kg 

を基準値＊とし、この基準値に中期期間当たりの年改良量 0.0147kgを加算した数値を目標値＊＊とした。 

＊）基準値 

前中期計画最終年度（令和２年度）の家畜改良センターにおける直接検定時１日当たりの生体の平均増体量 

1.2145kg を基準値 

 

【参考２】 

黒毛和種の中期目標期間における家畜改良増殖目標を踏まえた日齢枝肉重量が概ね＋47g 以上を直接検定時の１日

当たりの生体の増体量に換算 

47g（枝肉重量）÷64％（生体の枝肉重量割合）＝73.4375g（生体重量） 

   73.4375g÷10年（家畜改良増殖目標期間）＝7.34375g（１年当たり増体量） 

   これを中期期間中に達成するため 7.34375g×2＝14.6875g≒14.7g 

＊＊）各年度の目標値 

 令和３年度 1.2145㎏ ＋ 14.7g（0.0147kg） ＝ 1.2292㎏ ≒ 1.23kg 

 令和４年度 1.2292kg ＋ 14.7g（0.0147kg） ＝ 1.2439㎏ ≒ 1.24kg 

 令和５年度 1.2439kg ＋ 14.7g（0.0147kg） ＝ 1.2586㎏ ≒ 1.26kg 

 令和６年度 1.2586kg ＋ 14.7g（0.0147kg） ＝ 1.2733㎏ ≒ 1.27kg 

   令和７年度 1.2733kg ＋ 14.7g（0.0147kg） ＝ 1.2880㎏ ≒ 1.29kg 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

① 黒毛和種について、食味の優れた牛群整備を図るため、ＳＮＰ情報

を活用した解析を進めるなどにより、新たに脂肪酸組成を遺伝的

能力評価の形質に加え、共同研究に参画している県からデータを

収集するとともに、センターで作出する候補種雄牛の脂肪酸組成

の育種価については、令和５年度には試行し、令和６年度からは算

定を開始した。 

 

② 加えて、新たな形質の遺伝的能力評価への取組として、繁殖性に関

連する初産分娩日齢、分娩難易などのデータを共同研究参加県（９

県）から収集を開始し、蓄積中である。 

 

③ 黒毛和種については、候補種雄牛を、目標を上回る年平均計 39頭

作出した。このうち、増体性に特長を持つ 84頭は直接検定時の１

日当たりの生体の増体量の平均値が 1.33kgと、中期最終目標値（令

和７年度）である 1.29kg＊＊を上回る成果となった。 

 

④ 褐毛和種について、遺伝的多様性の確保に配慮しつつ、候補種雄牛

を、目標を上回る年平均３頭作出した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１）－ウ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 ウ 豚 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値＊１ 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（デュロック種） 

１日当たり増体量 

概ね1,070ｇ 

（雄雌平均） 

1,116ｇ 

(雄雌平均) 

1,116ｇ 

(雄雌平均) 

1,076ｇ 

(雄雌平均) 

1,110ｇ 

(雄雌平均) 

1,103ｇ 

(雄雌平均) 

1,142ｇ 

(雄雌平均) 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

（ランドレース種） 

１腹当たり育成頭数 
概ね 11.2頭 10.1頭 9.8頭 10.2頭 10.1頭 10.9頭 10.7頭 

経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

（大ヨークシャー種） 

１腹当たり育成頭数 
概ね 10.8頭 10.1頭 10.3頭 10.2頭 8.9頭 10.7頭 10.3頭 

行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

＊１ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

      

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ③ 種豚については、繁殖能力及び産肉能力の向上を支えるため、遺伝的能力評価を活

用し、肢蹄の強健性に着目した改良に取り組むこととする。 

 

【指標】 

（種豚） 

〇ランドレース種及び大ヨークシャー種については、繁殖性等に特長を持つ種豚の作

出に関する取組状況 

○デュロック種については、増体性等に特長を持つ種豚の作出に関する取組状況 

（中期目標の期間において、家畜改良増殖目標を踏まえ、ランドレース種については１

腹当たり育成頭数が概ね 11.2頭以上（平成 27 年～29年の全国平均:10.2頭）、大ヨ

ークシャー種については１腹当たり育成頭数が概ね 10.8頭以上（同：9.8頭）、デュ

ロック種については１日当たり増体量（体重 30～105kg の間）が概ね 1,070g 以上

（同：981g）となる種豚群を作出） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 種畜・種きんの改良については、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標及び第４中

期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

ウ 豚 

 

豚について、優れた育種素材の導入を行いつつ、各品種について次の取組を

行う。 

デュロック種については、増体性を特に重視した改良に取り組むこととし、

家畜改良増殖目標に即して、１日当たり増体量が概ね 1,070ｇとなる優良な種

豚群を作出する。 

ランドレース種及び大ヨークシャー種については、繁殖性を特に重視した改

良に取り組むこととし、家畜改良増殖目標に即して、１腹当たり育成頭数がそ

れぞれ概ね 11.2頭、10.8頭となる優良な種豚群を作出する。 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

デュロック種については、増体性を特に重視した改良に取り組み、造成した改良用豚群を基に、遺伝的能力評価を活用し、１

日当たり増体量が概ね 1,070ｇとなる種豚群作出に向けて選抜・交配を行い、最終年度である令和７年度の１日当たり増体量

は 1,142ｇ（達成目標の 106.7％）（雄雌平均）を上回る成果が得られた。 

 

ランドレース種については、繁殖性を特に重視した改良に取り組み、造成した改良用豚群を基に、遺伝的能力評価を活用し、

１腹当たり育成頭数が概ね 11.2 頭以上となる種豚群作出に向けた選抜・交配を行い、最終年度である令和 7年度の１腹当た

り育成頭数は 10.7頭（達成目標の 95.5％）であった。 

さらに、産肉能力と遺伝子情報との関連性を調査・解析するための採材を行うとともに、調査豚においてＰＭＳ（豚肉脂肪交

雑基準）の調査を実施した。（令和３年度～５年度） 

また、繁殖能力と遺伝子情報との関連性を調査・解析するための採材を行った。（令和６年度、７年度） 

 

大ヨークシャー種については、繁殖性を特に重視した改良に取り組むため、民間種豚場（３か所）から新たな育種素材の導入

を行い、前中期目標期間に維持した豚群を基に、遺伝的能力評価を活用し、１腹当たり育成頭数が概ね 10.8 頭以上となる種

豚群作出に向けた選抜・交配を行い、最終年度である令和７年度の１腹当たり育成頭数は 10.3頭（達成目標の 95.4％）であっ

た。 

 さらに、産肉能力と遺伝子情報との関連性を調査・解析するための採材を行うとともに、調査 豚においてＰＭＳ（豚肉脂肪

交雑基準）の調査を実施した。（令和３年度～５年度） 

また、繁殖能力と遺伝子情報との関連性を調査・解析するための採材を行った。（令和６年度、７年度） 

 

＜評定と根拠＞ 

デュロック種について、１日当たり増体量は雄雌合わ

せて 1,142ｇであり、達成目標の 1,070gを上回る種豚群

を作出した。 

 

ランドレース種について、１腹当たり育成頭数は 10.7

頭であり、１腹当たり育成頭数が概ね 11.2 頭以上とな

る種豚群を作出した。 

 

大ヨークシャー種について、１腹当たり育成頭数は

10.3 頭であり、１腹当たり育成頭数が概ね 10.8頭以上

となる種豚群を作出した。 

 

以上のとおり、概ね中期計画どおり実施した。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１）－エ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 エ 鶏 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（卵用鶏・肉用鶏） 

産卵率の推定育種価 
概ね２％以上  

0.34～

2.07％ 

0.73～ 

3.74％ 

0.99～ 

5.24％ 

1.34～ 

7.97％ 

1.68～

9.92％ 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

（肉用鶏） 

４週齢時の体重の推定育種価 
概ね 20ｇ以上  2.05ｇ 9.52ｇ 24.59ｇ 40.86ｇ 48.99ｇ 

経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

        行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

         従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ④ 種鶏については、地鶏等の特色ある国産鶏の生産振興を図るため、産卵性及び

産肉性に着目した改良に取り組むこととする。 

 

【指標】 

（主鶏） 

○国産鶏種については、産卵性及び産肉性等に特長を持つ種鶏の作出に関する取組

状況 

（中期目標の期間において、鶏の改良増殖目標及び第４中期目標期間の実績を踏ま

え、産卵率の推定育種価が現状より概ね２％以上向上、もしくは４週齢時の体重

の推定育種価が概ね 20g以上向上となる種鶏の作出（現状の推定育種価の例とし

て、横斑プリマスロック種ＸＳ系統の産卵率が 8.02％向上（平成 26 年比、44～

59週齢）、白色プリマスロック種 30系統の産卵率が 2.64％向上（平成 28年比、

31～35週齢）、白色プリマスロック種 30系統の４週齢時体重が 20.5g 向上（平成

28年比）） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 種畜・種きんの改良については、家畜改良増殖目標、鶏の改良増殖目標及び第

４中期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 鶏 

 

国産鶏種について、遺伝的能力評価結果に基づく選抜、交配を行い、産卵

率の推定育種価が現状より概ね２％以上向上する種鶏群を１系統、４週齢

時の体重の推定育種価が概ね 20ｇ以上向上する種鶏群を１系統、それぞれ

作出する。 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

国産鶏種のうち、卵用鶏のロードアイランドレッド（ＹＡ系統及びＹＣ系統）、白色プリマスロック（ＬＡ系統）、白色レ

グホン（ＭＢ系統）の４系統について１年１サイクルの世代更新により系統造成を行った。なお、世代更新に当たっては、

後期産卵率をはじめとした産卵率及び卵質に係る推定育種価を用いて選抜、交配を行った。長期検定手法を活用することに

より、令和６年産鶏の後期産卵データ（44～59 週齢）を収集し、後期産卵率の推定育種価を算出＊した。この結果、令和６

年産鶏の後期産卵率の推定育種価は、令和元年産鶏に比べ、ロードアイランドレッド（ＹＡ系統）で 1.68％、ロードアイラ

ンドレッド（ＹＣ系統）で 1.69％、白色プリマスロック（ＬＡ系統）で 2.63％、白色レグホン（ＭＢ系統）で 3.59％改善

し、２系統で中期計画の達成目標値を上回るなど、遺伝的能力の向上が図られた。  

 

国産鶏種のうち、肉用鶏の白色プリマスロック（13系統、30系統及び 981系統）、白色コーニッシュ（60系統及び 61系

統）及び赤色コーニッシュ（57系統）の６系統について、令和７年産鶏の産卵率（31～35週齢）データを収集して推定育種

価を算出＊し、選抜、交配を行った。この結果、令和７年産鶏の産卵率の推定育種価は、令和２年産鶏に比べ、白色プリマ

スロック（13系統）で 3.90％、白色プリマスロック（30系統）で 7.52％、白色プリマスロック（981系統）で 7.59％、白

色コーニッシュ（60系統）で 9.92％、白色コーニッシュ（61系統）で 5.77％及び赤色コーニッシュ（57系統）で 7.92％改

善し、全ての６系統で中期計画の達成目標値を上回るなど、遺伝的能力の向上が図られた。 

  

国産鶏種のうち、肉用鶏の白色プリマスロック（1330系統）について、令和６年産鶏の４週齢時体重のデータを収集して

推定育種価を算出し、選抜、交配を行った結果、令和７年産鶏の４週齢時体重の推定育種価は、令和２年産鶏に比べ 48.99

ｇ改善し、達成目標値を上回り、順調に遺伝的能力の向上が図られた。  

 

＊：卵用鶏における推定育種価は、44～59 週齢の後期産卵率のデータを用いるため、これらのデータを取得するためには生

産した翌年度までデータの収集が必要となることから、前年に生産した鶏について育種価を算出している。一方、肉用鶏に

おける推定育種価は、31～35 週齢の産卵率のデータを用いるため、これらのデータは生産した当該年度中にデータの収集

が可能であることから、当該年に生産した鶏について育種価を算出している。 

 

＜評定と根拠＞  

国産鶏種の産卵率の推定育種価については、卵用鶏で

は２系統、肉用鶏では６系統の合計８系統で中期計画の

達成目標を上回った。 

また、４週齢時体重の推定育種価については、肉用鶏

の 1系統で中期計画の達成目標を上回った。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１）－オ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 オ 重種馬 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

種雄馬候補の作出 概ね６頭 ７頭 ９頭 ５頭 ６頭 ６頭 ６頭 
予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

        経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

        行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ⑤ 重種馬については、けん引

能力に関連ある馬格に着目し

た改良に取り組むこととす

る。 

 

【指標】 

（重種馬） 

○けん引能力に関連ある馬格の

優れた種雄馬候補の作出に関

する取組状況 

（中期目標の期間において、家

畜改良増殖目標を踏まえ、馬

格の優れた種雄馬候補を毎年

度概ね６頭以上作出） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 種畜・種きんの改良について

は、家畜改良増殖目標、鶏の改

良増殖目標及び第４中期目標

期間の実績に基づき設定し

た。 

 

 

 

 

 

オ 重種馬 

 

純粋種重種馬であるブルトン種及

びペルシュロン種について、けん引能

力を特に重視した改良に取り組むこ

ととし、けん引能力に関連のある馬格

に優れた種雄馬候補を毎年度、両品種

の合計で概ね６頭作出する。 

＜主要な業務実績＞ 

純粋種重種馬であるブルトン種及びペルシュロン種について、けん引能力を特に重視し

た改良に取り組み、人工授精を活用した効率的な繁殖を行うため、種雄馬から人工授精用

精液の採取を行い、繁殖雌馬への交配を行うとともに、輸入凍結精液も活用し交配を実施

した。 

けん引能力に関連のある馬格に優れた種雄馬候補について、両品種の合計で、令和３年

度９頭、令和４年度５頭、令和５年度６頭、令和６年度６頭、令和７年度６頭と、中期目

標期間を通じて年平均６頭作出した。 

＜評定と根拠＞ 

純粋種重種馬であるブルトン種及びペルシュロン種に

ついて、けん引能力を特に重視した改良に取り組み、馬格

に優れた種雄馬候補を年平均６頭作出した。 

 

以上のとおり、概ね中期計画を達成した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（１）－カ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （１）種畜・種きんの改良 カ めん羊・山羊等 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

めん羊（サフォーク種） －  68頭 75頭 71頭 49頭 57頭 50頭 予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

山羊（日本ザーネン種） －  81頭 74頭 80頭 68頭 56頭 51頭 決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

肉用牛（日本短角種） －  20頭 30頭 20頭 16頭 19頭 18頭 経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

鶏（軍鶏） － 500羽 571羽 660羽 708羽 660羽 660羽 経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

豚（中ヨークシャー種） －  20頭 20頭 20頭 20頭 20頭 20頭 行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

＊１ 鶏及び豚について、上記以外の品種については、記載を省略しています。 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

＊２ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ⑥ めん羊、山羊等の

特色ある家畜につい

ては、品種・系統を見

直しつつ維持するこ

ととする。 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 種畜・種きんの改良

については、家畜改

良増殖目標、鶏の改

良増殖目標及び第４

中期目標期間の実績

に基づき設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ めん羊・山羊等 

 

めん羊・山羊について、現有

のサフォーク種及び日本ザー

ネン種を維持する。また、現

有している肉用牛の日本短角

種、鶏の軍鶏等の希少な品種

を維持する。 

＜主要な業務実績＞ 

 めん山羊については、サフォーク種年平均 60頭及び日本ザーネン種年平均 66頭を維持した。また、肉

用牛の日本短角種について年平均 21頭を維持するとともに、鶏の軍鶏について年平均 652羽を維持した。 

 その他、豚については、中ヨークシャー種年平均 20頭及び梅山豚年平均 18頭を維持した。 

 

※梅山豚は令和７年度をもって飼養終了したため、令和６年度までの平均頭数とした。 

 

＜評定と根拠＞ 

めん羊・山羊について、現有のサフォーク種及び日本ザ 

ーネン種を維持してきた。また、現有している肉用牛の日 

本短角種、鶏の軍鶏等の希少な品種についても維持してき 

た。 

 

概ね中期計画どおり実施した。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （２）遺伝的能力評価の実施 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（乳用牛） 

評価結果の公表 
４回以上 10回 10回 10回 10回 10回 10回 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

（肉用牛） 

評価結果の提供 
４回以上 ４回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 

経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

（豚） 

評価結果の提供 
４回以上 ４回 ６回 ８回 ８回 ８回 ８回 

行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）遺伝的能力評価の実施 

 

民間団体等が取りまとめた泌乳形質や産肉形質等の改良に資する国内

のデータをなるべく多く活用して、遺伝的能力評価を行い、その結果の

提供・公表に取り組むこととする。 

その際、ゲノミック評価をはじめとした遺伝的能力評価の実施に当た

っては、より精度を高めることができるよう、必要に応じて評価手法の

改善等に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○乳用牛、肉用牛及び豚について、遺伝的能力評価の実施と、その結果

等の提供・公表に関する取組状況 

（第４中期目標期間の実績（乳用牛 10 回/年、肉用牛４回/年、豚４回/

年公表）を踏まえ、乳用牛、肉用牛及び豚について、それぞれ４回/年

以上提供・公表） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 遺伝的能力評価の実施については、第４中期目標期間の実績に基づき

設定した。 

 

 

 

 

 

 

（２）遺伝的能力評価の実施 

 

乳用牛（ホルスタイン種及びジャージー種）の泌乳形質、肉

用牛（黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）及び日本短角種）

及び豚（バークシャー種、ランドレース種、大ヨークシャー種

及びデュロック種）の産肉形質等の必要なデータを収集し、必

要に応じて評価手法の改善を行いつつ遺伝的能力評価を行い、

その結果を各畜種についてそれぞれ年４回以上提供・公表する。 

＜主な評価指標＞ 

乳用牛、肉用牛及び豚について、遺伝

的能力評価の実施と、その結果等の提

供・公表に関する取組状況 

 

 

（次頁） （次頁） 
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 中期目

標 

中期計

画 

主な評

価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （ 前

頁） 

＜主要な業務実績＞ 

【乳用牛】 

ホルスタイン種の泌乳形質等について、ゲノミック評価を含む遺伝的能力評価を行い、評価値を国内種雄牛について年２

回、国内雌牛について年３回公表した。国内雌牛については、公式評価に基づいた「牛群検定参加雌牛上位 100 位」を年３

回、「未経産牛上位 1000 位」を年９回更新し、公表した。 

可能な限り世代間隔を短縮し改良速度を高めるため、ＳＮＰ情報が得られたら直ちに遺伝的能力の情報が得られるよう、

後代を持たない若雄牛及び泌乳記録を持たない若雌牛について、種畜所有者の求めに応じ、ゲノミック評価を公表月以外の

月に実施し、評価値を提供した（９回）。 

ホルスタイン種の国際能力評価に参加し、海外種雄牛について、総合指数を含む我が国における遺伝的能力評価値を年３

回公表した。また、ジャージー種についても年２回評価値を公表した。 

ホルスタイン種の評価手法改善への取組については、 

令和４年２月公表分より、総合指数（ＮＴＰ）の構成成分の割合及び在群能力の表示方法を改善し、同年 12 月公表分か

らは体細胞スコアの評価手法を改善した。 

令和５年８月評価からは、種雄牛のリファレンス集団に雌牛の情報も追加したゲノミック評価を開始し、評価の信頼度が

最大 15％向上した。このことにより、ヤングサイアの活用を拡大することで改良速度が上がることに加え、より信頼度の高

い検定済み種雄牛を早期に利用可能となった。 

泌乳記録を持たない若雌牛の国内のゲノミック評価値を早く知りたいという酪農家の要望に応え、計算方法を一部簡略化

することにより、最短で３週間で提供できる速報値提供を開始した（毎週）。また、ＳＮＰ情報を持たない雌牛についても、

長命性に関する在群能力の評価が可能となるよう、間接的に推定する方法を開発し、在群能力評価の対象個体を拡大した。 

令和６年には、ＮＴＰの大幅な改善（体型の適正化、雌牛繁殖能力の改善、在群能力向上、乳質改善と乳房炎抵抗性の向

上、調整値導入等）を図り、ホルスタイン種の改良に貢献した。 

令和７年８月からは、疾病抵抗性指数（乳房炎、胎盤停滞、産褥熱、第四胃変異、乳熱、ケトーシスに対する抵抗性の評

価値）の評価を開始した。 

令和８年２月には、ＮＴＰの更なる改善（疾病抵抗性組み入れ、乳成分重み見直し等）を行い、各疾病に対する抵抗性の

改良量及び乳脂率の改良量が増加した。 

 

【肉用牛】 

黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）及び日本短角種それぞれの産肉形質について、肉用牛枝肉情報全国データベース

等を用いて収集した枝肉情報を用いて遺伝的能力評価を行い、関係機関に評価値を提供した（年４回）。 

育種改良上有用な黒毛和種の種雄牛が各県間で共同利用されるよう国の主導で広域後代検定が行われており、県有候補種

雄牛の産肉形質について同一基準での遺伝的能力評価を行い、結果を公表した（年１回）。 

黒毛和種及び褐毛和種（熊本系）については、候補種雄牛やドナー（供卵牛）の早期選抜に利用するため、ＳＮＰ情報が

得られたら直ちに遺伝的能力の情報が得られるよう、若雄牛及び若雌牛等について、道県等の関係機関の求めに応じゲノミ

ック評価を毎月実施し、評価値を各関係機関に提供した（黒毛和種年 12 回、褐毛和種年２回）。 

 

【豚】 

バークシャー種、ランドレース種、大ヨークシャー種及びデュロック種の繁殖形質及び産肉形質について全国的な遺伝的

能力評価を行い、評価値を年４回提供した（４月、７月、10 月、１月）。 

国産純粋種豚改良協議会の同一基準遺伝的能力評価事業により、ランドレース種、大ヨークシャー種及びデュロック種の

繁殖形質及び産肉形質について遺伝的能力評価を行い、評価値及び繁殖形質のランキングを協議会会員に年４回提供した

（４月、７月、10 月、１月）。 

 

＜評定と根拠＞ 

 「Ｓ」 

 

【乳用牛】 

① 令和５年８月評価からは、種雄牛のリファレンス集団に雌牛の情

報も追加したゲノミック評価を開始し、評価の信頼度が最大

15％向上した。このことにより、ヤングサイアの活用を拡大する

ことで改良速度が上がることに加え、より信頼度の高い検定済み

種雄牛の早期に利用が可能となった。 

② 令和５年８月評価からは、国内のゲノミック評価値を早く知りた

いという酪農家の要望に応え、最短で３週間で提供できる速報値

提供を開始した（毎週）。 

③ 令和６年には、ＮＴＰの大幅な改善（体型の適正化、雌牛繁殖能

力の改善、在群能力向上、乳質改善と乳房炎抵抗性の向上、調整

値導入等）を図り、ホルスタイン種の改良推進に大いに貢献した。 

④ 令和７年には、ＮＴＰの更なる改善を行い、疾病抵抗性や乳成

分と他の形質がバランス良く改良することが可能となった。 

 

【肉用牛】 

黒毛和種及び褐毛和種については、候補種雄牛やドナー（供卵牛）

の早期選抜に利用するため、ＳＮＰ情報が得られたら直ちに遺伝的

能力の情報が得られるよう、道県等の求めに応じゲノミック評価を

毎月実施し、評価値を提供するなど、各県の育種改良の加速化に貢

献した。 

 

【豚】 

国産純粋種豚改良協議会会員に評価結果及びランキングを提供し

た。 

 

各畜種の全国的な遺伝的能力評価結果を定期的に公表または提供

したほか、乳用牛のホルスタイン種及び肉用牛の黒毛和種・褐毛和

種については、ゲノミック評価値の提供を行い、豚では国産純粋種

豚改良協議会会員に評価結果及びランキングを提供した。とくに、

ホルスタイン種においては、評価手法の改善、信頼度の向上、迅速

化を行い、改良の促進に大いに貢献した。 

 

以上のとおり、中期計画を大きく上回る顕著な成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（３） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （３）畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（乳用牛）情報提供 １回以上  ３回 ６回 14回 18回 20回 
予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

（肉用牛）情報提供 １回以上  １回 １回 ４回 ７回 ７回 
経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

（豚）情報提供 １回以上  ２回 ５回 ５回 ６回 ４回 
行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （３）畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供 

 

全国や地域ごとの乳量、繁殖性、脂肪交雑など主要な形質の遺伝的能

力の推移や地域差、つなぎ飼いや搾乳ロボット利用等の我が国の多様

な乳用牛の飼養形態を踏まえ、それぞれの飼養形態に適合する体型等

を分析し、適合性の高い娘牛に改良するための情報等、畜種ごとの課題

に対応した情報の分析・提供の充実に取り組むこととする。 

 

【指標】 

〇畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供に関する取組状況 

（乳用牛、肉用牛及び豚について、それぞれ１回/年以上分析・提供） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供については、少なくと

も年１回はその提供等が行われるよう設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）畜種ごとの課題に対応した情報の分析・提供 

 

全国や地域ごとの乳量、繁殖性、脂肪交雑など主要な形質の遺伝的能力

の推移や地域差、つなぎ飼いや搾乳ロボット利用等の我が国の多様な乳用

牛の飼養形態を踏まえ、それぞれの飼養形態に適合する体型等を分析し、

適合性の高い娘牛に改良するための情報や、繁殖雌豚の群飼における生産

性の向上等、畜種ごとの課題に対応した情報の分析に取り組み、乳用牛、

肉用牛及び豚について、それぞれ年１回以上情報提供する。 

＜主な評価指標＞ 

畜種ごとの課題に対応した情報

の分析・提供に関する取組状況 

 

 

（次頁） （次頁） 



 

17 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （前頁） ＜主要な業務実績＞ 

【乳用牛】 

雌牛の泌乳形質や体型形質等の遺伝的能力の推移について地域別の分析結果提供を年１

回行った。 

つなぎ飼いや搾乳ロボット利用等の飼養形態に適合する体型等の分析結果として、令和３

年度に「乳房の傾斜」の分析結果の情報提供を行った後、令和４年度以降は、評価値の提供

を年３回行った。さらに、令和６年度からは、種雄牛についての新たな評価情報として搾乳

ロボット適合性の年２回の情報提供を開始した。 

各種会議や研修会での講演、業界誌への投稿、ＨＰや中央畜産会の「がんばる！畜産！」

（映像）などにより、ゲノミック評価の活用、ＮＴＰの改善、新たに評価が始まった形質等

の評価値の見方や利用方法等についての情報提供や理解醸成活動を行った。 

出生時体重の遺伝的能力評価、妊娠期間の遺伝分析、新たな評価手法の提案等について日

本畜産学会において発表した。 

その他の取組として、家畜精液輸入協議会から要請のあった海外ヤングサイアの日本国内

のゲノミック評価を実施し、オランダ及びドイツへ評価値の有償提供を行った。 

 

【肉用牛】 

肉用牛では、黒毛和種、褐毛和種（高知系・熊本系）及び日本短角種それぞれの評価の概

要や遺伝的能力の推移を公表した。 

 黒毛和種について、全国の枝肉重量や脂肪交雑などの主要な枝肉成績を取りまとめて公表

した。また、生産地域別・肥育地域別の枝肉形質の基本統計量を示すとともに、肥育地域別

のと畜月別枝肉成績の推移についても取りまとめて公表した。 

肉用牛研究会において「黒毛和種における受胎結果、分娩難易及び生時体重と近交係数の

関連」、県主催の研究成果発表会や団体主催勉強会などにおいて「肉用牛のＤＮＡ情報を利

用した育種改良」について情報提供を行った。 

褐毛和種について、「あか牛のＳＮＰ情報を活用した系統分類及び遺伝的多様性分析」に

ついて、北海道あか牛研究会報や日本あか牛登録協会開催の生産者等向け研修会等を通じて

情報提供を行った。 

 

【豚】 

繁殖形質に対する季節の影響について四半期ごとに年４回の分析結果を公表した。 

「繁殖雌豚の群飼と単飼における傷病の発生状況調査」の専門誌への掲載や「暑熱の影響

を考慮したブタ生存産子数の遺伝的能力評価モデルにおける育種価の予測精度」について日

本畜産学会で、「分娩豚舎への移動が繁殖雌豚に与えるストレス」について日本養豚学会で

発表する等、情報提供を行った。 

＜評定と根拠＞ 

 「Ａ」 

 

①乳用牛については、ゲノミック評価の活用、ＮＴＰの改善点、新

しく評価を開始した形質（暑熱耐性、乳房の傾斜、気質・搾乳

性、分娩形質、子牛生存能力、疾病抵抗性）等への理解醸成を図

るための情報提供を積極的に行った。 

 

②海外ヤングサイアのゲノミック評価値の有償提供を行った。 

 

③肉用牛については、各品種別の遺伝的能力の推移の他、黒毛和種

の肥育地域別のと畜月別枝肉成績の推移等を公表した。また、

肉用牛研究会や県主催の会議等の機会を活用し、黒毛和種の繁

殖関連形質やＤＮＡ情報を利用した育種改良についての情報発

信を積極的に行った。 

 

④豚については、繁殖雌豚の群飼、繁殖雌豚の移動ストレス、暑熱

の影響を考慮した遺伝的能力評価について、学会や専門誌によ

る情報発信を積極的に行った。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（４） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （４）多様な遺伝資源の確保・活用 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

        決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

        経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

        経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

        行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （４）多様な遺伝資源の確保・活用 

 

我が国固有の遺伝資源等を活用した家畜

の改良や飼料作物の品種開発を進める観点

から、国立研究開発法人農業・食品産業技術

総合研究機構と連携し、多様な遺伝資源の収

集・確保に取り組むこととする。 

また、都道府県等が行う地鶏等の遺伝資源

の保存に協力するため、始原生殖細胞（以下

「ＰＧＣｓ」という。）の保存等の技術習得に

取り組むこととする。 

さらに、センターの持つ多様な遺伝資源を

確保するため、乳用牛、肉用牛、豚及び鶏の

主要な育種群についてリスク分散のための

分散管理に取り組むとともに、多様な遺伝資

源の活用を図るため、乳用牛及び肉用牛につ

いて受精卵の供給に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）多様な遺伝資源の確保・活用 

 

我が国固有の遺伝資源等を活用した家畜

の改良や飼料作物の品種開発を進める観点

から、多様な遺伝資源の収集・確保等を行う

とともに、センターの持つ多様な遺伝資源を

確保・活用するため、次の取組を行う。 

＜主な評価指標＞ 

国立研究開発法人農業・食品

産業技術総合研究機構が行う

ジーンバンク事業に協力し、家

畜及び飼料作物の遺伝資源の

保存に関する取組状況 

鶏ＰＧＣｓの保存技術を活

用した技術の利用･普及に関す

る取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ア 家畜遺伝資源の保存 

 

イ 鶏始原生殖細胞の保存技術を活用した遺伝

資源技術の利用･普及 

 

ウ センターの持つ多様な遺伝資源の分散飼養 

 

エ 受精卵の供給 

 

（19頁～23頁） 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

中期計画を上回る成果が得られた。 

（詳細は、19頁～23頁） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（４）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （４）多様な遺伝資源の確保・活用 ア 家畜遺伝資源の保存 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

家畜遺伝資源の保存（ジーンバンク事業） 予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

新規収集 － － ５点 ２点 １点 ０点 ０点 決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

追加収集 － － ２点 ２点 ２点 ２点 ２点 経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

保存点数 － － 570点 572点 572点 572点 478点 経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

特性調査の実施 － － ９点 ９点 ７点 ７点 ０点 行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

飼料作物の遺伝資源の保存（ジーンバンク事業） 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

栄養体保存 － 420系統 420系統 420系統 420系統 420系統 420系統 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

種子再増殖 －  60系統 30系統 30系統 30系統 28系統 ６系統 

特性調査の実施 －  60系統 30系統 30系統 30系統 28系統 ６系統 

多様な育種素材の活用 

（再掲：黒毛和種） 

候補種雄牛の作出 
概ね 30頭 41頭 40頭 38頭 39頭 40頭 37頭 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。ただし、家畜遺伝資源の保存については、前中期目標期間

と点数のカウント方法が変更されたことから基準値はなし。 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うジーンバンク事業

に協力し、家畜及び飼料作物の遺伝資源の保存に関する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 家畜遺伝資源の保存 

 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うジーンバンク事業に

協力し、家畜遺伝資源や飼料作物の遺伝資源の保存に取り組む。 

また、黒毛和種について、４系統群・５希少系統に配慮して、センターが有す

る多様な育種素材と新たに導入する多様な育種素材を用い、家畜改良増殖目標の

育種価目標数値（日齢枝肉重量の育種価を１年当たり 4.7ｇ増加、脂肪交雑は現

在の改良量を維持（令和元年度時点の評価方法に基づく育種価目標数値））以上に

相当する、直接検定時の１日当たりの生体の増体量が概ね 7.3ｇ以上の遺伝的能

力を有する増体性に特長を持つ候補種雄牛や脂肪の質、遺伝的多様性等に特長を

持つ候補種雄牛を毎年度、概ね 30頭作出する。（再掲） 

（次頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

農業分野に関わる植物・微生物・動物遺伝資源について、探索収集から特性評価、保存、配布及び情報公開まで

を行うセンターバンクの（国研）農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センターによる調整の下、飼料作

物の遺伝資源について地域性を考慮した３牧場の分担により栄養体保存を 420系統行い、高温乾燥や肥料不足によ

る枯死の防止対策、他品種との交雑を防ぐための開花前刈取、ほ場への雑草や他品種の侵入防止のための頻繁な除

草作業等により、遺伝資源を喪失することのないよう徹底した管理下で保存を行った。 

また、各年度依頼を受けた系統について種子の再増殖及び生育に係る特性の調査を３牧場・支場で実施し、それ

ぞれ報告を行った。 

なお、（国研）農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センターにてジーンバンク事業の見直しがされ、そ

れによりこれまで実施していた種子再増殖及び特性調査は令和 7年度をもって全て終了することとなった。 

 

家畜遺伝資源について、生体保存馬７点を含め、牛 234点、馬 43点、めん羊 57点、山羊 41点、豚 56点、鶏 17

点及びウサギ 30点の合計 478点の保存するとともに、（国研）農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究セン

ターとの調整の下、サブバンクとしてセンターが保存していた凍結遺伝資源については、ジーンバンク事業を実施

している（国研）農業・食品産業技術総合研究機構の遺伝資源研究センターで令和８年度から保存することとなり

移管を行った。 

凍結遺伝資源の移管を進める中で、保存点数のうち、山羊 10点、ウサギ 80点、豚４点のについて点数が異なっ

ていたため、（国研）農業・食品産業技術総合研究機構遺伝資源研究センターへ報告するとともに、凍結遺伝資源の

移管に係る業務を実施した。 

 家畜遺伝資源の収集について、（国研）農業・食品作業技術総合研究機構遺伝資源研究センターとの調整の下で、

中期期間を通して、牛３点、豚３点、鶏２点、めん羊２点の計 10点の収集を実施した。 

今中期にあっては、保存している遺伝資源の中から、研究用試料として在来馬の血液を対馬市に、品種保存用と

して木曽馬の凍結精液２点、教育用としてトカラヤギ凍結精液２点及びシバヤギ凍結精液１点を提供した。 

 

黒毛和種について、４系統群・５希少系統に配慮して、センターが有する多様な育種素材と新たに導入する多様

な育種素材を用いて交配・選定を行い、増体性や脂肪の質、遺伝的多様性等に特長を持つ候補種雄牛を令和３年度

は 41 頭、令和４年度は 40 頭、令和５年度は 38 頭、令和６年度は 39 頭、令和７年度は 37 頭と、中期目標期間を

通じて（年平均 39頭）、候補種雄牛の作出を中期計画を上回る成果が得られた。（再掲） 

 

 

＜評定と根拠＞ 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うジ

ーンバンク事業に協力し、家畜及び飼料作物の遺伝資源の保存

を行った。 

なお、動物遺伝資源のうち凍結遺伝資源の保存点数が異なっ

ていたことから報告するとともに移管作業を行い、凍結遺伝資

源の保存業務について令和７年度をもって終了した。 

 

以上のとおり、概ね中期計画を達成した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（４）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （４）多様な遺伝資源の確保・活用 イ 鶏始原生殖細胞の保存技術を活用した遺伝資源技術の利用･普及 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

保存技術を習得した職

員の育成 
概ね２名＊  1名 ２名 ３名 ３名 ３名 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

保存技術の情報提供等 １回以上  
  

１回 ３回 ２回 
経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

＊中期目標期間最終年度における達成目標である。  行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○鶏ＰＧＣｓの保存

技術を活用した技

術の利用･普及に関

する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 鶏始原生殖細胞（以下

「ＰＧＣｓ」という。）の

保存技術を活用した遺伝

資源技術の利用･普及 

 

大学等と連携し、ＰＧＣ

ｓの保存技術を習得し、

普及等の活動に従事する

ことができる職員を概ね

２名、令和５年度までに

育成するとともに、令和

６年度以降は普及のため

の講習会開催、講師の派

遣、ホームページ掲載に

よる情報提供等を毎年

度、１回以上行う。 

＜主要な業務実績＞ 

令和５年度までにＰＧＣｓの保存技術を習得し、普及等の活動に従事できる職員を、３名確保した。 

 

なお、令和５年度は、岡崎牧場保有の卵用鶏６鶏種（横斑プリマスロック、ロードアイランドレッド、烏骨

鶏、白色プリマスロック、白色レグホン、アロウカナ）について、ＰＧＣｓの保存技術を活用した遺伝資源の

凍結保存を試行し、融解後の生存性を確認したところ、２鶏種（ロードアイランドレッド、烏骨鶏）が低い生

存率がみられた。令和６年度は、卵用鶏３鶏種（横斑プリマスロック、ロードアイランドレッド、烏骨鶏）に

ついてＰＧＣｓの凍結保存、融解後の生存性の確認を行ったところ、先行事例と同程度の生存性であった。 

令和６年度に１鶏種（横斑プリマスロック）について凍結保存後に融解したドナーＰＧＣｓの移植を試行

し、移植を行ったレシピエント種卵（白色レグホン）をふ化させて、生殖系列キメラと推定される 19 羽の

ヒナを生産・育成し、生殖系列キメラ率の確認を行った。雄８羽、雌４羽が生殖系列キメラであることが確

認され、個体ごとのキメラ率は雄が 1.1～24.1％で平均 9.3％、雌が 1.3～20.3％で平均 10.9％であった。 

 

令和５年度以降、東海四県畜産関係場所連絡会部門別（家きん）検討会議及び鶏改良推進中央協議会にお

いて、センターにおけるＰＧＣｓの取組状況を紹介するほか、東海畜産学会においてＰＧＣｓの凍結融解後

の生存率について発表するなど、情報提供を毎年度１回以上行った。 

 

 

＜評定と根拠＞  

① ＰＧＣｓの保存技術を習得し、普及等の活動に従事で

きる職員を、達成目標を上回る３名確保した。 

 

② ＰＧＣｓの保存技術に加えて、保存したＰＧＣｓを利

用した復元にも取り組み、技術を習得した。 

 

③ 情報提供について、５年度から、東海四県畜産関係場

所連絡会部門別（家きん）検討会議において、センタ

ーにおけるＰＧＣｓの取組状況を紹介するなど、中期

計画を１年前倒しで達成し、年１回以上の情報提供を

実施した。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（４）－ウ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （４）多様な遺伝資源の確保・活用 ウ センターの持つ多様な遺伝資源の分散飼養 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

けい養牧場の数 予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

乳用牛 － ３牧場 ３牧場 ３牧場 ３牧場 ３牧場 ３牧場 決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

肉用牛（黒毛和種） － ２牧場 ４牧場 ４牧場 ４牧場 ４牧場 ４牧場 経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

豚 － ２牧場 ２牧場 ２牧場 ２牧場 ２牧場 ２牧場 経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

鶏 － ２牧場 ２牧場 ２牧場 ２牧場 ２牧場 ２牧場 行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ センターの持つ多様な遺

伝資源の分散飼養 

 

家畜伝染性疾病の侵入等に

より貴重な育種素材を失うこ

とがないよう、乳用牛、肉用牛

（黒毛和種）、豚及び鶏の主要

な育種素材について、複数の牧

場を活用し、リスク分散に取り

組む。このため原則として、乳

用牛は新冠牧場、十勝牧場及び

岩手牧場、黒毛和種は十勝牧

場、奥羽牧場、鳥取牧場及び宮

崎牧場、豚は茨城牧場及び宮崎

牧場、鶏は岡崎牧場及び兵庫牧

場でそれぞれけい養を行う。 

＜主要な業務実績＞ 

 乳用牛について、リスク分散のため、センターが有する多様な育種素材と外部から導入した新たな育種素材

を用いて整備した育種群を、遺伝的能力や血統等を考慮して、新冠牧場、十勝牧場及び岩手牧場の３牧場で計

画どおりけい養を行った。 

 

肉用牛（黒毛和種）について、リスク分散のため、十勝牧場、奥羽牧場、鳥取牧場及び宮崎牧場の４牧場で

計画どおりけい養を行った。 

 

豚について、リスク分散のため、デュロック種を茨城牧場及び宮崎牧場の２牧場で計画どおりけい養を行っ

た。なお、豚熱発生に伴うリスク分散のため、豚を飼養していない牧場で凍結受精卵を保管し更なる取り組み

を行った。 

また、デュロック種については、リスク分散とユメサクラエースの精液に対する高い需要に対応するため、

宮崎牧場で生産した受精卵を利用して茨城牧場で生産したユメサクラエースの種雄豚から生産した精液も配

布した。 

 

鶏について、リスク分散のため、主要な国産鶏種を、岡崎牧場及び兵庫牧場の２牧場で計画どおりけい養を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞  

乳用牛、肉用牛（黒毛和種）、豚及び鶏の主要な育種素材につ

いて、複数の牧場を活用し、リスク分散に取り組み、育種素材

の維持に取り組んだ。 

豚については、リスク分散に加え、ユメサクラエースに対す

る需要に応えるため、センターが持つ受精卵移植の技術を利用

し作出した種雄豚から精液配布を行った。 

 

以上のとおり、中期計画どおり実施した。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－（４）－エ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 全国的な改良の推進 （４）多様な遺伝資源の確保・活用 エ 受精卵の供給 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

高度な採卵技術を有する獣医師職員

の育成・技術向上のための講習会実施 
１回以上  ２回 ２回 ２回 １回 １回 

予算額（千円） 7,467,572 7,113,948 7,034,590 7,987,623 8,577,374 

決算額（千円） 6,653,367 5,853,767 5,566,985 5,532,728 6,201,404 

高度な採卵技術を有す

る獣医師職員 
概ね４名  ６名 10名 11名 12名 12名 

経常費用（千円） 5,337,711 5,471,943 5,465,830 5,360,599 5,777,249 

経常利益（千円） 363,663 442,837 564,277 615,822 269,814 

家畜人工授精師の資格

を有する職員 
概ね 20名  35名 54名 62名 54名 50名 

行政コスト（千円） 5,868,010 5,930,956 6,234,905 5,787,957 6,229,430 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－１の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 受精卵の供給 

 

生産基盤の強化に必要

となる受精卵の供給を実

施するため、家畜生体の

卵胞卵子の活用等の高度

な採卵技術を有する獣医

師職員の育成・技術向上

のための講習を毎年度１

回以上実施し、高度な採

卵技術を有する獣医師職

員を概ね４名確保する。

また、獣医師の指示を受

けて採卵した受精卵の処

理等を行うことができる

家畜人工授精師の資格を

有する職員を概ね 20 名

確保する。 

＜主要な業務実績＞ 

生産基盤の強化に必要となる受精卵の供給を実施するため、家畜生体の卵胞卵子の活用等の

高度な採卵技術を有する獣医師職員の育成・技術向上のため経腟採卵（ＯＰＵ）研修会及び技

術指導について、目標を上回る年間 1.6回（年平均回数）開催した。 

また、高度な採卵技術を有する獣医師職員を 10名（年平均人数）確保するとともに、受精卵

の処理等を行うことができる家畜人工授精師の資格を有する職員を 51名（年平均人数）を確保

し、目標の 20名を大きく上回った。 

 

都道府県、団体等の依頼に基づき、本所及び４牧場において経腟採卵等の個別研修を 35 回

（令和３年度４回、令和４年度６回、令和５年度８回、令和６年度８回、令和７年度９回）開

催し、高度な採卵技術を有する獣医師職員等が講師として技術の指導及び普及に努めた。 

＜評定と根拠＞  

① 採卵技術を有する獣医師職員の育成・技術向上のため、目標を上回る年間 1.6 回

のＯＰＵ研修会を開催し、ＯＰＵ―ＩＶＰの技術指導を行った。  

 

② 高度な採卵技術を有する獣医師職員及び採卵した受精卵の処理等を行うことがで

きる家畜人工授精師の資格を有する職員を、目標を上回る 10 名及び 51 名確保し

た。 

 

③ 本所及び４牧場で高度な採卵技術を有する獣医師職員等が都道府県、団体等の依

頼に基づき経腟採卵等の個別研修を 35 回（令和３年度～令和７年度実績）開催

し、参加した研修生に技術指導を行い、受精卵の供給に係る技術普及に貢献した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

        決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 飼養管理の改善等への取組 

 

我が国畜産の生産基盤強化を図るためには、「農場（生産者）」におけ

るデータを活用した繁殖性や飼養管理技術の向上を図る取組の実践に

より、家畜の生産性を高める必要がある。また、畜産経営においてＳＤ

Ｇｓに配慮した畜産物生産活動の取組が進むよう、食品安全、家畜衛生

管理、環境保全、労働安全、アニマルウェルフェアに関する法令等を遵

守するための点検項目を定め、これらの実施、記録、点検、評価を繰り

返しつつ生産工程の管理や改善を行うＧＡＰの考え方を経営に採り入

れる取組を進める必要がある。 

これまでセンターでは、国内における家畜の飼養管理の改善に寄与

するため、搾乳ロボットや個体別自動ほ乳ロボット等の省力化機器を

活用した飼養管理技術や、肉用牛繁殖雌牛の適正な栄養管理を実現す

るための代謝プロファイルテストを用いた飼養管理技術、受胎率向上

に資する牛超音波画像診断技術の普及、畜産ＧＡＰの取得を図ってき

たところである。また、ヨーネ病の清浄化対策を実施したほか、家畜伝

染性疾病の侵入防止や発生予防を図るための防疫業務に取り組んでき

たところである。 

今後とも、省力化機器の活用等によるスマート畜産に資するノウハ

ウや、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理技術をはじめとした

ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産に資するノウハウ、家畜衛生管理に資

するノウハウを活用した飼養管理の改善等への取組により、これまで

に培われた飼養管理や家畜衛生管理に係る技術情報の提供に取り組

む。 

 

２ 飼養管理の改善等への取組 

 

国内における家畜の飼養管理の改善に

寄与するため、省力化機器の活用に資する

ノウハウや、ＳＤＧｓに配慮した畜産物生

産・家畜衛生管理に関する知見を活用した

飼養管理の改善等への取組を通じ、培われ

た技術情報の提供を行う。このため、次の

取組を行う。 

＜評価指標＞ 

小項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）スマート畜産の実践    Ａ：４点 

 

（２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物 

生産の普及         Ａ：４点 

 

（３）家畜衛生管理の実践    Ａ：４点 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：４点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （１）スマート畜産の実践 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

        決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）スマート畜産の実践 

 

搾乳ロボットを活用した高泌乳牛群の管

理や搾乳ロボットに適合する後継牛生産、繁

殖雌牛の分娩監視装置を用いた群管理、カメ

ラ画像を用いた繁殖雌豚の効率的な繁殖管

理等を実践し、これら省力化機器の生産現場

における活用に資するノウハウの情報提供

や実用化のためのデータ収集に取り組むこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）スマート畜産の実践 

 

家畜の飼養管理や繁殖技術の向上を図

るため、搾乳ロボットや分娩監視等の省力

化に資する機器を用いた群管理の実践・実

証を行い、得られた知見等について、次の

取組を行う。 

＜主な評価指標＞ 

牛については、搾乳ロボッ

トをはじめ省力化機器を用い

た群管理の実践と、データを

収集、蓄積した上、生産現場

の省力管理に資するノウハウ

の情報提供に関する取組状況 

豚については、民間会社と

連携し、市販化に向けた繁殖

管理システムの実証に取り組

んだ上、技術普及に資するノ

ウハウの情報提供に関する取

組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ア 乳用牛や肉用牛における省力化機器を

活用した飼養管理技術等の実践・実証 

 

イ 繁殖雌豚におけるカメラ画像を活用し

た繁殖管理技術の実用化 

 

（26頁～27頁） 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

中期計画を上回る成果が得られた。 

（詳細は、26頁～27頁） 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（１）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （１）スマート畜産の実践 ア 乳用牛や肉用牛における省力化機器を活用した飼養管理技術等の実践・実証 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

実用的な情報提供 １回以上  ３回 ３回 ５回 ３回 ３回 
予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

〇牛については、搾乳

ロボットをはじめ

省力化機器を用い

た群管理の実践と、

データを収集、蓄積

した上、生産現場の

省力管理に資する

ノウハウの情報提

供に関する取組状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 乳用牛や肉用牛

における省力化機

器を活用した飼養

管理技術等の実践・

実証 

 

搾乳ロボットを活

用した高泌乳牛群の

管理や搾乳ロボット

に適合する後継牛生

産、繁殖雌牛の分娩監

視装置等の省力化機

器を用いた群管理の

実践・実証を行い、生

産現場での省力管理

に資する実用的な情

報提供を毎年度、１回

以上行う。 

＜主要な業務実績＞ 

搾乳ロボットや個体別自動哺乳ロボット及び分娩監視装置等を活用した飼養管理に関する実践・実証を

行った。 

搾乳ロボットによる飼養管理に関して、新冠牧場での新規導入牛の馴致に要した状況や、搾乳ロボット

導入農家へのアンケート等を行い、不適合牛の特徴データを分析した結果及び後継牛生産に際しての改善

点、搾乳ロボットの稼働率向上や搾乳ロボットへの適合率向上のための取組事例等について取りまとめ、

ホームページで情報提供を行った。また、分娩監視装置を活用した省力化に関しては、在胎日数等のデー

タを取りまとめ、新冠牧場が主催した「牛の飼養衛生管理セミナー2026」（後援及び会場の提供：帯広畜産

大学）において報告を行った。 

個体別自動哺乳ロボットによる飼養管理に関して、岩手牧場における哺乳作業時間の低減や発育状況、

ロボット管理の注意点及び交換部品の調整方法の事例等について、ホームページや講習会などで情報提供

を行った。 

発情検知センサーによる飼養管理に関して、鳥取牧場での発情検知センサーの正確性に関する調査結果

を基に、発情アラート機能を活用した牛群管理の注意点について第 58 回肉用牛研究会において情報提供

を行った。 

分娩監視装置による乳用牛や肉用牛の飼養管理について取り組み、特に、鳥取牧場では、導入後に黒毛

和種の分娩事故頭数低減の効果があったこと、熊本牧場では、褐毛和種の初産や雄産子の分娩の場合、段

取り通報から駆付け通報までの時間が平均時間より短い傾向が見られたこと等について第 60 回肉用牛研

究会で発表した。また、鳥取牧場において、通知温度設定条件の違いによる誤報の割合や通知からの経過

時間と分娩難易のリスクなどについて第 61 回肉用牛研究会で発表を行うなど情報提供を行った。さらに、

鳥取牧場で分娩監視装置のデータを取りまとめた論文「腟内温度測定システムを用いた黒毛和種繁殖牛に

おける分娩予測と難産に寄与する要因の検討」が肉用牛研究会報に掲載された。 

一般に販売されている監視カメラの飼養管理への活用に関して、熊本牧場において、褐毛和種繁殖雌牛

の分娩監視や哺乳子牛などの監視に用いた取組を行い、畜産技術協会発行の「畜産技術」の他、肉用牛や

酪農関係の業界誌で、監視カメラの設置方法や監視画像の様子などの情報提供を行った。 

上記の飼養管理技術に関する情報提供を今中期期間で計 17回実施した。 

＜評定と根拠＞ 

① 搾乳ロボットへの新規導入牛の馴致に要した状況、搾乳ロボッ

ト導入農家での不適合牛の特徴、後継牛生産で注意しているポ

イントや飼養管理で取り組んでいる内容に関する情報提供 

 

② 個体別自動哺乳ロボットを用いた飼養管理から得られた結果よ

り判明した、作業時間の低減や発育状況、メンテナンスにおけ

る注意点等の具体的な事例に関する情報提供 

 

③ 発情検知センサーを用いた飼養管理から得られた結果より判明

した、発情アラート機能を活用した飼養管理の注意点に関する

情報提供 

 

④ 分娩監視装置を用いた飼養管理から得られた結果より判明し

た、通報の有無や誤報の頻度、未経産牛と経産牛、産子の性別

の違いによる通報の傾向や分娩事故頭数低減の効果、在胎日数

などに関する情報提供 

 

⑤ 分娩監視や哺乳子牛などの監視に市販防犯カメラを用いた事例

などに関する情報提供を行い、当該情報については、肉用牛や

酪農関係の業界誌からも原稿依頼があり広く情報提供 

など、毎年度情報提供を行い、これまで計 17 回実施した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（１）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （１）スマート畜産の実践 イ 繁殖雌豚におけるカメラ画像を活用した繁殖管理技術の実用化 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

        決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

〇豚については、民

間会社と連携し、

市販化に向けた

繁殖管理システ

ムの実証に取り

組んだ上、技術普

及に資するノウ

ハウの情報提供

に関する取組状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 繁殖雌豚におけ

るカメラ画像を活

用した繁殖管理技

術の実用化 

 

繁殖雌豚における

繁殖管理の省力化・効

率化を図るため、民間

会社と連携し、市販化

に向けたカメラ画像

を用いた繁殖管理シ

ステムの実証に取り

組むとともに、技術普

及に向けたノウハウ

の情報提供を行う。 

＜主要な業務実績＞ 

後継者不足、働き手不足といった養豚産業の問題を解決するため、省力化や効率化、熟練者の

代替をスマート技術で実現することを目的とし、豚舎に設置したカメラにより、発情を検知す

るシステムを民間企業と連携して開発した。また、これを発展させ、協力機関と連携して分娩

の自動検知システムの開発につなげた。構築したシステムを生産農場に導入し、現場での適用

においてシステムを農場経営へ結びつける技術的課題及び精度の向上が必要なことを明らかに

した。その上で、大学や県と協力し、機械学習を用いた母豚の行動解析により分娩予知精度の

向上が見込めることを明らかにした。さらに、市販の動体検知システムまたは物体認識システ

ムを用いることで初期導入コストの削減が見込まれた。 

これまでの成果は、日本養豚学会大会（一般講演、２件）、日本胚移植技術研究会大会（一般

講演、1件）、農業施設学会（シンポジウム講演）において発表を行った。さらに、YouTube（農

林水産省の YouTubeチャンネル「We Try！IoTデータを活用した養豚の繁殖モデル」）への動画

掲載、受精卵移植関連新技術全国会議（招待講演）、宮城県養豚・養鶏ＩＣＴ等技術導入研修会

（招待講演）、において発表し、協力機関とともに成果発表としてシンポジウム「スマート技術

でつなぐ 子豚の命と養豚の未来（JRA 畜産振興事業、スマート技術を活用した子豚損耗低減

化事業）」を開催した。さらに、専門雑誌「月刊養豚界臨時増刊号」（依頼執筆）及び「養豚の

友」（依頼執筆）への掲載による公表に加え、パンフレットを作成し、関係機関のホームページ

掲載及び養豚関係者に広く配布した。 

＜評定と根拠＞ 

① 当初の計画通り、カメラ画像を用いた繁殖管理システムを開発・実証し、技

術普及に向け情報発信した。 

 

② この中でさらに、市販の動体検知システムや物体認識システムを繁殖雌豚

管理に適用して安価に導入できることを示したことは大きな成果である。 

 

③ 本成果については、学会発表での情報発信だけでなく、養豚産業界で注目

の高さから YouTubeの動画掲載、招待講演、研修会、専門誌への執筆、シン

ポジウム、パンフレット作成・配布等幅広い媒体で発信し、広く情報提供を

図った。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産の普及 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

        決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産

の普及 

 

畜産ＧＡＰの取得に向けた取組を進

めるとともに、食品安全、環境保全、労

働安全、アニマルウェルフェア等のＳ

ＤＧｓに配慮した畜産物生産にも資す

るノウハウについて、必要に応じて調

査も行った上で、情報提供に取り組む

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産

の普及 

 

畜産ＧＡＰの取得に向けた取組を進

めるとともに、食品安全、環境保全、労

働安全、アニマルウェルフェア等のＳ

ＤＧｓに配慮した畜産物生産活動の推

進を図るため、次の取組を行う。 

＜主な評価指標＞ 

家畜及び家きんの生産

工程での畜産ＧＡＰの取

得に向けた取組に関する

取組状況 

食品安全、環境保全、労

働安全、アニマルウェル

フェア、新たな飼養管理

技術やＳＤＧｓを推進す

るための生産者や指導者

に向けた技術指導及び情

報提供に関する取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ア 畜産ＧＡＰの取得 

 

イ ＳＤＧｓに配慮した家畜改良の推進 

 

ウ 持続可能な畜産物生産活動に資する技術の実証 

         

エ 持続可能な畜産経営実現への支援 

         

（29頁～33頁） 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

中期計画を上回る成果が得られた。 

（詳細は、29頁～33頁） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（２）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産の普及 ア 畜産ＧＡＰの取得 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ＧＡＰ取得に向けた研

修会等の受講 
１回以上  

3.1回 

（37回） 

4.3回 

（51回） 

4.3回 

（52回） 

7.4回 

（89回） 

5.3回 

（64回） 

予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

＊ 達成目標数値は、本所を含めた 12牧場で除した平均回数。（括弧内は延べ回数） 経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

〇家畜及び家き

んの生産工程

での畜産ＧＡ

Ｐの取得に向

けた取組に関

する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 畜産ＧＡＰの取得 

 

第４期中期目標期間にお

いて畜産ＧＡＰを取得して

いる奥羽牧場（肉用牛）、岩

手牧場（乳用牛、生乳）及び

熊本牧場（肉用牛）について

は、引き続きＧＡＰの取得

を維持する。また、畜産ＧＡ

Ｐを取得していない豚及び

鶏の飼養牧場については、

それぞれ１牧場以上の取得

を図る。 

＜主要な業務実績＞ 

第４期中期目標期間において畜産ＧＡＰを取得している奥羽牧場（肉用牛）、岩手牧場（乳用牛、生乳）及び熊本牧場

（肉用牛）については、更新審査及び維持審査を受審し、ＧＡＰの認証を確保するとともに、第５期中期目標期間では

宮崎牧場と鳥取牧場（ともに肉用牛）で新規認証を取得した。 

畜産ＧＡＰを取得していなかった豚及び鶏の飼養牧場については、第５期中期目標期間において、豚では茨城牧場で

新規にＧＡＰ認証を取得、鶏では岡崎牧場（採卵鶏・鶏卵）、兵庫牧場（肉用鶏）で新規にＧＡＰ認証を取得した。これ

らのＧＡＰ認証は、維持、更新審査等により全て認証を継続確保した。 

 

農場ＨＡＣＣＰでは、新冠牧場（牛：乳用）と十勝牧場（牛：肉用）で新規に認証を取得し、取得済であった岩手牧

場では更新審査、維持審査を受審し、認証を確保した。 

そのほか、本所を含めた 12 牧支場において、畜産ＧＡＰ取得に向けた研修会等を、目標を大きく上回る１牧場当た

り年平均 4.9回受講するなど、人材の養成に取り組んだ。 

 

 

＜評定と根拠＞  

① 認証済３牧場について、維持審査又は更新審査の

受審により、認証を確保するとともに、第５中期

では新たに５牧場が初回審査を受審し、畜産ＧＡ

Ｐを取得していない豚及び鶏の飼養牧場でも認

証を取得し、全て認証を継続確保した。 

 

② 本所を含めた 12 牧支場において、畜産ＧＡＰ取

得に向けた研修会等を、目標を上回る１牧場当た

り年平均 4.9回受講するなど、人材の養成を図っ

た。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（２）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産の普及 イ ＳＤＧｓに配慮した家畜改良の推進 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

        決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ＳＤＧｓに配慮した

家畜改良の推進 

 

畜産における環境負荷

は家畜の排せつ物や消化

管内発酵等に由来するこ

とから、その軽減のため

の効率的な畜産物生産を

推進するため、飼料利用

性の遺伝的能力評価を開

始するためのデータ収集

を、センターにおいて管

理された飽食給餌が技術

的に可能な肉用牛及び豚

について行う。 

＜主要な業務実績＞ 

肉用牛の黒毛和種について、奥羽牧場において、飼料利用性に関して 460頭の肥育を終了し枝肉調査を実施する

とともに、飼料摂取量、体重等のデータを収集した。また、飼料利用性の遺伝的能力評価を開始するため、924 頭

の測定値及び 8,820 頭分の血統情報を用いて、遺伝的能力評価モデルを利用して遺伝率等の遺伝的パラメータの推

定を行い、加えて遺伝的能力評価を試行した。 

 

豚については、宮崎牧場において、飼料利用性の遺伝的能力評価を開始するため、329頭（令和３～７年度合計）

のデータを収集し、前中期期間までに収集したデータとの合計 491頭のデータを用いて、検討した遺伝的能力評価

モデルを利用して飼料利用性に関する遺伝率等の遺伝的パラメータの推定に活用した。 

 

乳用牛のホルスタイン種については、新冠牧場において、飼料利用性の遺伝的能力評価を開始するためのデータ

収集に用いる計量器付き飼槽を６台設置し、データ収集を開始した。新冠牧場に加え、北海道立総合研究機構から

の協力により提供されたデータについて、データベース構築のために異常値の分析等の確認作業を行った。また、

提供されたサンプルに対してＳＮＰ分析を依頼し、その結果について血縁矛盾等の確認作業を行った 

 

＜評定と根拠＞ 

 

中期計画どおり実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（２）－ウ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産の普及 ウ 持続可能な畜産物生産活動に資する技術の実証 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

        決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

        経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

        経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

        行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 持続可能な畜産物

生産活動に資する技

術の実証 

 

環境負荷低減にも資

する肥育期間の短縮を

図るため、出荷月齢 26

か月齢とする短期肥育

技術の実証を行うとと

もに、繁殖牛の肥育に

よる食肉資源の有効利

用に向けた肥育技術の

開発を行う。 

第４期中期目標期間

における取組を踏まえ

つつ、東京電力福島第

一原子力発電所事故に

より影響を受けた被災

地において、放射性セ

シウムの低吸収牧草に

よる簡易な栽培管理手

法を用いた生産の実証

を行う。 

＜主要な業務実績＞ 

黒毛和種去勢牛を用いて出荷月齢 26 か月齢とする短期肥育の実証を行うため、枝肉重量関連遺伝子型（CW2）を判定

した肥育牛の飼養を行い、肥育データの収集を行った。短期肥育において G アレル※を有する個体は枝肉重量が良好で

あった。遺伝子型では GT 型が枝肉重量及び BMS ナンバーがバランスよく確保でき短期肥育への適性があると考えられ

た。GG 型は枝肉重量が確保できるが、BMS ナンバー及び締まりときめにおいて GT 型に比べて劣る傾向にあった。GG 型

は 26 か月時点でも発育に余裕があり肥育を継続することでさらなる増体が期待でき、TT 型は日給与量を多くせずに長

い肥育に適している可能性が考えられた。これらを取りまとめ短期肥育適性に関する情報提供をホームページ上で行っ

た。 

繁殖雌牛の再肥育技術の開発のため、7 歳未満と 7 歳以上に区分した上で、再肥育期間を４、６及び８か月間の異な

る期間３区と、通常の肥育用配合飼料給与区と大豆かすを加えた高タンパク給与区(通常区よりもタンパクを乾物で２

割増給するよう大豆かすを添加給与した区)を設け、肥育期の飼養管理データの収集を行った。高タンパク給与区では、

肥育前期のタンパク質増給に伴った筋肉量増大の効果などを期待したものの、食い止まりが発生する状況となり、高タ

ンパク給与は適さないことが示唆された。また、再肥育期間３区について、通常の肥育用配合飼料を給与した再肥育を

行い、高齢の繁殖雌牛は６か月間までの再肥育期間が望ましいこと、若齢であっても 6か月より長い再肥育は収益性が

向上しないこと、放牧等の影響による蓄積したβカロテン由来の黄色味を帯びた牛脂肪色は再肥育期間を長くしてもな

かなか改善しないことも明らかとなったことから、これらについて取りまとめ肥育技術に関する情報提供をホームペー

ジ上で行った。 

※アレル：対立遺伝子。同じ遺伝子座を占める遺伝子が複数ある場合、その個々の遺伝子を指す。 

 

センターなどにおいて実施した放射性セシウムを吸収しにくいイネ科牧草の探索の結果、トールフェスクが土壌から

の放射性セシウムを吸収しにくい草種であった。トールフェスクは、中茎と子分げつで広がり密度を高め、高い永続性

を発揮する特徴があることから、長期的な利用が可能な草種である。しかし、Seedling Vigor（発芽後間もない稚苗期

における生育の強勢）が乏しいため、雑草との競合に弱いという欠点がある。特に震災以降、耕作活動が中断していた

地域では、土壌中に大量の雑草種子が存在し雑草との競合が大きな問題となるため、トールフェスクの欠点を補う栽培

方法が必要となる。 

このため、トールフェスクより永続性は劣るものの、オーチャードグラスより放射性セシウムを吸収しにくく、なお

かつ Seedling Vigor が高く雑草との競争に強い草種であるペレニアルライグラスやフェストロリウムを混播相手に用

いることによる簡易で効率的なトールフェスク草地更新手法の検討を行い、混播実証ほ場で植生分類別の乾物重量調査

を行った。調査の結果、トールフェスクにペレニアルライグラスを混播することで、広葉雑草を抑えられることが確認

でき、学会誌に論文を投稿した。 

＜評定と根拠＞ 

① 肥育期間の短縮について、出荷月齢 26 か月齢とする短期

肥育において、枝肉重量関連遺伝子型（CW2）を判定した

肥育牛 51 頭のデータ収集を行い、遺伝子型により肥育適

性が異なることを実証し、情報提供を行った。 

 

② 繁殖雌牛の再肥育技術について、高タンパク給与による増

体の効果が見られないこと、６か月程度が適度な期間であ

ること及び放牧等による牛脂肪色は再肥育期間を長くし

ても改善しないことを明らかにし、情報提供を行った。 

 

③ 放射性セシウムの低吸収牧草の簡易な栽培手法として、ト

ールフェスクにペレニアルライグラスを混播することで

広葉雑草を抑える効果を確認した。 

 

以上のとおり、中期計画どおり実施した。 
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なお、これまでに家畜改良センターなどにおいて実施した放射性セシウムを吸収しにくいイネ科牧草の探索結果につ

いては、日本草地学会誌に論文「イネ科牧草８草種の放射性セシウム及びカリウムの吸収性比較」が掲載されたほか「ト

ールフェスク栽培マニュアル」を作成し、関係機関に配布した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（２）－エ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （２）ＳＤＧｓに配慮した畜産物生産の普及 エ 持続可能な畜産経営実現への支援 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

農場管理、飼養管理技術・繁殖技術に関する講習会 予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

講習会の実施回数 （注１） ７回 ８回 12回 10回 11回 7回 決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

講習会の理解度 80％以上 99％ 91％ 94％ 92％ 94％ 96% 経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

農場管理、飼養管理技術・繁殖技術に関する情報提供 経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

情報提供の実施回数 （注２） － ２回 ２回 ２回 １回 4回 行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

家畜人工授精師免許（馬・めん羊・山羊）の取得等に係る講習会 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

講習会の実施回数 （注３） １回 ２回 ３回 ２回 ２回 １回 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

修了試験の合格率 80％以上 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ （注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に

関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 ＊１ （注１）・（注２）・（注３）あわせて 10回以上 

＊２ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

〇食品安全、環境保全、労働安全、アニマルウェルフェア、新たな飼養管理技術やＳＤ

Ｇｓを推進するための生産者や指導者に向けた技術指導及び情報提供に関する取組

状況 

〇家畜人工授精師免許（馬・めん羊・山羊）の取得に係る講習会の開催 

（第４中期目標期間の実績（講習会等の開催 10回/年、講習内容の理解度 93％）を踏ま

え、概ね年に 10 回以上の講習会等を開催し、講習内容について概ね 80％以上の理解

度を得る（講習会後のアンケート調査等により把握）） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 家畜人工授精師免許（馬・めん羊）の取得に係る講習会における講習内容の理解度

等については、第４中期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

 

 

エ 持続可能な畜産経営実現への支援 

 

家畜衛生や労働安全、アニマルウェルフェアなど多岐にわたる要素から生産工程管理

を行う畜産ＧＡＰの考え方を取り入れた農場管理やＳＤＧｓの推進に資する飼養管理

技術、家畜人工授精師免許（馬・めん羊・山羊）の取得等に係る講習会及び情報提供を

毎年度 10 回以上実施する。なお、講習会の開催に当たっては参加者の理解度向上のた

め、質疑応答や実技講習を十分に行えるよう準備する等により、理解度又は修了試験の

合格率が 80％以上となるよう取り組む。 

（次頁） 

 

（次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

畜産ＧＡＰ認証６牧場における畜産ＧＡＰの方法を取り入れた農場管理に関する講習会や、ＳＤＧｓの推進に資する飼養

管理技術や繁殖技術に関する講習会等について、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う対応が求められる中で Web での開

催に取り組みつつ、講習内容については、畜産ＧＡＰ認証農場である熊本牧場、岩手牧場、奥羽牧場、岡崎牧場での具体的

な取組などとすることで、畜産ＧＡＰについて理解しやすい内容となるよう努めた。 

飼養管理技術に関する講習については、代謝プロファイルテストやＩＣＴ機器などを活用した飼養管理及び放牧管理につ

いて牧場での取組事例やデータを用いた内容とし、対面や Web を併用した開催に取り組んだ。また、繁殖に関する講習とし

て、牛の超音波画像装置実技研修においては、参加人数を 10 名程度で行うことで技術の習得を行いやすいように努めたほ

か、経膣採卵技術研修会を開催した。 

更に、北海道農協共済組合連合会と共催で、馬の繁殖障害の診断・治療技術に関する馬臨床技術向上研修会を毎年度開催

した。 

結果、中期期間中計 48 回の講習会等を開催し、理解度は計画を上回る 93.4％であった。 

 

馬、めん羊・山羊を対象にした家畜人工授精に関する免許取得講習会は、センターが国内で定期的に開催する唯一の実施

機関であり、着実に毎年度１回以上開催し、受講希望者を受け入れた。講習会では、質疑応答の時間を十分にとり補完的な

説明や技術指導を精力的に行うことで講習内容の理解度向上に取り組み、令和３年度から７年度までの間、馬については 21

名（令和４年度:10名、令和５年度:11名）、めん羊・山羊については 36名（令和３年度:９名、令和４年度:８名、令和６年

度:10名、令和７年度:９名）の合計 57名の受講者全員が修了試験に合格した。 

 

講習会等を実施するとともに、生産者等に向けて、動画コンテンツとして自家製乳酸菌液の生成方法(新冠牧場)、飼料作

物の原種子生産(熊本牧場)、飼料用イネの種子生産（ボランティア、異型淘汰編）（熊本牧場）、近赤外分光法による脂肪酸

組成測定装置の紹介（本所）、超音波画像診断装置を用いたウシ胎子の雌雄判別方法（本所）、豚胚ガラス化手順（本所）、飼

料作物の原種子生産（収穫～精選）（熊本牧場）、ニワトリのオスとメスについて（兵庫牧場）、ラッピングマシーンの取扱い

について（宮崎牧場）、牧場への入場手順（岩手牧場）等を作成し、Youtube に掲載した。加えて、センターで開催する研修

会にて活用した。 

また、労働災害に関する情報提供等については、畜産関係労働災害事例集の利用許可、業界紙からの原稿依頼や掲載の他、

労働基準監督署及び農業関係団体からの要望に応じたセンターでの労働安全衛生に関する取組状況の視察の受け入れを通

じ、外部へ情報提供を行った。 

 

＜評定と根拠＞ 

① 乳用牛、肉用牛及び採卵鶏の畜産ＧＡＰ認証牧場におい

て畜産ＧＡＰの方法を取り入れた農場管理に関する講習

会を計６回実施した。また、飼養管理技術に関する講習に

ついては計 42 回開催した。講習会など合計 48 回の理解

度は計画を上回る 93.4％であった。 

 

② 家畜人工授精に関する免許取得講習会は、馬、めん羊・山

羊のいずれかについて毎年度 1回以上計画的に開催した。

これら畜種については、センターが国内で定期的に開催

する唯一の実施機関であり、実習が可能な人数を基準に

できる限り受講希望者を受け入れた。今中期期間中、馬に

ついては 21名、めん羊・山羊については 36 名の合計 57

名が受講したが、全ての年度において修了試験合格率

100％を達成した。 

 

③ 飼養管理技術等に関する動画コンテンツを 12本、業務紹

介に関する動画コンテンツを６本 YouTube に掲載し研

修会で活用するとともに、畜産現場での労働安全に関す

る情報提供について業界誌からの掲載依頼に対応した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－（３） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 飼養管理の改善等への取組 （３）家畜衛生管理の改善 

 

２．主要な経年データ 

 ②  主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

情報提供等 概ね 30回以上 18回 37回 33回 30回 44回 41回 
予算額（千円） 376,914 365,552 419,985 410,304 362,072 

決算額（千円） 396,156 386,751 418,796 418,766 423,877 

防疫演習への参加・協

力 
－ 

７回 

（23牧場） 

７回 

（18牧場） 

８回 

（13牧場） 

７回 

（14牧場） 

６回 

（６牧場） 

６回 

（５牧場） 

経常費用（千円） 386,485 376,576 371,178 425,338 414,150 

経常利益（千円） 40,294 -12,556 -14,267 16,176 3,360 

調査・研究への協力等 － ５回 12回 13回 10回 ６回 ９回 
行政コスト（千円） 404,649 394,675 405,944 442,781 426,821 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－２の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （３）家畜衛生管理の改善 

 

国内における家畜衛生管理の改善に寄

与するため、鳥獣害対策等も含め、家畜衛

生管理に資するノウハウについて情報提

供に取り組むこととする。 

また、都道府県等が行う防疫演習への参

加・協力、国や大学が行う家畜衛生管理に

関する調査研究への協力等については、積

極的に対応することとする。 

 

【指標】 

○家畜衛生管理の改善等に資するノウハ

ウの情報提供に関する取組状況 

〇家畜衛生管理に関する関係機関との連

携協力に関する取組状況 

（第４中期目標期間の実績（37 回/年）を

踏まえ、概ね年に 30 回以上の研修会や

ホームページ等を通じた情報提供） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 家畜衛生管理に関する関係機関との連

携協力に関する取組については、第４中

期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

（３）家畜衛生管理の

改善 

 

センターにおける野

生動物対策や防疫ゾー

ンの設定による衛生管

理区域における防疫対

策や農場ＨＡＣＣＰの

取組等、国内の家畜飼

養における衛生管理の

改善等に資するノウハ

ウ等について、講習会

の開催、講師の派遣、ホ

ームページ掲載による

情報提供等を毎年度概

ね 30回以上行う。 

また、国や都道府県

が行う防疫演習への参

加・協力、国や大学が行

う調査・研究への協力

等の依頼があった場

合、防疫面を考慮の上、

通常業務に支障のない

範囲で積極的に参加又

は協力する。 

＜主な評価指標＞ 

家畜衛生管理の改

善等に資するノウハ

ウの情報提供に関す

る取組状況 

家畜衛生管理に関

する関係機関との連

携協力に関する取組

状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 センターにおける野生動物対策や防疫ゾーンの設定による衛生管理区

域における防疫対策や農場ＨＡＣＣＰの取組等、国内の家畜飼養における

衛生管理の改善等に資するノウハウ等について、講習会の開催、講師の派

遣、ホームページ掲載、公益社団法人畜産技術協会からの依頼による農場

消毒強化技術実用化推進事業における技術実証試験等、情報提供等を毎年

度 30回以上行った。 

 最新の科学的知見や技術を有しつつ日頃から家畜を飼養管理している

生産現場でもあるというセンターの強みを生かし、より実用的な観点から

の衛生管理の実践・改善に関する情報の提供は、各所におけるＪＧＡＰ認

証取得、都道府県機関における農場衛生指導の充実、農家における畜舎消

毒方法の改善等の成果につながった。 

 また、国や都道府県が行う防疫演習への参加・協力については、防疫対

策会議や研修会等合計 34回参加した。 

国や大学が行う調査・研究への協力等については、合計 50 回の依頼に

協力した。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

家畜衛生管理の改善等に資するノウハウ等の情報

提供に関する取組について、達成目標概ね 30 回の

123％に当たる 37回（５年間の平均）の情報提供を行

い、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 456,514 588,708 1,175,034 1,187,042 461,695 

        決算額（千円） 465,526 544,131 437,488 1,157,138 536,376 

        経常費用（千円） 467,472 511,160 469,812 482,254 542,542 

        経常利益（千円） 34,076 -1,450 13,048 19,073 -7,488 

        行政コスト（千円） 473,148 516,356 488,270 494,437 599,192 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－３の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 飼料作物種苗の増殖・検査 

 

我が国の国土は南北に長く、寒地、温地、暖地の３つの気候

に区分されるが、地球温暖化により、各地の適応品種が変化し

ていることも踏まえ、それぞれの地域に適応した優良品種の

普及を進めていくことが重要である。 

これまでセンターでは、海外増殖に用いる高品質な原種子

を生産するため、飼料作物種苗の増殖に携わる職員に対し熟

練者によるＯＪＴにより、技能習得を図り、栽培管理技術や収

穫調製技術の向上・定着を図ってきたところである。 

今後とも、優良品種の早期普及を図るため、センターが持つ

厳格な栽培管理技術や高度な収穫調製技術を駆使し、飼料作

物種苗の増殖に取り組む。 

またセンターは、増殖利用する飼料作物種苗の品質に対す

る検査技術について、国際種子検査協会（以下「ＩＳＴＡ」と

いう。）から認定された世界中の検査所の中でもトップクラス

の評価を維持している。 

今後とも、厳正な検査の実施のため、センターが有する高度

な知識・技術水準を維持し、経済協力開発機構のＯＥＣＤ品種

証明制度等に基づく検査及び証明の適正な実施に取り組む。 

 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 

 

我が国の多様な気候に適した飼料作物の定着をさらに進

めるため、寒地型、温地型及び暖地型の品種について、十勝

牧場、茨城牧場長野支場及び熊本牧場においてこれまでに培

った飼料作物種苗の生産・供給に関する厳格な栽培管理技術

や高度な収穫調製技術、検査技術を最大限活用するととも

に、豊富な種苗生産ほ場を用いて、次の取組を行う。 

＜評価指標＞ 

小項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）飼料作物種苗の検査・供給  Ａ：４点 

 

（２）飼料作物の優良品種の普及支援 Ａ：４点 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：４点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 （１）飼料作物種苗の検査・供給 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 456,514 588,708 1,175,034 1,187,042 461,695 

        決算額（千円） 465,526 544,131 437,488 1,157,138 536,376 

        経常費用（千円） 467,472 511,160 469,812 482,254 542,542 

        経常利益（千円） 34,076 -1,450 13,048 19,073 -7,488 

        行政コスト（千円） 473,148 516,356 488,270 494,437 599,192 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－３の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）飼料作物種苗の検査・供給 

 

我が国の多様な気候に適した国

内育成優良品種が安定的に供給さ

れるよう、ＩＳＴＡ認定検査所とし

て高い技術水準を維持しつつ、ＯＥ

ＣＤ品種証明制度に基づく要件に

適合した飼料作物種苗の増殖に取

り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）飼料作物種苗の検査・供給 

 

我が国の多様な気候に適応した飼料

作物優良品種の飼料作物の種苗が国内

に安定的に供給されるよう、国際種子

検査協会（以下「ＩＳＴＡ」という。）

認定検査所として高い技術水準を確保

しつつ、高度な知識・技術を活用し、以

下の取組を行う。 

＜主な評価指標＞ 

ＩＳＴＡ認定検査所と

しての認定ステータスを

引き続き維持することに

関する取組状況 

国内育成優良品種の原

種子の増殖･在庫の確保

に関する取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ア ＩＳＴＡ認定検査所としての技術水準の確保 

 

イ 飼料作物種苗の適正な在庫の確保 

 

ウ 委託に応じた適切な種苗の増殖 

 

（38頁～41頁） 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

中期計画を上回る成果が得られた。 

（詳細は、38頁～41頁） 

 

 

 

４．その他参考情報 

 

 

 



 

38 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３－（１）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 （１）飼料作物種苗の検査・供給 ア ＩＳＴＡ認定検査所としての技術水準の確保 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ＯＥＣＤ品種証明制度に基づく検査 予算額（千円） 456,514 588,708 1,175,034 1,187,042 461,695 

ほ場検定 － 45件 59件 57件 54件 49件 53件 決算額（千円） 465,526 544,131 437,488 1,157,138 536,376 

種子検定 － 55件 64件 55件 60件 61件 69件 経常費用（千円） 467,472 511,160 469,812 482,254 542,542 

事後検定 － 37件 40件 31件 32件 26件 35件 経常利益（千円） 34,076 -1,450 13,048 19,073 -7,488 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 行政コスト（千円） 473,148 516,356 488,270 494,437 599,192 

ISTA技能試験 

(総合評価) 
B 以上 

 A(3),B(1) A(4),B(1) A(4),B(1) A(4),B(1) A(4),B(1) 従事人員数（人） 
963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－３の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○ＩＳＴＡ認定検査所としての認定ステータスを引

き続き維持することに関する取組状況 

（第４中期目標期間の実績（ＩＳＴＡの技能試験にお

いてＡ判定）を踏まえ、Ｂ判定（４段階中上位２番

目に該当）以上の総合評価の獲得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ＩＳＴＡ認定検査所としての技術水準の確保 

 

種苗の検査に係る内部監査等の品質管理活動を実施するなどにより、ＩＳＴＡ技能試験の総

合評価において良技能（Good performance：Ｂ）以上の評価を得て、本中期目標期間を通じて

ＩＳＴＡ検査所としての認定ステータスを確保する。 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） 

 

＜主要な業務実績＞ 

センター長野支場はＩＳＴＡ（世界 83カ国の検査機関が参加）の「国際種子分析証明書」の発行権限

を有し、飼料作物種子に特化した幅広い検査項目を実施する国内唯一の機関として、高度な技術の維持

を目的に内部監査等の品質管理活動に取り組んでいる。 

ＩＳＴＡが毎年実施する技能試験では、今期中にメドウフェスク、トウモロコシ、アルファルファや

ペレニアルライグラス等の飼料作物を中心に受験し、個別評価（６区分：純度、異種子、発芽、水分、千

粒重及びテトラゾリウム＊１）から判定される総合評価として、「優良技能」（Excellent performance：Ａ）

が４区分、「良技能」（Good performance：Ｂ）が 1区分となり、目標とした技術水準「良技能：Ｂ判定」

を大きく上回る結果＊2 となった。また、３年毎にＩＳＴＡによって課される査察（令和５年度実施）で

は「本質的な不適合として是正する点」は「無」と、極めて高い評価により認定ステータスを維持した。

これらの結果は、ＯＪＴによる検査職員の高位平準化に継続的に取り組んだ成果である。 

 

更に、ＩＳＴＡが定める国際規程に基づく高度な種子検査の技術を普及するため、民間企業の種苗検

査担当者等を対象としたＩＳＴＡ国際規程に基づく種子の発芽検査に係る技術講習会を毎年開催し、参

加者へのアンケート結果では毎回高い理解度、満足度の評価を得る等、種苗検査担当者の能力向上を通

じて国内民間業務における飼料作物の種苗種子及び自給飼料の増産に貢献した。 

 

また、ＯＥＣＤ種子品種証明制度等に基づき海外増殖用等に供される飼料作物種苗について、国内最

多の品種を扱うＩＳＴＡ認定検査所として検査を的確に行い、ＯＥＣＤ種子品種証明制度の要件である

ほ場検定、種子検定及び事後検定を遺漏なく実施し、合格したものについて証明書を発行した。 

 

＊１：種子の発芽能力の有無に係る検査。 

＊２：千粒重の区分については、受験期数が規定された回数（６回）に満たないため総合評価無し。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

① ＩＳＴＡ技能試験の総合評価にて、５区分中４区分で計

画技術水準である「良技能（Ｂ判定）」より更に優れる「優

良技能（Ａ判定）」を獲得した。 

 

② ＩＳＴＡによる査察（令和５年度実施）では「本質的な不

適合として是正する点」は「無」と、極めて高い評価によ

り認定ステータスを維持した。  

 

③ 品質管理活動として、民間企業からの要望に応え、民間企

業の種苗検査担当者を対象とした IＳＴＡ国際規程に基

づく検査手法の技術指導を行い、アンケート結果では高

い理解度及び満足度の評価を得て、国内民間業務におけ

る飼料作物の種苗種子及び自給飼料の増産に貢献した。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３－（１）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 （１）飼料作物種苗の検査・供給 イ 飼料作物種苗の適正な在庫の確保 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ＯＥＣＤ種子品種証明制度の要件に合致した種苗 予算額（千円） 456,514 588,708 1,175,034 1,187,042 461,695 

生産量 － 3,818kg 10,591kg 3,327kg 5,745kg 12,405kg 4,000kg 決算額（千円） 465,526 544,131 437,488 1,157,138 536,376 

供給量 － 6,660kg  5,395kg 6,262kg 7,398kg 2,252kg 2,100kg 経常費用（千円） 467,472 511,160 469,812 482,254 542,542 

在庫量 22.5ｔ～37.5ｔ 49ｔ 35ｔ 29ｔ 26ｔ 30ｔ 29t 経常利益（千円） 34,076 -1,450 13,048 19,073 -7,488 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 行政コスト（千円） 473,148 516,356 488,270 494,437 599,192 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－３の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

〇国内育成優良品種の原

種子の増殖･在庫の確

保に関する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 飼料作物種苗の適正

な在庫の確保 

 

毎年度、関係団体等と

の意見・情報交換を踏ま

え、当該年度に供給すべ

き飼料作物の種苗の量を

予測し、その補填に必要

十分な量の種苗が生産さ

れるような作付計画を策

定・実施することにより、

毎年度末の時点で、ＯＥ

ＣＤ種子品種証明制度の

要件に合致した種苗の在

庫を、30トン±25％の範

囲で適正に確保する。 

＜主要な業務実績＞ 

生産者、行政、公設農業試験機関、民間種苗会社や（一社）日本草地畜産種子協会との意見・情報交換を通じ、生産者が求める

草種・品種の種苗需要量の予測を行い、品種の特性に合わせて３牧場・支場の生産計画を策定し、同生産計画に基づく生産を行っ

た。 

 

なお、生産計画の策定にあたっては、過去の需給動向と将来的な見通しに基づく生産対象品目の重点化を図り、普及が期待され

る新品種を追加するとともに、利用の低下がみられる従来品種の削減による業務の効率化を図った。 

具体的には、近年散発している夏季の異常高温への適合が期待される新品種としてイタリアンライグラス「Kyushu 1」やフェス

トロリウム「なつひかり」、タンパクの栄養価が高いアカクローバ「リョクユウ」、子実用としての利用も可能なトウモロコシ「ト

レイヤ」について新たに生産対象品目とし、一方で新品種への置き換えが進む旧来品種のイタリアンライグラス「さちあおば」、

「ハルユタカ」やトウモロコシ「タカネフドウ」等について生産対象品目から除外した。 

 

また、上記に加えて「イノベーション創出強化研究推進事業」、「国内飼料生産力強化のための飼料作物品種の開発」及び「みど

りの食料システム戦略実現技術開発・実証事業」等に共同研究機関として参画し、原原種子等の生産を行った。 

 

種子の在庫に関しては、将来的な供給見込みに加えて生産者への優良品種普及を目的とした実証展示に供する量を考慮して適正

化を図った結果、期末在庫を予定数量（30トン）の±25％範囲内に維持した。 

 

＜評定と根拠＞ 

   

中期計画どおり実施した。 

 

  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３－（１）－ウ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 （１）飼料作物種苗の検査・供給 ウ 委託に応じた適切な種苗の増殖 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

民間事業者から委託を受けて行う飼料作物の種苗の増殖 予算額（千円） 456,514 588,708 1,175,034 1,187,042 461,695 

件 数 －  14件 15件 16件 14件 19件 決算額（千円） 465,526 544,131 437,488 1,157,138 536,376 

品種数 －  18品種 18品種 20品種 16品種 22品種 経常費用（千円） 467,472 511,160 469,812 482,254 542,542 

生産数量 －  49,415kg 26,849kg 34,535kg 20,654kg 25,916kg 経常利益（千円） 34,076 -1,450 13,048 19,073 -7,488 

生産見込み数量割合 －  150% 163% 141% 117% 160% 行政コスト（千円） 473,148 516,356 488,270 494,437 599,192 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－３の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 委託に応じた適切

な種苗の増殖 

 

毎年度、民間事業者

から委託を受けて行う

飼料作物の種苗の増殖

については、高度な知

識・技術を活用して、委

託を受けた生産見込み

数量以上かつ、夾雑物

等の混合がほぼないな

どのＯＥＣＤ種子品種

証明制度の要件に合致

した種苗を生産し、委

託元に供給する。 

＜主要な業務実績＞ 

民間種苗会社からの受託採種業務については、３牧場・支場における公的育成優良品種の生産計画を優先しつつ、最大

限可能な対応として毎年 15 件前後の契約に基づきＯＥＣＤ種子品種証明制度等の要件に合致した高品質の種子を期限内

に生産し、対計画比 146％（令和３～７年の平均値）の成果物を委託元に供給した。 

 

受託採種業務のうち、特に需要が増加傾向にある飼料用イネに関しては、反芻動物の消化が不良な籾部が著しく小さく

（＝採種性が低く）かつ強い休眠性から国内の民間企業・生産者による種子生産が困難な「極短穂系茎葉利用型品種」を

含めて安定的に原種子の生産を行い、国内生産者による飼料用イネの生産、普及に大きく貢献した。 

 

これら受託契約に基づく生産種子の殆どは保証種子（販売用種子）を生産するための原種子又は原種子を生産するため

の原原種子であり、国内の気候風土に適しかつ耐病性や耐倒伏性といった特性を備えた優良品種として、海外における保

証種子（販売用種子）の増殖を経て、国内生産者に販売される。計画量を超える生産により、委託元としては、二次増殖

での生産拡大が可能となることや、翌年度改めて増殖する必要がなくなるなどのメリットがあり、最終的には生産者が国

内で購入する種子のコスト低減に資することが見込まれる。 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

① 飼料としての利用価値（生産性や栄養価）が改良された

ものの、その反面、採種が困難な草・品種を含め、３牧

場・支場の分担により計画どおり高品質の種子生産に必

要な面積を確保し、適切な管理を行ったことにより、対

計画比 146％（令和３～７年の平均値）と年度計画を上

回る供給を行った。特に飼料用イネに関しては、種子生

産が極めて困難な品種の需要に対応し、優良品種の普及

に貢献した。 

 

② このことにより委託元としては、二次増殖での生産拡大

が可能となることや、翌年度改めて増殖する必要がなく

なるなどのメリットがあり、最終的には流通種子のコス

ト低減に資することが見込まれる。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 飼料作物種苗の増殖・検査 （２）飼料作物の優良品種の普及支援 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

草地管理技術や飼料生産技

術等に関する情報提供等 
概ね２回 ８回 ７回 ９回 11回 13回 ６回 

予算額（千円） 456,514 588,708 1,175,034 1,187,042 461,695 

決算額（千円） 465,526 544,131 437,488 1,157,138 536,376 

実証展示ほの設置及び

設置協力 
20か所程度 60か所 43か所 44か所 39か所 38か所 31カ所 

経常費用（千円） 467,472 511,160 469,812 482,254 542,542 

経常利益（千円） 34,076 -1,450 13,048 19,073 -7,488 

優良品種に係るデータ

提供 

概ね 

700品種以上 
688品種 758品種 709品種 666品種 650品種 600品種 

行政コスト（千円） 473,148 516,356 488,270 494,437 599,192 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

自家生産しない稲わらやヘイキュ

ーブ等を除いた粗飼料自給率 

通常業務に伴う需要

(100％)を上回る生産 
（注） 131％ 114％ 119％ 125％ 120％ 

（うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

 

＊１ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

＊２ 粗飼料自給率については、本中期目標期間から設定した達成目標であるため、前中期目標期間最終年度の実績値はない（注）。 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－３の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）飼料作物の優良品種の普及支援 

 

国内育成優良品種の早期普及に向け、実証展示ほの設置や栽培管理に

関するノウハウの情報発信を行うとともに、地域適応性等に関する検定

試験を実施し、国内育成優良品種に係るデータ提供に取り組むこととす

る。 

また、センターで行う優良品種を活用した粗飼料生産については、７

の（２）の災害等からの復興の支援に対応するため、センターの通常業

務に伴う需要を上回る生産に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○国内育成優良品種を活用した効率的な粗飼料生産技術の実証展示に関

する取組状況 

〇自家生産しない稲わらやヘイキューブ等を除いた粗飼料自給率 

○国内育成優良品種に係るデータ提供に関する取組状況 

（第４中期目標期間の実績（年 750 品種）を踏まえ、概ね年 700 品種以

上の国内育成優良品種に係るデータを提供） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 国内育成優良品種に係るデータ提供に関する取組については、第４

中期目標期間の実績に基づき設定した。 

 

（２）飼料作物の優良品種の普及支援 

 

地域に適した飼料作物優良品種の育成・普及を図るため、関係

機関等と連携しつつ、草地管理技術や飼料生産技術等に関する講

習会の開催、講師の派遣、ホームページ掲載による情報提供等を

毎年度概ね２回行うとともに、20 か所程度の実証展示ほの設置

及び設置への協力を行う。 

また、精密データの測定手法等の高度な技術や豊富な種苗生産

基盤を活用し、地域適応性等に関する検定試験を実施するととも

に、優良品種に係るデータベースを毎年度更新して、概ね 700品

種以上のデータを都道府県等に提供する。 

さらに、センターで行う粗飼料生産については、優良品種を用

い、肥培管理等を適切に行うこと等により、自給飼料に立脚した

土地利用型畜産に適応した優良種畜の改良業務を支えるととも

に、災害等からの復興の支援に対応するため、センターの通常業

務に伴う需要を上回る生産に取り組む。 

＜主な評価指標＞ 

国内育成優良品種を活用した効率的な

粗飼料生産技術の実証展示に関する取組

状況 

自家生産しない稲わらやヘイキューブ

等を除いた粗飼料自給率 

 

 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （前頁） ＜主要な業務実績＞ 

地域に適した飼料作物優良品種の普及を図るため、生産者、都道府県、農業団体等の担当者

を対象とした草地管理技術、飼料生産技術及び飼料作物新品種に関する講習会を毎年 9.2回（令

和３～７年の平均値）実施するとともに、飼料分析に係る個別研修として県の農業試験場等か

ら担当者の受け入れを行った。 

 

講習会の具体例として、優良品種の普及に関しては夏枯れへの対応や温暖化対策として新た

に育成された品種に係る管理技術について講師による指導等、普及が進む飼料用イネについて

は複数品種の比較栽培による特性の紹介、スマート農業の普及に関してはドローンを用いた播

種技術や自動操舵システムの実証等に取組んだ。 

 

また、各牧場の内外に設置した実証展示ほは講習会開催に活用し、訪問者が直接生育状況を

確認できるよう展示・維持するとともに、生育状況をタイムラプスカメラで撮影し、ホームペ

ージにて生育過程の動画を公開する取組を行った。 

 

優良品種の実証展示については、各場における実証展示に加えて、普及を担う育成機関、都

道府県、市町村、農協等との協力により公共牧場等の 39か所（令和３～７年の平均値）の展示

ほを全国的に設置し、旧来品種との比較における新品種の優位性を関係者に広報するとともに、

センターのホームページにて関連情報の掲載を行い積極的な情報発信を行った。 

 

優良品種に係るデータ提供については、各都道府県が行う奨励品種の選定や自給飼料増産に

向けた生産振興の参考とするため、センターの各牧場・支場で実施した地域適応性検定試験の

他、都道府県等の試験場の協力を得て収量性や耐病性などの各種データを入手し、データの確

認、整理等を行ったうえで品種特性情報データベースを更新し提供を行った。 

 

センターで行う粗飼料生産については、北海道から九州にかけてそれぞれの気候風土に適し

た草種の中から国内育成優良品種を主体に作付けを行い、家畜改良センターの年間需要量を上

回る 122%（ＴＤＮベース/令和３～７年の平均値）の生産を行い、災害等における緊急の粗飼料

支援に対応した。 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 優良品種の実証展示について、計画を大きく上回る 39か所（令和３～

７年の平均値）の展示ほを全国的に設置し、旧来品種との比較における

新品種の優位性を関係者に広報するとともに、センターのホームペー

ジにて関連情報の掲載を行い積極的な情報発信を行った。 

 

② センターが行う粗飼料生産に関しては、特に東北地域で夏季の異常高

温による生育不良（夏枯れと害虫発生）が３年連続（令和５年、６年、

７年）で発生する中、必要量が不足することがないよう、草地更新や収

穫後の追肥等の肥培管理により年間需要量を超える粗飼料を生産し、

年間を通じて災害等の緊急の粗飼料支援要請に十分対応が可能な粗飼

料を常に確保し、要請に対応した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ４ 調査・研究及び講習・指導 

 

国産畜産物の輸出促進を図るため、食肉の食味に

関する客観的評価手法の開発など行政課題の解決

や、有用形質関連遺伝子等を活用したセンター自ら

が取り組む家畜改良や飼養管理の効率的な推進に

向け、畜産技術の調査・研究に取り組むことが重要

である。 

これまでセンターでは、81 か国の外国人につい

て黒毛和種の牛肉に対する嗜好性調査を行うとと

もに、牛肉の食味や豚の産肉能力・繁殖能力に関す

る有用形質に係る遺伝子解析や、生産現場において

利用可能な豚の受精卵移植技術の開発等に、高い成

果が得られているところである。 

今後とも家畜改良増殖目標等の達成に向け、有用

形質に係る遺伝子等の解析や食肉の食味に関する

客観的評価手法の開発、豚熱等の侵入リスク低減に

も資する豚の受精卵移植技術の改善等に取り組む

とともに、これらセンターが取り組む調査・研究の

成果等のマネジメントの強化に取り組む。また、講

習・指導については、調査・研究の成果をはじめ、

センターが持つ技術を普及するため、国、都道府県、

関係団体及び農業従事者を対象とした飼養管理や

飼料生産に関する技術研修会等の開催に取り組む。 

 

４ 調査・研究及び講習・指導 

 

育種改良に資する有用形質に係る遺伝子解析や

食肉の食味に関する客観的評価手法の開発、豚の受

精卵移植技術の改善等に取り組むとともに、これら

の調査・研究の成果をはじめ、センターが持つ技術

を普及させるため、次の取組を行う。 

＜評価指標＞ 

小項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）有用形質関連遺伝子等の解析  Ｓ：５点 

 

（２）食肉の食味に関する客観的 

評価手法の開発         Ｓ：５点 

 

（３）豚の受精卵移植技術の改善   Ａ：４点 

 

（４）知財マネジメントの強化    Ｂ：３点 

 

（５）講習・指導          Ｂ：３点 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：４点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （１）有用形質関連遺伝子等の解析 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）有用形質関連遺伝子等の解

析 

 

ＤＮＡ情報を活用した家畜の育

種改良を効率的に進めるため、セ

ンターが飼養する家畜を用いた有

用形質に係る遺伝子解析や、受精

卵段階でゲノミック評価を実施で

きる手法等の開発に取り組むこと

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）有用形質関連遺伝子等の解析 

 

ＤＮＡ情報を活用した家畜の育種

改良を効率的に進めるため、センター

が飼養する家畜を用いた次の取組を

行う。 

＜主な評価指標＞ 

乳用牛、肉用牛、豚及び鶏の有用形

質関連遺伝子等の解析に関する取組

状況 

受精卵段階でのゲノミック評価手

法等の技術の開発に関する取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ア 家畜・家きんの有用形質関連遺伝子等の解析 

 

イ 効率的な牛の育種改良に資する受精卵評価手法等の開発 

 

（46～50頁） 

＜評定と根拠＞ 

「Ｓ」 

 

中期計画を大きく上回る顕著な成果が得

られた。 

（詳細は、46頁～50頁） 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（１）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （１）有用形質関連遺伝子等の解析 ア 家畜・家きんの有用形質関連遺伝子等の解析 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○乳用牛、肉用牛、豚及び鶏の有用形質関連遺伝子等の解析に関す

る取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 家畜・家きんの有用形質関連遺伝子等の解析 

 

家畜・家きんの特色に応じ、以下の有用形質に着目して、遺伝子情報

との関連性を調査・解析する。これらの結果を踏まえて、センターが取

り組む家畜・家きんの改良への利用について検討する。 

・ 乳用牛：ホルスタイン種における疾病抵抗性 

・ 肉用牛：黒毛和種における牛肉の食味及び飼料利用性 

・ 豚：デュロック種における産肉能力、ランドレース種における繁殖

能力 

・ 鶏：ロードアイランドレッド種ＹＡ系統の雌雄鑑別のための羽性 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

乳用牛： 

長命連産性や在群能力等の形質は、ホルスタイン種の疾病抵抗性と強く関連する。これらの形質と有意に関連

する５個の遺伝子を確認した。このうち１個の遺伝子は、今中期になって実施した在群能力のゲノムワイド関連

解析＊１により特定した第６番染色体上の領域に存在した「ビタミン D結合タンパク質（以下、GC）」遺伝子であ

り、同遺伝子内に検出した新たな多型＊２が在群能力と有意に関連する事を明らかにした。この成果について、日

本畜産学会第 131回大会(令和５年９月)で発表し、広く畜産関係研究者ならびに技術者等への周知を図った。 

また、乳房炎罹患データを収集し、「乳房炎罹患の有無」との関連性を調べた結果、前出５遺伝子のうち２個

の遺伝子について有意な関連性を確認した。この２個のうち１個は、前出の GC 遺伝子であったことから、ホル

スタインの疾病抵抗性、長命連産性にはビタミン Dによる免疫系を中心としたメカニズムの存在が推察された。

この成果について令和 7 年度開催の日本畜産学会第 133 回大会(令和７年９月)において発表し、畜産関係研究

者・技術者等へ広く周知を図った。 

なお、育種改良の参考情報として利用出来るよう、家畜改良センターの牧場に遺伝子型の判定結果について情

報共有した。 

＊１） ゲノムワイド関連解析：ゲノム全体から特定の形質と関連のある遺伝子の位置を統計的に調べる解析手

法 

＊２） 多型：遺伝子を含む染色体上の同一カ所に見られる、個体間での塩基配列の差異。 

 

肉用牛： 

牛肉のやわらかさとの関連が報告されている遺伝子について 6 個の多型を検出し、そのうち１つの多型で肉

のやわらかさを示す３形質（”Tenderness＊３”, “Toughness＊３”, 及び”Brittleness＊３”）と関連すること

を確認した。また当該多型の効果はいずれの形質でも大きな効果を持つことが確認でき、牛肉の食味を改良する

ＤＮＡマーカーとしての利用可能性が示唆された。 

また、肥育期における飼料利用性については、予測メタン形質＊４との間に概ね望ましい相関があることを確

認した。 

さらに、ルーメン内細菌叢との関連性について、特定の肥育期（14～18か月齢）における飼料効率（増体重/

飼料摂取量）が、ルーメン内乳酸代謝関連細菌の分布量と関連性があることを見出したほか、同期間の余剰増体

重＊５とルーメン内細菌叢の多様性指数との間に関連性があることも明らかにした。このように、ルーメン内細

菌叢を用いた飼料利用性の遺伝的改良のための有益な知見が得られた。 

この成果について畜産技術 2022 年 1 月号誌上において、黒毛和種における飼料利用性の遺伝育種学的研究に

関する取り組みとして広く畜産関係者への周知を図ったほか、第 75 回欧州畜産学会(令和６年９月)において、

黒毛和種の肥育期間における飼料利用性の遺伝的パラメータと、予測メタン形質・枝肉成績との関連性について

発表し、和牛生産における飼料利用性向上へ向けたセンターの積極的な取り組みを世界の畜産研究者に紹介し

た。 

＊３） 牛肉のテンシプレッサー分析後に得られる測定項目であり、Tendernessは破断応力（やわらかさ）を、

Toughnessは総仕事量（噛みごたえ）を、Brittlenessは脆さをそれぞれ表す。 

＊４） 予測メタン形質：測定が困難なメタン産生量について、体重や乾物摂取量などから導いた予測値。牛が

飼料として摂取した有機物が第 1胃内のルーメン微生物により分解される過程で代謝性水素が発生し、

牛のエネルギー源となる揮発性脂肪酸（プロピオン酸）またはメタンを生成する２つの経路により処理

される。メタン生成経路にまわる水素が少なくなり、揮発性脂肪酸が多く作られれば、メタンガスの抑

制とともに飼料利用性の向上が期待できる。 

＊５） 余剰増体重：飼料利用性の指標のひとつ。実際の増体重から維持及び摂取に必要とする増体重を差し引

いたもので、値が大きいほど飼料利用性が高い。 

 

豚： 

デュロック種の産肉能力について、今中期中に収集した DNAと増体関連データとを用い、一日平均増体量との

関連が明らかにされている遺伝子の多型との関連性について調査した。また第１番染色体に検出された増体性

＜評定と根拠＞ 

乳用牛： 

ホルスタイン種の疾病抵抗性と強く関連する長命連産性、在群能力等の形質と

関連する５個の遺伝子を検出し、そのうち２個の遺伝子が乳房炎罹患の有無とも

関係している事を明らかにした。 

また、そのうち GC遺伝子型について、在群能力をはじめ多くの疾病抵抗性、長

命連産性等との強い関連性が確認され、ビタミン D による免疫系を中心とした疾

病抵抗性及び長命連産性に関与するメカニズムの存在が推察されたことから、ホ

ルスタイン種の疾病抵抗性、長命連産性の育種改良の利用可能性が示された。 

 

肉用牛： 

複数の食味形質と関連する遺伝子の多型を特定し、牛肉の食味を改良する DNA

マーカーとしての利用可能性を示唆できた。 

また、肥育期における飼料利用性については、予測メタン形質との間に概ね望

ましい相関があることを確認した。 

特に、ルーメン内細菌叢に着目して、その飼料利用性との関連性を見出し、飼

料利用性の遺伝的改良の実現へ向けた有益な知見を得た。この成果を用いること

により、ゲノム育種価の推定精度向上への貢献が期待される。 

 飼料利用性の取り組みにより得られた成果について、国内業界専門誌で紹介し

たほか、国際学会でも発表を行い、広く内外の研究者・技術者に対し和牛生産に

おける飼料利用性向上へ向けたセンターの積極的な取り組みをアピール出来た。 

 

豚： 

デュロック種の産肉能力について、増体と関連性の強い新たな遺伝子の多型を

検出し、一日平均増体量との有意な関連性を確認した。 

また、肉質に関してオレイン酸割合に関連する新たな遺伝子の多型を検出した

ほか、筋肉内脂肪含量に効果を示す多型については、他の経済形質に悪影響は及

ぼさず、選抜への利用が可能であることを確認した。 

さらに、大ヨークシャー種及びランドレース種についても、筋肉内脂肪含量に

効果を示す多型を調査したところ、ランドレース種で有意な関連性を確認し、肉

質の改良に利用出来る可能性が示唆された。 

ランドレース種の繁殖能力について、前中期から 10年かけて収集したサンプル

を用い、繁殖関連遺伝子の多型との関連性を調査した結果、継続的に有意性を維

持し続ける遺伝子の多型を確認した。他の経済形質への影響も検証し、選抜への

利用が可能であることを確認した。 

 

鶏： 

従来の方法と併せて羽性遺伝子型情報を利用して選抜を進めた結果、遅羽鶏へ

固定することが出来、さらに羽性遺伝子型は産卵性能等に負の影響を与えないこ

とも確認した。 

 得られた成果は日本家禽学会誌において公表したほか、その情報を基に県が独

自の系統における羽性の固定に取り組む事例も報告されており、技術の社会実装

も進める事が出来た。 

 

結果、乳用牛の疾病抵抗性及び長命連産性に関与するメカニズムの推察、肉用

牛の食味遺伝子と肉のやわらかさとの関連性や、余剰増体重とルーメン細菌叢の

多様性指数との関連性、豚のオレイン酸割合に関連する新たな遺伝子の検出など、
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関連領域に存在する候補遺伝子に新たな多型を検出し、同様に形質との関連性について調査した。その結果いず

れの多型においても一日平均増体量との有意な関連性が見られることを確認した。 

また、新たな肉質形質としてオレイン酸割合に着目し、新規候補遺伝子探索を進めた結果、２遺伝子で関連の

ある多型を検出した。これらの多型については遺伝子型頻度の偏りが大きく、現行集団での利用は難しいと考え

られることから今後の種豚の外部導入時の利用を検討することとした。 

筋肉内脂肪含量との関連を確認出来た 4個の多型について、増体性や体尺値等との関連性を調査したところ、

他の経済形質には悪い影響を及ぼさないことについて検証し、選抜への利用可能性を確認した。 

さらに、デュロック種で見出した筋肉内脂肪含量との関連を確認出来た４個の多型については、大ヨークシャ

ー種及びランドレース種においても同様に関連性を調査した結果、ランドレース種で有意な関連性を確認した。 

ランドレース種の繁殖能力について、前中期から今中期にかけて生産された 7世代の選抜豚で、繁殖関連遺伝

子の多型を調査し、継続的に有意性を維持し続ける 1個の遺伝子の多型は、増体性や体尺値等の経済形質に悪い

影響を及ぼさないことを検証し、選抜への利用可能性を確認した。 

なお、筋肉内脂肪含量の候補多型について、育種改良の参考情報として利用出来るよう、家畜改良センター牧

場に遺伝子型の判定結果について情報共有した。 

 

鶏： 

羽性＊５による雌雄鑑別を可能にするため、ロードアイランドレッド種 YA系統では、羽性を遅羽鶏に固定する

ことを目指し、目視による羽性の確認のほかに遺伝子情報を併用した選抜を行った。 

家畜改良センターが発見した羽性遺伝子型を利用し、後代採取鶏の雄/雌について遺伝子型を判定した。雄で

は、ヘテロ型の雄から生まれた後代（選抜候補鶏）について選抜前に羽性遺伝子型を判定し、また雌では遺伝子

型情報と、産卵形質への悪影響を考慮し採血を避けた個体については目視による羽性情報とを併用しながら、そ

れぞれ速羽性遺伝子保有鶏を選ばないよう選抜して行った。 

このように、従来の選抜手法と羽性遺伝子型情報を用いた方法を併せて選抜を進めた結果、令和 6 年鶏の YA

系統を全て遅羽性遺伝子型へ固定する事が出来た。また、一部の後代鶏（令和 7年鶏）について遺伝子型を判定

し、全て遅羽性遺伝子型に固定されていることを確認した。 

雌において経済形質への影響を調査した結果、遅羽性遺伝子群は速羽性遺伝子群よりも初産日齢が有意に 1.6

日早いという好ましい結果を得た。さらに、遅羽性遺伝子型に固定した令和７年鶏と速羽性と遅羽性が混在する

選抜開始時の令和２年鶏との間で産卵関連形質との関係を調べ、令和７年鶏は 35 週齢時卵質形質において、ほ

とんどの形質で望ましい方向に選抜されており、遅羽性遺伝子型が産卵性能等に負の影響を与えないことを確

認した。 

なお 2022年 10月に、関連する成果についてまとめた論文「ロードアイランドレッドにおいて遅羽性遺伝子と

連鎖する一塩基多型」が日本家禽学会誌に掲載され、家禽を扱う研究者や肉用鶏関係者に広く周知を図った。更

にこれを元に県独自の系統の羽性について、同一の手法により固定する取り組みを実施した（2023 年、日本家

禽学会誌(60)、J67-J73）。 

＊５） 羽性：ニワトリ初生雛の羽には、生え揃うのが速い速羽性と遅い遅羽性の表現型がある。その関連遺

伝子が性染色体上にあるため、簡易的な性鑑別に応用できる。 

次の研究展開へ向けた足掛かりとなる成果が得られたほか、鶏では本中期にて羽

性を固定する事が出来た。 

また、国内外の学会、学術誌、専門誌等で成果を公表し、畜産研究者・技術者

に対し広く成果の周知を図ったほか、鶏では公表した成果を基に県独自の系統の

羽性を固定する取り組みが行われ、技術の社会実装も進める事ができた。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（１）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （１）有用形質関連遺伝子等の解析 イ 効率的な牛の育種改良に資する受精卵評価手法等の開発 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○受精卵段階

でのゲノミ

ック評価手

法等の技術

の開発に関

する取組状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 効率的な牛

の育種改良に

資する受精卵

評価手法等の

開発 

 

世代間隔の更

なる短縮による

牛の育種改良の

加速化を図るた

め、受精卵段階

でのゲノミック

評価手法等の開

発を進める。 

＜主要な業務実績＞ 

牛の受精卵から採取した少数細胞のＤＮＡを増幅させてＳＮＰ解析する手法の検討において、少数細胞

からのＳＮＰ解析の精度と細胞採取後の体外受精卵の生産性を両立させるため、細胞採取時期や採取個数

について食肉処理場由来卵子も用いた予備試験の結果、高成績であった３区（２細胞の時期に分離して双方

を胚盤胞まで発育させた後に片方をＳＮＰ解析用とし、もう片方から子牛生産する２細胞期-胚盤胞区、８

細胞の時期から細胞１個または２個をＳＮＰ解析用に採取して残りの細胞を胚盤胞まで発育させた後に子

牛生産する８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区）を選択し、以下のとおり取り組んだ。  

 

・受精卵生産成績を高める方法の検討  

ＳＮＰ解析可能な細胞数と採取時期について、黒毛和種の経腟採卵（ＯＰＵ）由来の体外受精卵を用いて、

２細胞期-胚盤胞区、８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区の各区を比較した結果、受精卵生産成績は、

８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区が優れていることを明らかにした。  

 

・受精卵の細胞からＳＮＰ解析する方法の検討  

２細胞期-胚盤胞区、８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区のそれぞれからＤＮＡ抽出して全ゲノム増

幅し、ＳＮＰデータが得られることを確認した。各区で得られたＳＮＰデータから、枝肉６形質（枝肉重量、

ロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪厚、推定歩留、脂肪交雑）のゲノム育種価を算出することができた。さら

に、２細胞期-胚盤胞区が８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区よりもコールレートが高いこと、８細

胞期-２割球区が８細胞期-１割球区よりもコールレートが高いことを明らかにした。 

また、８細胞の時期においては、ＳＮＰ解析用として胚細胞（割球）を選別する際、高いコールレートを

有する割球サイズの基準（単一胚内における最大直径の割球）を示した。 

 ２細胞期-胚盤胞区、８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区のそれぞれから生産された子牛（それぞれ 

18 組、10 組及び６組）について、各区の細胞とそれぞれのペア子牛の毛根細胞におけるＳＮＰ数の一致率

及び枝肉６形質のゲノム育種価の相関を明らかにし、２細胞期-胚盤胞区が、８細胞期-１割球区及び８細胞

期-２割球区に比べて高いＳＮＰ数の一致率であり、ゲノム育種価６形質全てに非常に強い相関があること

を世界で初めて明らかにした。  

 

・受精卵移植による受胎性の検証  

ゲノム育種価の算出が終了するまでの期間に、子牛生産用受精卵を保存しておく必要があること、分離胚は

通常胚に比較して生存性が異なる可能性があることから、超低温保存における受精卵の保存液への浸漬時

＜評定と根拠＞ 

少数細胞である受精卵から細胞を分離したのち、ＳＮＰ解析用の細胞採取と

子牛生産用の胚盤胞への発育を両立するために、できるだけ多くの細胞数を受

精卵移植用に残して発育させる必要がある。そのため、８細胞期に採取した細胞

１個または２個（８細胞期-１割球区及び８細胞期-２割球区）及び２細胞期に分

離して発育させた胚盤胞（２細胞期-胚盤胞区）から全ゲノム増幅を経てＳＮＰ

解析を実現し、両区のコールレート*を示したこと、これらＳＮＰデータから黒

毛和種枝肉６形質のゲノム育種価の算出に成功し、細胞ごとの各算出値や正確

度を明らかにしたこと、さらに、胚生産率とゲノム育種価の精度を両立するため

には、どの形質を重視するかにより、２つの方法（２細胞期-胚盤胞区、８細胞

期-２割球区）が選択肢となりうることを初めて明らかにしたことは大きな成果

である。 

 

＜用語説明＞*コールレート 

一塩基多型（ＳＮＰ）判定で得られたＳＮＰの割合。数値が高いほどＳＮＰ解析

の精度（正確度）が高くなる。 

 

各区の細胞とそれぞれのペア細胞から子牛を多数生産（最終的に２細胞期-胚

盤胞区 18 組、８細胞期-１割球区 10 組及び８細胞期-２割球区６組）したこと

で、受精卵の細胞とペアとなる子牛の毛根細胞におけるＳＮＰ数一致率の高さ

及び枝肉６形質のゲノム育種価の相関の強さを初めて明らかにした。このこと

から、受精卵の段階で今後生産される子牛のゲノム育種価を予測可能とするこ

とを初めて実証できたことは世界初であるとともに極めて大きな成果である。 

また、８細胞期においてＳＮＰ解析用の細胞（割球）を選別する際の割球サイ

ズの基準を示したことは実用化に向けた有用な情報となる。 

 

ゲノム育種価の判明が終了するまで期間に、子牛生産用受精卵を保存してお

く必要があること、分離胚は通常の受精卵と比較して生存性が異なる可能性が

あることから、超低温保存における受精卵の保存液への浸漬時間及びその条件

下で受胎性及び子牛生産に問題ないこと、さらに成績の向上が必要であること
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間の範囲を検証し、40～60 秒が有効であることを確認した。さらに、この条件により超低温保存した受精

卵の移植試験を実施し、受胎性及び生産子牛を検証するとともに、その成績の向上が必要であることを明ら

かとした。 

 

・ＳＮＰデータを利用した受精卵における性判定法  

上記に加え、新たな取組として、ＳＮＰデータから特定のＳＮＰを用いることで、胚細胞を利用した性判定

法を確立した。 さらに、上述の胚細胞とペアとなる生産子牛の検証から、｢２細胞期-胚盤胞区｣と｢８細胞

期-２割球区｣においては、精度 100%で性判定可能なことを国内で初めて明らかにした。 

 

・若齢牛からの体外受精卵生産手法の検討 

体格の小さい黒毛和種若齢牛からのＯＰＵを可能とする、①専用ＯＰＵ探触子（プローブ）デバイス、②若

齢牛ＯＰＵ専用の保定枠場、③若齢牛への薬剤投与によるストレス軽減を考慮した卵胞発育処理法をそれ

ぞれ開発した。加えて、開発した若齢牛の気質評価法（ストレスを客観的に評価）を用い、これら３つのツ

ールが有用であることを検証した。上記３つのツールを用い、改良した卵胞発育処理の前後におけるＯＰＵ

の体外受精卵生産成績について、８、10、12、14 ヵ月齢時の経時的な検証により、卵胞発育処理法を用い

た 10 及び 12 ヵ月齢時の成績が良好であることを明らかにした。さらに、得られた体外受精卵を用いて

全きょうだい受精卵を多数組生産した。これらを用いて、若齢牛からの体外受精卵についても、ＳＮＰ解析

及びゲノム育種価推定が可能なことを明らかとした。  

 

・得られた成果は、日本繁殖生物学会（一般講演３件）、日本胚移植技術研究会（一般講演 7件）、国際 

胚技術学会（米国、査読付き一般講演２件）、また、受精卵移植関連新技術全国会議（招待講演２件）、日本

胚移植技術研究会セミナー（招待講演 1 件）、全国遺伝子育種推進会議（報告２件）において発表した。ま

た、国際動物繁殖学会（International Congress on Animal Reproduction：ICAR）の一般ポスター発表に

採択され（令和８年１月査読付講演要旨採択１件）、令和８年６月に発表予定である。そのほかの関連技術

の成果について、日本繁殖生物学会市民講座（招待講演、1件）、獣医学術九州地区学会・日本産業動物獣医

学会ランチョンセミナー（招待講演１件）、肉用牛繁殖技術シンポジウム（「畜産酪農生産力強化対策事業に

かかる肉用牛繁殖性向上検討会」（招待 WEB 講演１件）において講演、日本胚移植技術研究会（一般講演１

件）、動物生殖工学研究会（２件）において発表し、専門誌である Dairyman（１件）、臨床獣医（１件）に技

術解説を執筆し、掲載された。 

また、共同研究者として日本畜産学会（１件）において発表し、共著者として論文 Reproduction, Fertility 

and Development（１件）、Biochemical and Biophysical Research Communications（1件）、日本胚移植学

雑誌（２件）、分担執筆として専門誌である臨床獣医（１件）に掲載された。加えて、農業技術の研究開発

や普及として、農林水産省及び農林水産・食品産業技術振興協会が主催し、農林水産技術会議会長賞を授与

する「第 81回農業技術功労賞」を職員が授与された（令和７年度、１名）。 

 

を確認したことは実装する上で有用である。 

 

新たに計画に追加して取り組んだＳＮＰデータを利用した性判定法の確立

は、ゲノム育種価算出と同時に受精卵の性が予測可能とし、生まれてくる子牛の

性を、特別な操作なく把握でき、かつその精度も高いという画期的な成果であ

る。 

 

黒毛和種若齢牛からの経腟採卵手法の検討では、若齢牛専用ＯＰＵプローブ

デバイスの開発及び市販化、ＯＰＵ枠場の開発による発育に応じた保定、ストレ

ス軽減と効果のある卵胞発育処理法を開発した。これらを利用することで、特定

の月齢時で体外受精卵成績が向上することを明らかにしたことに加え、若齢時

期に生産した受精卵を用いてゲノム育種価の算出及び全きょうだい選抜が可能

となることを実証できたことは育種改良のスピードアップへの貢献として大き

な成果である。 

 

今中期期間において、２細胞期及び８細胞期における高い精度でゲノム育種

価の推定の可能性を示すことができた。これらの実現により、通常の後代検定よ

り約５～７年短縮、子牛段階でのゲノミック評価よりさらに約１年の短縮が可

能となる。加えて、多数の受精卵を生産しておけることから、受精卵段階で予備

選抜と欲しい性の選別ができ、生産候補牛の数を大幅に絞り込め、また、その期

間の飼養管理費を削減可能となる。このことは、世代間隔の更なる短縮による牛

の育種改良の加速化を図るうえで大きな成果である。 

 

得られた成果は、国際学会（査読付き一般講演３件、うち１件は予定）、国内

学会・研究会（招待講演１件、一般講演 10件）、受精卵移植関連新技術全国会議

（招待講演２件）、全国遺伝子育種推進会議（報告２件）、そのほかの関連技術の

成果は、国内学会（市民講座含む招待講演２件、一般講演３件）、肉用牛繁殖技

術シンポジウム（招待 WEB講演１件）にそれぞれ発表した。また、専門誌：Dairyman

（１件）、臨床獣医（１件）に技術解説を執筆し、共著として国際誌論文：

Reproduction, Fertility and Development （ １ 件 ）、 Biochemical and 

Biophysical Research Communications（１件）、国内誌論文：日本胚移植学雑誌

（２件）、分担執筆として専門誌である臨床獣医（１件）にそれぞれ掲載される

など、学会、全国会議、論文、専門誌への執筆等、幅広い公表に貢献した。加え

て、これまでの成果により、職員１名が農林水産技術会議会長賞である第 81回

農業技術功労賞を授与された。 

 

以上のとおり、中期計画を大きく上回る顕著な成果が得られた。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開

発 

 

不飽和脂肪酸等の食味に関連する成分等につ

いて調査に取り組むこととする。また、和牛肉の

輸出拡大に向け、海外産牛肉との肉質に関する

比較調査に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 

 

食肉の食味に関する客観的評価手法を開発す

るため、第４期中期目標期間における取組を踏ま

えつつ、新たなおいしさの指標の家畜・家きんの

改良等への利用や、和牛肉の輸出拡大に向けた海

外産牛肉との肉質を比較するため、次の取組を行

う。 

＜主な評価指標＞ 

食肉について、食味に影響を

及ぼすアミノ酸や脂肪酸等成

分とその影響力に関する調査・

解析に関する取組状況 

海外産牛肉と和牛肉との肉

質に関する比較に関する調査・

解析に関する取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ア 食肉における食味に影響を及ぼす成分とその

影響力に関する調査・解析 

    

イ 海外産牛肉と和牛肉との肉質比較に関する調

査・解析  

 

（52頁～56頁） 

＜評定と根拠＞ 

「Ｓ」 

 

中期計画を大きく上回る顕著な

成果が得られた。 

（詳細は、52頁～56頁） 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（２）－ア 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 ア 食肉における食味に影響を及ぼす成分とその影響力に関する調査・解析 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○食肉について、食味に影響を及ぼすアミノ酸や脂肪酸等成分とその影響力に関す

る調査・解析に関する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 食肉における食味に影響を及ぼす成分とその影響力に関する調査・解析 

 

センターが取り組む家畜・家きんの改良等に用いることができるよう、食肉の食

味に影響を及ぼすアミノ酸や脂肪酸等の成分について、理化学分析及び官能評価を

実施し、それらの成分の影響力を調査・解析する。 

（次頁） （次頁） 



 

53 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 牛肉においては、一価不飽和脂肪酸（オレイン酸等）に着目した改良が進められているが、食味

に影響を及ぼす水準については、明らかになっていない。このため、今後育種改良やブランド牛認

証を進める上でオレイン酸等の適度な水準の解明が必要となることから計画に即して以下の調査

研究を実施した。まず、粗脂肪含量×オレイン酸割合をオレイン酸指数＊１と定義し、この指数が

高いほど甘い香りが強くなる（相関係数：0.53）ことを示した。また、筋肉内粗脂肪含量を３つの

水準（30，40，50％台）に分けて理化学分析及び官能評価を実施し、粗脂肪含量の低い牛肉（30％

台）では、オレイン酸割合と甘い香りの相関が高く（相関係数：0.49）、粗脂肪含量が中程度（40％

台）では相関が弱くなり、粗脂肪含量が 50％台では無相関となることが示された。これは脂肪含

量水準により食味に影響を及ぼすオレイン酸水準が異なることを示しており、今後の育種改良に

おいて重要な新知見である。また、オレイン酸が高すぎることによる食味の低下は認められなかっ

た。本成果は原著論文として国際誌に公表した。 

 さらに、中期計画以上の試みとして、サシ形状の指標として粗脂肪含量相対値＊2をもとに考案し

た「コザシ偏差値」＊3を検討した。この数値は枝肉段階で光学評価法によって非破壊かつ迅速に算

出できる。偏差値 60以上でコザシ、40未満でアラザシと判定できることが示唆された。食味に大

きな影響を及ぼす筋肉内粗脂肪含量を揃えたロースにおいてコザシ区、中間区、アラザシ区の肉質

を比較したところ、官能評価のやわらかさと多汁性でコザシ区の方が有意に高いことが示された。

さらにコザシ偏差値と粗脂肪含量の間には有意な負の相関(r=-0.51)があるため、将来的にコザシ

偏差値で改良した場合、脂肪交雑評価値（BMSナンバー）に影響せず、アラザシを抑えてコザシと

なり、粗脂肪含量を抑制することが示唆された。また、サシ形状と分析型官能評価の結果を調査し

た報告例は知る限りなく、コザシで改良を進めた場合、脂肪交雑評価値を減らすことなく、粗脂肪

含量を減らし、なおかつ食味が向上する可能性が示されたことは、家畜改良増殖目標に沿った重要

な知見となると考えられる。本成果の一部については、７回講演（令和６年６月、９月、11月、令

和７年２月、７月（２回）、８月）し、広報に努めた。 

 加えて、畜産業界、流通業界、消費者からの関心が高い和牛肉のおいしさと食味性、肉質評価法

などに関連する成果を学会シンポジウム等での依頼講演３回（令和３年３月、令和５年 10 月、令

和６年９月）や畜産団体等からの依頼講演５回（令和３年３月、令和４年４月、令和６年８月、10

月、11 月、）、国際誌原著論文１編（令和５年１月）、学会依頼総説１編（令和３年１月）、で紹介

し、学会や業界誌の依頼解説記事 11編（令和３年 11月、令和４年３月、４月、８月、令和６年１

月、６月、８月、令和７年２月、４月、５月、６月）、本１冊（畜産技術協会発行、令和６年）、多

くのマスコミ取材 11 回（日本農業新聞３回連載ほか、食肉速報３回連載ほか、食肉通信、南日本

新聞、宮崎日日新聞等）にも対応した。また成果の一部は優秀畜産技術者賞（令和６年）の対象と

なった。 

 

 豚肉においては、筋肉内粗脂肪含量が食味に及ぼす影響について検討した結果、海外産豚肉（１

～２％程度）との差別化には３％では十分であるとは言えず、５％（霜降り豚肉相当）以上であれ

ば確実な差別化が図れることが官能評価の結果により示された（原著論文、令和３年）。 

食味に影響を及ぼす成分として、筋肉内粗脂肪含量に次いで脂肪酸組成があることを論文発表し

た（原著論文、令和６年）。脂肪酸組成をもとに計算した家畜改良センターオリジナルの「M/P比」
＊4 が食味性に及ぼす影響について調査した結果、M/P 比が高い豚肉は「甘い香り」（正の効果）が

強まる一方、「オフフレーバー」＊5（負の効果）が弱まることを示した。さらに、食肉市場の格付

オプションとして実用化されている（日本食肉格付協会が年間１.8万頭以上実施）、枝肉段階で非

破壊的に測定される光学推定値から計算した M/P比でも、「オフフレーバー」と有意な負の相関、

「総合評価」*6と有意な正の相関があることがわかった。加えて、食味性の目安として、皮下脂肪

における PUFAは 14%以上、胸最長筋における M/P比は 10未満だと低品質となることを示した。今

後、これらデータから豚肉の食味性（特に脂肪質の風味）の判断基準の一つとして活用される見込

みである。 

＜評定と根拠＞  

① 牛肉の食味に影響を及ぼす一価不飽和脂肪酸（オレイン酸等）について、オレイ

ン酸指数という新たな指標を導入することによって、風味に影響する脂肪の量

と質を１つの指標として評価することが可能となり、今後の育種改良や銘柄牛

のブランド化において重要な基礎的知見となる。また、筋肉内粗脂肪含量を 3つ

の水準（30，40，50％台）に分けて調査を実施した結果、低い粗脂肪含量(30%台）

の牛肉ほどオレイン酸と風味の相関が高くなることが示された。以上の結果に

ついては論文として公表し、その広報活動を行い順調であった。中期計画に基づ

くオレイン酸と風味の関係について、前倒しでまとめることができたため、今後

の改良形質候補となり得るサシ形状の指標化について新たに取り組んだ。同じ

脂肪交雑ナンバーであっても、粗脂肪含量にバラつきがあり、サシが細かいコザ

シは筋肉内粗脂肪含量を抑制できる。提案したコザシ偏差値によりコザシやア

ラザシの指標となることが示され、さらにコザシを増やすことで食味が向上す

る可能性が示された。本数値は枝肉段階で迅速に得ることができるものであり、

今後の育種改良において重要な知見となる可能性がある。 

以上より、コザシ化による粗脂肪含量の低減と、オレイン酸による風味の向上を

両立させることで、より良い食味の黒毛和牛生産につながる可能性があり、重要

な成果である。加えて業界や消費者から関心が高い和牛肉のおいしさと食味性、

肉質評価に関連する知見をとりまとめ、招待講演、総説、原著論文、解説記事と

して多数公表し、高い関心を集めた。さらに多くのマスコミ取材にも対応した。 

 

② 豚肉においては、計画に即して、食味に関係し、海外産豚肉との差別化を図るこ

とができるロース筋肉内粗脂肪含量の水準を示すことができた。すでに家畜改

良センターと日本食肉格付協会とで共同で制作した豚肉脂肪交雑基準（PMS）は

社会実装されており、PMSナンバー5が筋肉内粗脂肪含量５％に相当することか

ら、生産農家にフィードバックできる重要な成果であると言える。また、計画に

即してオリジナルに考案した脂肪酸の M/P 比が高いと食味性に正の効果、低い

と負の効果があることを示した。日本食肉格付協会は、年間 18,000頭以上豚肉

の脂肪質を光学的に測定しており、この基準として利用される予定である。な

お、光学評価も家畜改良センターが開発、普及に貢献したものである。今後、こ

れら M/P比等の脂肪質基準は、生産者による飼養管理の改善指標として、また育

種改良の指標として肉質向上を実現できる成果として期待できる。加えて、飼料

による霜降り豚肉の効率的な生産技術や、枝肉からの霜降り度の評価技術につ

いて実践的な成果を得て、その成果発表と普及に努め、多数の依頼の講演・記事

があったように業界からも注目されている。 

 

③ 鶏肉においては、計画に即して「歯ごたえ」の指標として、せん断力価が幅広い

鶏種で有効であることが示され、「歯ごたえ」があると感知される水準を明らか

にした。それに加えて、「歯ごたえ」のうち、「かたすぎる」及び「やわらかすぎ

る」と感知されるせん断力価の水準を初めて示した。これらの理化学特性の水準

を利用して、センターが保有する種鶏の食味性にも着目した育種改良や種鶏の

提供につながることが期待される。なお、本成果の一部は学会で受賞し、さらに

論文としてとりまとめ、投稿した。 

 

④ 以上の成果については、総説１編、英語論文７報、原著論文２報、学会発表 11

題、学会依頼講演３回、団体等の依頼講演 18回、業界誌解説記事 20編、ガイド

ライン等の本４冊に公表し、マスコミ取材 19回にも応じた。なお、英語論文の
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 加えて、複数の共同研究を行い、飼料による霜降り豚肉の効率的な生産技術や、枝肉からの霜降

り度の評価技術について実践的な成果を得た。さらに成果の公表を積極的に行い、豚肉に関して学

会口頭発表２題（令和６年６月、令和７年６月）、上記の原著論文２報以外に、国際誌英語論文３

報（うち２誌はインパクトファクター4以上）、依頼講演 10回（令和３年８月、令和４年２月、３

月、４月、令和５年５月、令和６年８月、９月、11月、令和７年１月、２月）、専門誌の解説記事

12編（令和３年 10月、令和４年５月、６月、７月、８月、９月、令和５年２月、３月、８月、令

和６年２月、３月、５月、令和７年７月）、高品質化のための飼料関係ガイドライン（令和５年２

月、令和８年３月、いずれも共著）や本（畜産技術協会発行、令和６年）各１冊を公表し、新聞記

事に８回掲載された（毎日新聞、日本農業新聞、畜産日報、食肉速報２回、食肉通信３回）。また

成果の一部は優秀畜産技術賞（令和５年）の対象となった（上記の受賞対象者とは別）。 

 

 鶏肉においては、高い食味性を評価されている「たつの」はブロイラーと比較して「歯ごたえ」

と「多汁性」の両方が強いという特徴的な官能特性を有していることを明らかにした。複数の地鶏

及びブロイラーを用いて調査した結果、「歯ごたえ」の指標として、せん断力価＊7の水準が有効で、

官能評価で「歯ごたえ」があると感知されるせん断力価の水準は 2.2kgf以上であることを示した。 

さらに、「かたすぎる」及び「やわらかすぎる」と感知されるせん断力価の水準がそれぞれ 3.6kgf

と 1.2kgfである可能性を示した。また、多汁性の指標としては「加熱損失」が有効であること、

さらに鶏皮の「甘い香り」の指標としては「オレイン酸指数」が有効であることを示した。 

 鶏肉の結果については、英語論文１報、学会発表３題、依頼講演２回を行った。うち、東北畜産

学会で発表した成果は、優秀発表賞を受賞した。 

 

＊１）オレイン酸指数：粗脂肪含量×オレイン酸割合（％）である。オレイン酸は香気成分の基質

となるため、香りの官能評価値とはオレイン酸割合よりも、「量」の指標であるオレイン酸指数が

重要となる。家畜改良センターが考案。 

＊２）粗脂肪含量相対値：BMSナンバーごとの粗脂肪含量（光学推定値）の平均からの乖離度。粗

脂肪含量相対値(RFV)＝（粗脂肪含量-当該牛と同じ BMS ナンバーの集団における粗脂肪含量の平

均値）/当該牛と同じ BMSナンバーの集団における粗脂肪含量の標準偏差で、家畜改良センター等

が発展させた光学推定値を基に全国和牛登録協会が提唱。 

＊３）コザシ偏差値：上記の粗脂肪含量相対値を偏差値に置き換えたもの。コザシ偏差値＝50+（-

RFV）×10）。粗脂肪含量相対値（RFV）は数値が大きいほどアラザシが多いが、コザシ偏差値は数

値が大きいほどコザシが多くなるように計算式を家畜改良センターが設定。 

＊４）M/P比：食味性に正の効果が期待される MUFA（一価不飽和脂肪酸、M）と負の効果を有する

PUFA（多価不飽和脂肪酸、P）を１つの数値に集約したもの。黒毛和牛ではロースにおける PUFAは

2～4％程度であるが、豚肉では５～25％と幅広く、MUFA やオレイン酸だけを指標にすると豚肉に

おける食味を説明できないため、M/P比を家畜改良センターが考案した。 

＊５）オフフレーバー：本来その食品が持つにおいから逸脱した異臭。例として酸化臭、獣臭、血

臭、魚臭等がある。 

＊６）総合評価：感、味、香りを総合的かつ客観的に評価した官能評価値 

＊７）せん断力価：食肉の硬さの指標となる機械的数値。 

 

 

 

うち２報はいずれも光学評価技術に関するものであり、食品科学分野で影響力

の大きい国際誌に掲載され、また本技術の社会実装はわが国がその分野で国際

的にトップクラスであることも意味している。また、牛肉におけるオレイン酸と

風味の関係に関する英語論文は、食品科学分野で最も影響力のある Foods 誌に

掲載され、学術的にも非常に高い評価を受けた。さらに今期における肉質分野の

受賞対象者は４名にのぼった。 

 

 以上のとおり、中期計画を大きく上回る顕著な成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（２）－イ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （２）食肉の食味に関する客観的評価手法の開発 イ 海外産牛肉と和牛肉との肉質比較に関する調査・解析 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

  

【指標】 

○海外産牛肉と

和牛肉との肉

質に関する比

較に関する調

査・解析に関

する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 海外産牛肉と和牛

肉との肉質比較に関

する調査・解析 

 

和牛肉の輸出拡大に

向け、海外産牛肉と和

牛肉との肉質に関する

比較を、理化学分析及

び官能評価によって実

施し、科学的な肉質の

違いを調査・解析する。 

＜主要な業務実績＞ 

海外産 WAGYU 肉（本研究においては黒毛和種の血統量 87.5％以上）と黒毛和牛肉（輸出対象である A4 等級以

上）の肉質比較をリブロース（胸最長筋、各 18検体）及びウチモモ（半膜様筋、各 10検体）において実施した。 

リブロース：理化学分析においては、黒毛和牛肉のロース筋肉内粗脂肪含量 49.8％に対して、海外産 WAGYUは

23.2％と明確に異なることを明らかにした。さらに物理的特性である加熱損失（黒毛和牛:14.4％、海外産

WAGYU:22.5％）及びせん断力価（黒毛和牛:1.5kgf、海外産 WAGYU:2.2kgf）においても明確な差があることを明ら

かにした。分析型官能評価においても、黒毛和牛肉は海外産 WAGYU に比べて、やわらかさ、多汁性、脂っぽい香

り、甘い香り、和牛らしい香り、総合評価において有意に高いことが明らかとなった。一方、オレイン酸及び MUFA

（一価不飽和脂肪酸）については黒毛和牛肉（オレイン酸:51.4％、MUFA:56.4％）が海外産 WAGYU（オレイン酸：

49.0％、MUFA:54.3％）よりもわずかに高いことが明らかとなった。 

ウチモモ：理化学分析においては、黒毛和牛肉のウチモモ筋内粗脂肪含量 30.7％に対して、海外産 WAGYU は

12.8％と明確に異なることを明らかにした。さらに物理的特性である加熱損失（黒毛和牛:22.8％、海外産

WAGYU:25.7％）及びせん断力価（黒毛和牛:2.6kgf、海外産 WAGYU:3.3kgf）においても明確な差があることを明ら

かにした。  

リブロースの調査・解析結果を肉用牛研究会において学会発表するとともに、日本畜産学会報に原著論文とし

て掲載された。さらに論文を分かりやすく解説した記事が商業誌２誌に掲載されたほか、農林水産省の家畜遺伝

資源に係る不正競争の防止に関する法律附則第３条に係る検討会（令和 7 年 5 月）で海外産 WAGYU 肉との差に関

する参考資料として配布された。また、ウチモモの結果を食肉科学会大会で学会発表し、さらに食肉の科学誌に

原著論文として掲載された。結果の公表については上記以外にも、シンポジウムでの講演５回行い、輸出拡大に

貢献するための成果の普及を図り、問い合わせのあった複数の輸出関連業者に情報を提供した。 

また、全国 10カ所以上の対米牛肉輸出施設（と畜場）において、懸垂放血*1が義務付けられ、血斑*2発生率が

増大し、その経済的損失が大きな問題になり、その問題解決を日本食肉生産技術開発センターから委託された。

そこで新たな調査試験を行い、血斑発生の諸要因を検討し、特に生体でのビタミン不足やストレス要因等がある

ことを示唆し、原著論文（令和４年）だけでなく、血斑抑制に関する学会総説（日本食肉科学会からの依頼）（令

和６年 12月）や対策マニュアル（財団法人 日本食肉生産技術開発センター刊行、ISBN 978-4-600-01557-2）（令

和７年３月）、依頼講演（令和７年３月）（参加者数百名以上）やプレスリリース＊3（令和７年４月）などを行っ

た。流通業界から多くの反響があり、多くのメディア（福島民友新聞、食肉通信、ネットニュース、食肉速報㊤、

㊥、㊦）にも取り上げられ、複数の業界誌（畜産技術、養牛の友、肉牛ジャーナル）から依頼があって解説記事を

執筆した。 

 

＜評定と根拠＞ 

① 黒毛和牛肉の輸出拡大に貢献するために、いわゆる海外産

WAGYUと黒毛和牛肉の肉質を比較した結果、筋肉内粗脂肪含

量はロース・ウチモモ両部位で明確な違いがあることを明ら

かにした。さらに黒毛和牛肉（ロース）は海外産 WAGYUに比

べて、食感及び風味の官能評価値が明確に高く、差別化の可

能性が示された。また、脂肪酸組成では黒毛和牛肉のオレイ

ン酸含量がわずかに高いなど学術的にも貴重な成果が得ら

れた。以上の結果から、粗脂肪含量に関しては育種改良の成

果により黒毛和牛肉と海外産 WAGYU の間に明白な差が認め

られたが、その一方で、両者の脂肪の質の差は小さく、今後

は海外産 WAGYUとのさらなる差別化のためにも、黒毛和牛で

はオレイン酸等の脂肪質に着目した改良が重要と考察され

た。 

② 海外市場で黒毛和牛と競合すると考えられる海外産 WAGYU

との官能評価も含めた肉質比較の調査はこれまでにほとん

ど前例がない。今中期当初は和牛の比較対象として単なる海

外産牛肉を検討していたが、フルブラッド（黒毛和牛純血種）

に近いとされる海外産 WAGYUを調達することができた。和牛

肉の輸出拡大は、国の施策上、非常に重要な課題と位置づけ

られており、本成果は海外産 WAGYU肉との差別化を図る上で

の貴重なエビデンスとしての活用が期待される。特に、対欧

米輸出の課題となっていた低需要部位（モモ）も含めて両者

の肉質の違いを示したことは、日本畜産物輸出促進協会等の

業界団体が長らく要望し、今後大いに活用が見込まれる経済

効果が非常に高い成果であると言える。また、リブロース、

ウチモモともに成果を論文としてオーソライズした上で、業

界誌への解説記事投稿、複数の輸出業者への情報提供、講演

会での情報提供を通じて積極的に成果の発信を行い、多くの

反響があったほか、農林水産省における会議でも論文が資料
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＊1）懸垂放血：対米輸出の認証を受けている食肉処理施設では、全ての牛を懸垂放血でと畜しなけらばならない。

従来の横臥放血に比べて血斑発生率が 10倍を超える食肉処理施設がある。 

＊2）血斑（シミ）：高血圧により肉中の毛細血管等が破裂して生じる牛肉の瑕疵。食味に大きな影響はないもの

の、外観上の問題から取引価格が大きく低下する。 

＊3）プレスリリース：タイトル「牛肉の低品質問題「血斑（シミ）」の発生要因と対策技術について」（令和７年

４月）。本プレスリリースはリサーチマップ（日本の研究者・研究機関の論文やプレスリリースを網羅したサイト）

においてプレスリリース部門（90日間）のアクセスランキングでベスト 10入りした。 

 

 

 

 

 

 

として活用されており、行政面でもその価値は高いものであ

る。次年度以降も成果の発信を継続していく計画である。 

③ また、輸出拡大に関連して、全国の対米輸出施設で大きな問

題となっている血斑多発に対し、団体から課題解決を依頼さ

れ、現地調査や文献調査などから諸要因を明らかにし、学会

総説の執筆、血斑発生対策マニュアルの作成、依頼講演、プ

レスリリースなどを行った。反響は大きく、新聞等に取り上

げられた他、複数の業界専門誌から血斑対策についての解説

記事を依頼された。 

 

以上のとおり、中期計画を大きく上回る顕著な成果が得られ

た。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（３） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （３）豚の受精卵移植技術の改善 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （３）豚の受精卵移植技術の改善 

 

生産現場における豚熱等の伝染

性疾病の侵入リスクを低減するた

め、センターが開発した豚受精卵

の保存・移植技術等の生産現場へ

の普及に向け、受胎率や子豚生産

率の向上のための技術改善に取り

組むこととする。 

 

【指標】 

〇豚の受精卵移植技術の受胎率、

子豚生産率の向上に関する調査

に関する取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）豚の受精卵移植技術の改善 

 

豚の受精卵移植技術を改善し、受胎率や子豚生産

率を向上させるとともに、受精卵移植技術普及の支

障要因となっている受精卵供給の不足を解決する

ため、従来の開腹手術に比べ簡便性や反復性に優れ

た採卵技術の開発を進める。 

＜主な評価指標＞ 

豚の受精卵移植技術の受

胎率、子豚生産率の向上に

関する調査に関する取組状

況 

 

 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

主な評価

指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

従来の正中線上を切開し、採卵を行う方法と比べて侵襲度が低く、簡便かつ反復可能な

採卵方法を検討したところ、横臥位の豚における下膁部からの採卵が可能となることを明

らかにし、本採卵方法にて使用する採卵補助器具を開発した。また、手術時の縫合行程の

簡易化や子宮灌流範囲の限定化を行い、胚日齢と灌流範囲における胚回収率を示した。 

これらの成果を統合して、豚舎内で採卵を完結させる方法を明らかにしたことで、手術

室や専用手術台などの専用設備が不要となり、豚の運搬に伴う労力の低減や採卵における

簡便性向上につながり、胚の供給体制改善に寄与する技術確立がなされた。 

また、新たな採卵方法によって得られた胚をガラス化保存後、移植し産子を得られたこ

とで、新たな採卵方法として有用であることが示された。 

  

センター本所周辺で豚熱陽性イノシシが確認されたことでセンター豚舎での非外科移植

を中止していたが、新たに協力機関を見い出して共同研究契約を締結し、その協力機関に

おいて非外科移植を実施した。この機関における予備試験において移植手技の問題点を明

らかにし、その改善後の移植結果は受胎率 50％（４頭中２頭受胎）に向上した。このこと

から、協力機関における非外科移植の成績が安定しなかった原因を明らかとし、生産現場

への非外科移植普及のための課題を見い出すとともに、初心者が非外科移植を行う際のチ

ェックリストを新たに整備した。 

 

これまでの成果は、日本養豚学会大会（一般講演３件）に発表し、国際動物繁殖学会

（International Congress on Animal Reproduction：ICAR）の一般ポスター発表に採択さ

れ（令和８年１月査読付講演要旨採択１件）、令和８年６月に発表予定である。そのほか関

連技術の成果についても、日本養豚学会大会（一般講演１件）及び日本獣医師会獣医学術

学会年次大会（一般講演１件）に発表し、専門誌「家畜人工授精」からの執筆依頼を受けた

記事１件並びに学術誌「日本養豚学会誌」へ投稿した原著論文１件としてそれぞれ掲載さ

れた。加えて、関連成果を含め、豚の育種改良のための胚移植技術の改善が高く評価され、

日本養豚学会において職員が奨励賞を授与された（令和６年度、１名）。 

さらに、豚の採胚、胚移植技術に関し、県試験場、民間種豚場及び大学院からの研修の受

入を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

簡便性として、下膁部からの採卵方法により、腹膜縫合を不要とする縫合行程の簡易化及び

手術時間の短縮化を可能とし、胚日齢に応じて従来よりも子宮灌流範囲を限定できたことは大

きな成果である。 

 

また、下膁部からの採卵は、従来の正中線による採卵方法に比べ、術創の回復が良好かつ術

後のヘルニア発生がないことから豚への負担軽減に資すること、さらに、左右の下膁部から採

卵を可能とすることを明らかにしたことも実装上大きな成果である。 

 

加えて、子宮角灌流時に自ら開発した採卵補助器具を利用することにより、衛生的かつ操作

性の向上を実現した。また、これまでのように手術室及び手術台といった専用施設や設備を必

要としないだけではなく、豚の運搬労力や豚舎外への豚搬出による防疫リスクを低減し、豚舎

内で完結する一連の採卵方法を確立したことは、技術普及上の観点からも貢献が大きい。 

 

これらの成果は、胚の供給技術改善のために施設面及び手技習得面で従来の採卵方法におけ

る課題点を解決した方法であり、豚舎内で一連の採卵行程が完結する現場に即した新たな採卵

手法である。これにより、衛生的な種豚導入やリスク対策としての遺伝資源の保存法として胚

移植を選択できるようになり、疾病リスクの回避や種豚導入コストの削減、貴重な遺伝資源消

失の回避に資する方法として生産現場への受精卵移植関連技術の普及が期待できる。 

 

協力機関における非外科移植成績改善に寄与し、非外科移植技術の普及のための課題を見い

出した。 

 

得られた成果及びそのほかの関連技術の成果は、国際学会（査読付き一般講演１件予定）、国

内学会（一般講演５件）、にそれぞれ発表した。また、専門誌：家畜人工授精１件、国内誌論文：

日本養豚学会誌１件にそれぞれ掲載されるなど、学会、論文、専門誌への執筆等、広く成果の

公表に貢献した。加えて、関連成果により、職員１名が日本養豚学会第 18回奨励賞を授与され

た。さらに、家畜防疫対策や遺伝資源保存として、採卵方法及び胚の保存方法を含めた胚移植

関連技術の習得のため、民間種豚場を含めた当該技術等の研修受入れを行い、技術の伝達及び

成果の普及に貢献した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（４） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （４）知財マネジメントの強化 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

        決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

        経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

        経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

        行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （４）知財マネジメントの強化 

 

センターが取り組む調査・研究の成果に

ついては、成果の権利化又は公知化や、権利

化後の特許の開放又は独占的な実施許諾等

をはじめ、適正な方法を採用しつつ、成果の

普及に取り組むこととする。 

 

【指標】 

〇調査・研究に関する業務の推進に当たり、

成果の権利化又は公知化、権利化後の特

許の開放又は独占的な実施許諾等知財の

マネジメント方針の策定と同方針に基づ

く取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）知財マネジメントの強化 

 

センターが取り組む調査・研究において得

られた成果について、権利化又は公知化など

適正な取り扱いに関する「実施許諾等知財の

マネジメント方針」を令和３年度に策定する

とともに、当該方針に基づいた成果の普及に

取り組む。 

＜主な評価指標＞ 

調査・研究に関する業務の

推進に当たり、成果の権利化

又は公知化、権利化後の特許

の開放又は独占的な実施許

諾等知財のマネジメント方

針の策定と同方針に基づく

取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

センターの目的である優良な家畜の普及及び飼料作物の優良な

種苗の供給の確保を図るための調査研究の成果や新たな改良、飼

養技術を円滑かつ効果的に普及させるため、「農林水産省知的財産

戦略 2025」を踏まえつつ、「知的財産に関する基本方針」において

「実施許諾等知財のマネジメント方針」に関する事項を定め、当該

マネジメント方針に基づき知的財産マネジメント委員会を開催

し、知的財産の権利化の要否、知的財産の活用及び管理の検討を行

うとともに、調査・研究において得られた成果の普及のため、所有

する特許について情報提供を行った。 

また、単独所有する特許については、特許庁所管の独立行政法人

工業所有権情報・研修館が運営する「開放特許情報データベース」

に掲載した。 

なお、企業等において商品化が見込まれる技術について情報提

供を行い「ウシ個体における屠畜後の肉中イノシン酸含量の判定

方法」（特許第 6683642 号）について、（一社）家畜改良事業団と

実施許諾契約を締結し、黒毛和種を対象としたイノシン酸関連遺

伝子型（NT5E）の遺伝子型検査が実施された（実施許諾期間：令和

４年 12月１日～令和８年３月 31日）。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４－（５） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 調査・研究及び講習・指導 （５）講習・指導 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

中央畜産技術研修会 予算額（千円） 622,779 587,610 567,875 617,078 513,140 

開催数 － 13回 10回 22回 21回 22回 21回 決算額（千円） 619,728 601,427 669,519 604,185 644,741 

受講者数（聴講を除く） － 301名 234名 577名 600名 599名 550名 経常費用（千円） 565,262 568,421 633,822 610,449 611,049 

研修受講者の理解度 80％以上 88％ 86％ 90％ 96％ 96％ 97％ 経常利益（千円） -67,838 -12,924 -56,226 -109,768 -45,473 

個別研修 行政コスト（千円） 629,129 629,356 708,954 668,775 663,573 

依頼した団体等の数 － 12機関 28機関 35機関 23機関 27機関 28機関 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

受講者数 － 20名 40名 49名 39名 45名 37名 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

研修受講者の理解度 80％以上 100％ 100％ 96％ 97% 89% 97%  

 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－４の事務及び事業にかかる情報を、人員に

関する情報は、法人全体の情報を記載しています 

海外技術協力の研修 

受け入れた研修の数 － ２件 １件 ３件 １件 ２件 ２件 

参加国数 － 14か国 11か国 10か国 ９か国 13か国 14か国 

受講者数 － 15人 16人 32人 ９人 15人 15名 

研修受講者の理解度 80％以上 ＊２ 100％ 100％ 100% 100% 93% 

団体等が開催する研修の受け入れ 

受け入れた団体等の数 － ６機関 ６機関 13機関 17機関 ８機関 ９機関 

参加者数 － 189人 204名 456名 629名 449名 697名 

＊１ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

＊２ 前中期目標期間最終年度は、新型コロナウイルス感染症への対応として、国際的な往来制限が行われたため、海外技術協力の研修については、予定していた研修を完了することができなかった。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （５）講習・指導 

 

生産現場への普及・定着が望まれる畜産技術や、ＧＡＰ、アニマルウェ

ルフェアの考え方に基づいた飼養管理等の行政課題の解決に向けた講習

にも取り組むとともに、研修受講者の理解度が高まるよう、研修内容を充

実しつつ、指導に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○研修受講者の理解度が高まるよう、研修内容の充実等に関する取組状況 

（第４中期目標期間の実績（研修内容の理解度 86％）を踏まえ、研修内容

について概ね 80％以上の理解度を得る。（研修会後のアンケート調査に

より把握）） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 研修受講者の理解度については、第４中期目標期間の実績に基づき設

定した。 

 

 

 

（５）講習・指導 

 

国、都道府県、団体等からの依頼に基づき中央畜産技術研修会、個

別研修、海外技術協力等の研修を実施し、生産現場への普及・定着が

望まれる畜産技術を中心に、畜産農家の高齢化や国際化といった行政

課題の解決にも資するよう、毎年度、ＧＡＰやアニマルウェルフェア

の考え方に基づいた飼養管理やＩＣＴ等を駆使した高度な飼養管理、

生産管理データの有効活用等に関する講習にも取り組む。なお、これ

らの研修の実施に当たっては、実施方法やカリキュラムを工夫するこ

となどにより研修内容の充実を図り、研修受講者の理解度が 80%以上

となるよう取り組む。 

＜主な評価指標＞ 

研修受講者の理解度が高まるよう、

研修内容の充実等に関する取組状況 

 

 

（次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 

主な評

価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （前頁） ＜主要な業務実績＞ 

農林水産省が策定した中央畜産技術研修計画に基づき中央畜産技術研修会を毎年度ほ

ぼ 20講座以上（令和３年度は新型コロナ禍により 10回）開催し、令和７年度までに 2,560

名（512名／年、他聴講 175名）を受け入れた。 

中央畜産技術研修会においては、前年度の研修内容に関するアンケート調査の結果を農

林水産省で開催する中央畜産技術研修会推進会議のカリキュラム検討に活用し、講義日

程や講義内容の変更など改善を行い実施した。 

中央畜産技術研修会研修後のアンケート調査の結果、中期目標期間で受講者の理解度

（「よく理解」又は「ほぼ理解」）は、令和３年度が 86.8％、令和４年度が 90.0％、令和

５年度が 96.2％、令和６年度が 96.2％、令和７年度が 96.6％と、すべての年度において

理解度 80％以上（平均 93.2％）となった。同じく満足度（「とても満足」又は「ほぼ満

足」）は、令和５年度が 96.7％、令和６年度が 97.9％、令和７年度が 97.6％と、調査各

年度において満足度 80％以上（平均 97.4％）となった。 

 

センターが都道府県、団体等の依頼に基づいて技術研修の内容を設定する個別研修につ

いては、毎年度 30回程度実施し、令和７年度までに 210名を受け入れた。 

個別研修の実施に当たっては、座学だけでなく実習も積極的に行うとともに、受講者の

技術水準に応じた研修内容とするなど工夫して、研修後のアンケート調査の結果、中期目

標期間で受講者の理解度（「よく理解」又は「ほぼ理解」）は、令和３年度が 98％、令和４

年度が 96％、令和５年度が 97％、令和６年度が 89％、令和７年度が 97％と、全ての年度

において理解度 80％以上（平均 95.4％）となった。 

このほか、団体等が開催する研修については、本所及び牧（支）場において研修施設の

提供等を行い、令和７年度までに 52機関、2,435名を受け入れた。 

 

また、（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）等からの依頼に基づく海外技術協力の研修を毎

年度実施し、のべ 57か国から計 87名を受け入れた。なかでも、開発途上国の畜産行政・

畜産振興に携わる人材を対象とする、令和５年度から３年間行った課題別研修「ＳＤＧｓ

に配慮した包括的な畜産振興の取組」は、３か月にも及ぶ滞在型研修であり、持続可能な

開発目標に配慮した畜産開発を推進するための具体的な行動計画の策定を目標としてカ

リキュラムの充実化に努めるとともに、１週間にわたるセンター牧場研修を組み込む実

践的なカリキュラム編成を工夫するなど精力的に取り組んでおり、受講者の理解度（「よ

く理解」又は「ほぼ理解」）は、令和３年度から令和６年度は各 100％、令和７年度は 93.3％

（平均 98.7％）の結果を得るなど、目標を大きく上回る成果が得られた。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画に基づき研修を実施した中で、 

 

① 中央畜産技術研修会については、毎年度ほぼ 20回以上の講座を実施し、計 2,560名（他

聴講 175名）を受け入れた。農林水産省と連携して、毎年度得られた受講生の意見・希望

等を翌年度に反映して研修内容の改善を行っており、受講者の理解度及び満足度は、全て

の年度において目標とする 80％以上の結果（各平均 93.2％、97.4％）が得られた。 

② 個別研修については、毎年度 30回程度実施し、計 210名を受け入れた。研修内容の充実

化や受講者の技術水準に応じた実施内容とするなど工夫し、受講者の理解度は、全ての年

度において目標とする 80％以上の結果（平均 95.4％）が得られた。 

このほか、団体等が開催する研修については、研修施設及びセンター各牧（支）場のリソ

ースを活用して、計 52機関、2,435名を受け入れた。 

③ 海外技術協力の研修については、中期目標期間に９件 87名（のべ 57か国）を受け入れ

た。特に、３か月の長期にわたる滞在型の研修については、開発途上国の畜産行政・畜産

振興に携わる人材を対象に、課題別研修「ＳＤＧｓに配慮した包括的な畜産振興の取組」

として、令和５年度から３年間実施した。実践的なカリキュラムの編成として、センター

牧場研修を組み込むなど工夫して実施した。 

これらの取組は、各国の受講者やＪＩＣＡより好評を得ており、研修後のアンケート調査

による理解度は、全ての年度において目標とする 80％以上の結果（平均 98.7％）が得られ

た。 

 

以上のとおり、中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－５ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 家畜改良増殖法等に基づく事務 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 158,049 149,539 126,807 161,780 127,053 

        決算額（千円） 132,822 134,037 163,749 180,829 185,941 

        経常費用（千円） 141,446 143,626 206,465 241,277 251,331 

        経常利益（千円） -29,401 -18,595 -16,593 -25,707 -76,441 

        行政コスト（千円） 143,647 145,639 214,682 242,935 252,987 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－５の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 家畜改良増殖法等に基づく事務 

 

これまでセンターでは、家畜改良増殖法、種苗法及びカ

ルタヘナ法に規定する検査等について、中立・公正な立場

にある事務実施機関として、技術、見識及び経験に優れた

職員を検査員として任命し、法の規定に基づき、農林水産

大臣の指示に従い、検査等を適正に実施してきたところ

である。 

今後とも法の適正な執行に貢献できるよう、センター

の持つ技術・知見・人材を活用し、これら検査等の適正な

実施に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 家畜改良増殖法等に基づく事務 

 

家畜改良増殖法、種苗法及びカルタヘナ法に規定する

検査等の事務実施機関として、中立性・公正性を保ちつ

つ、これらの検査等を適正に実施するため、次の取組を行

う。 

＜評価指標＞ 

小項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）家畜改良増殖法に基づく 

事務           Ａ：４点 

 

（２）種苗法に基づく指定種苗 

の集取及び検査並びにカル 

タヘナ法に基づく立入検査 Ｂ：３点 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：３.５点≒４点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－５－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 家畜改良増殖法等に基づく事務 （１）家畜改良増殖法に基づく事務 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

種畜検査 予算額（千円） 158,049 149,539 126,807 161,780 127,053 

種畜検査の実施 － 5,524頭 5,700頭 5,794頭 5,890頭 5,911頭 5,638頭 決算額（千円） 132,822 134,037 163,749 180,829 185,941 

種畜検査員の確保数 100 名以上 138名 143名 154名 163名 156名 165名 経常費用（千円） 141,446 143,626 206,465 241,277 251,331 

職員に対する講習会の実施 １回以上 １回 １回 １回 １回 １回 １回 経常利益（千円） -29,401 -18,595 -16,593 -25,707 -76,441 

家畜改良増殖法に基づく立入検査等 行政コスト（千円） 143,647 145,639 214,682 242,935 252,987 

農林水産大臣の指示による立入検査等の実施 －  － 73件 38件 37件 33件 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

立入検査等の実施に必要な能力等を有する職員の確保 概ね 20名 25名 26名 33名 42名 47名 50名 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

職員に対する講習会の実施 １回以上 １回 １回 １回 １回 １回 １回  

家畜遺伝資源の流通適正化に係る事務 

職員に対する講習会の実施 １回以上 （注） １回 １回 １回 １回 １回 

＊１ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

＊２ 家畜遺伝資源の流通適正化に係る事務については、本中期目標期間からの業務であるため、前中期目標期間最終年度の実績値はない（注）。 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－５の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）家畜改良増殖法に基づく事務 

 

家畜改良増殖法に基づき、センターの持つ技術・知見・人材を活用し、種畜検査や立入

検査の適正な実施に取り組むこととする。 

また、家畜遺伝資源の適正な流通確保に係る事務について、農林水産省から、センター

の持つ精液や記録等の管理に係る技術・知見・人材の提供の依頼を受けた場合、業務に支

障のない範囲で、積極的に対応することとする。 

 

【指標】 

○家畜改良増殖法に基づく事務の適正な実施のための人材確保等に関する取組状況 

○家畜遺伝資源の適正な流通確保に係る事務に関する農林水産省からの依頼に対する対

応実績 

（第４中期目標期間の実績（種畜検査に取り組む職員を年度平均 125名確保、立入検査に

取り組む職員を年度平均 24 名確保）を踏まえ、種畜検査に取り組む職員を毎年度概ね

100名以上確保、立入検査に取り組む職員を毎年度概ね 20名以上確保） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 家畜改良増殖法等に基づく事務を的確に実施するためには、当該立入検査等の実施に

必要な能力等を有する職員を安定的に確保することが必要なことから、第４中期目標

期間の実績に基づき設定した。 

 

（１）家畜改良増殖法に基づく事務 

 

種畜の交配に伴う疾病のまん延防止及び優良な種畜の利用による我が国の家畜

の改良増殖を効果的に推進するため、都道府県等と連携しつつ、所有する技術・人

材等を活用して毎年度、種畜検査を実施する。このため、種畜検査員を 100名以上

確保することとし、種畜検査員の確保のための職員に対する講習を毎年度、１回以

上実施するとともに、種畜検査員からの照会に本所改良部が速やかに対応すること

などにより、種畜検査を的確に実施する。 

また、家畜改良増殖法第 35 条の２第１項の規定に基づき、同条第２項の農林水

産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去が的確に実施できるよう、立入

検査等の実施に必要な能力等を有する職員を概ね 20 名確保するとともに、検査員

の確保のための職員に対する講習を毎年度、１回以上実施する。あわせて、家畜遺

伝資源の流通適正化に係る事務について、農林水産省からの依頼に応える体制を整

備するため、精液や記録等の管理に関する技術、経験、知見等の向上を図るための

職員に対する講習を毎年度、１回以上実施する。 

(次頁) （次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主な評価指標＞ 

家畜改良増殖法に基づく事

務の適正な実施のための人材

確保等に関する取組状況 

家畜遺伝資源の適正な流通

確保に係る事務に関する農林

水産省からの依頼に対する対

応実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

都道府県等と連携しつつ、センターが所有する技術・人材等を活用して、毎年度 5 千頭以上の種

畜について、家畜改良増殖法に基づく種畜検査を実施し、その結果を農林水産大臣に報告した。ま

た、令和６年度からデジタル技術を活用した種畜検査（デジタル受検）に対応を開始し、現畜確認

に必要な種畜を撮影した見本動画を作成し、対象拡大した馬を除き、都道府県担当者へ配布した。 

 

種畜検査に必要な能力等を有する職員については、目標の 100 名を大きく上回る年平均 156 名の

種畜検査員を任命して確保するとともに、種畜検査を的確に実施するための種畜検査員に対する講

習会を毎年度１回、種畜検査員確保のための職員に対する研修会を毎年度１回実施した。  

種畜検査員からセンター本所への照会に速やかに対応するため、照会専用の電話を活用し、種畜

検査を的確に実施した。  

 

農林水産大臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に実施できるよう、家畜の改良

増殖業務に携わった経験年数等を基に立入検査等の実施に必要な能力等を有する職員を、目標の 20

名を大きく上回る年平均 40名確保するとともに、検査員の確保のための講習を１回実施してきた。

あわせて、家畜遺伝資源の流通適正化に係る事務について、農林水産省からの依頼に応える体制を

整備するため、精液や記録等の管理に関する技術、経験、知見等の向上を図るための職員に対する

講習を毎年度１回実施した。 

また、令和４年度からは、農林水産大臣の指示のあった立入検査（令和４年度 73件、令和５年度

38件、令和６年度 37件、令和７年度 33件）に対応した。 

 

上記のとおり計画を上回る人員の確保に加え、農林水産大臣からの指示に基づき、家畜遺伝資源

の流通適正化に係る立入検査を家畜人工授精所に対して実施し、家畜遺伝資源の不正流通防止に寄

与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

 「Ａ」 

① 毎年度５千頭以上の種畜について、種畜検査を実

施し、その結果を農林水産大臣に報告した。 

 

② 令和６年度にデジタル受検を開始した。申請に必

要な種畜の動画撮影について見本動画を作成し、

都道府県担当者に配布するとともに、デジタル受

検で申請のあった種畜についても適正に検査を

実施した。 

 

③ 種畜検査、立入検査に必要な能力等を有する職員

を目標を上回る人数確保すること等により、正確

に種畜検査が行われるとともに、家畜人工授精所

に対する立入検査においては、農林水産大臣の指

示のあった立入検査（令和４年度 73件、令和５年

度 38件、令和６年度 37件、令和７年度 33件）に

対応した。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－５－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 家畜改良増殖法等に基づく事務 （２）種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査並びにカルタヘナ法に基づく立入検査 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査 予算額（千円） 158,049 149,539 126,807 161,780 127,053 

集取及び検査した業者数 － 74業者 74業者 74業者 72業者 72業者 68業者 決算額（千円） 132,822 134,037 163,749 180,829 185,941 

集取及び検査した点数 － 1,283点 1,162点 1,270点 1,173点 1,145点 1,136点 経常費用（千円） 141,446 143,626 206,465 241,277 251,331 

指定種苗の集取及び検査の実施に必要な能力等を有する職員の確保 概ね 10名 13名 14名 14名 14名 13名 15名 経常利益（千円） -29,401 -18,595 -16,593 -25,707 -76,441 

職員に対する講習会の実施 １回以上 １回 ２回 １回 １回 １回 1回 行政コスト（千円） 143,647 145,639 214,682 242,935 252,987 

カルタヘナ法に基づく立入検査等 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

農林水産大臣の指示による立入検査等の実施 －  － － － － － （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

立入検査等の実施に必要な能力等を有する職員の確保 概ね 10名 15名 15名 15名 15名 14名 16名  

職員に対する講習会の実施 １回以上 １回 １回 １回 １回 ２回 1回 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－５の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査並びにカルタヘナ法に基づく立入検査 

 

種苗法に基づき、センターの持つ技術・知見・人材を活用し、指定種苗の集取及び検査

の適正な実施に取り組むこととする。 

また、カルタヘナ法に基づき、センターの持つ技術・知見・人材を活用し、遺伝子組換

え生物等の使用等に関する立入り、質問、検査及び収去の適正な実施に取り組むこととす

る。 

 

【指標】 

○種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査の適正な実施のための人材確保等に関する取

組状況 

○カルタヘナ法に基づく立入検査の適正な実施のための人材確保等に関する取組状況 

（第４中期目標期間の実績（指定種苗の集取及び検査に取り組む職員は年度平均 14名確

保）を踏まえ、指定種苗の集取及び検査に取り組む職員を毎年度概ね 10名以上確保） 

 

＜目標水準の考え方＞ 

・ 家畜改良増殖法等に基づく事務を的確に実施するためには、当該立入検査等の実施に

必要な能力等を有する職員を安定的に確保することが必要なことから、第４中期目標

期間の実績に基づき設定した。 

 

 

（２）種苗法に基づく指定種苗の集取及び検査並びに

カルタヘナ法に基づく立入検査 

 

種苗法第 63 条第１項の規定に基づき、同条第２項

の農林水産大臣の指示に従い、指定種苗の集取及び検

査を的確に実施できるよう、指定種苗の集取及び検査

に必要な能力等を有する職員を概ね 10 名確保すると

ともに、検査員の確保のための職員に対する講習を毎

年度、１回以上実施する。 

また、カルタヘナ法第 32条第１項の規定に基づき、

同条第２項の農林水産大臣の指示に従い、立入り、質

問、検査及び収去を的確に実施できるよう、立入検査

等の実施に必要な能力等を有する職員を概ね 10 名確

保するとともに、検査員の確保のための職員に対する

講習を毎年度、１回以上実施する。 

（次頁） （次頁） （次頁） 
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中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主な評価指標＞ 

種苗法に基づく指定種苗の集取

及び検査の適正な実施のための人

材確保等に関する取組状況 

カルタヘナ法に基づく立入検査

の適正な実施のための人材確保等

に関する取組状況 

 

＜主要な業務実績＞ 

 種苗法第 63条第２項に定める農林水産大臣の指示に従い、72業者 1,177点（ともに令和３

～７年の平均値）の指定種苗の集取及び検査を実施し、検査結果について同条第３項に基づく

農林水産大臣報告を行った。このうち、不適と認められた種苗に関しては、業者対する改善指

導を行った。 

また、農林水産大臣の指示に従い、指定種苗の集取及び検査を遺漏なく実施するため、検査

員に対する講習を毎年１回以上実施し、指定種苗の集取及び検査に必要な能力を有する職員

を毎年 13名以上確保した。 

カルタヘナ法第 32条第２項に基づく農林水産大臣の指示は無かったものの、農林水産大臣

の指示の際の立入り、質問、検査及び収去を的確に実施するため、検査員確保のための職員に

対する講習を毎年 1 回以上実施するとともに、立入検査等の実施に必要な能力を有する職員

を毎年 14名以上確保した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－６ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 牛トレーサビリティ法に基づく事務 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 362,469 326,695 367,460 464,871 408,565 

        決算額（千円） 265,353 297,684 386,336 507,032 459,707 

        経常費用（千円） 313,961 321,663 432,582 345,154 393,602 

        経常利益（千円） -28,971 -28,702 -27,228 -20,687 -3,883 

        行政コスト（千円） 313,961 321,663 432,756 345,154 393,602 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－６の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ６ 牛トレーサビリティ法に基づく事務 

 

これまでセンターでは、牛トレーサビリティ法に規定す

る牛個体識別台帳や牛の出生等の届出及び耳標の管理に

係る事務等の適正な実施のため、届出内容のエラー情報に

関する牛の管理者等への事実確認による速やかな解消、操

作性や応答性の改善等の使用者の意見を踏まえた牛個体

識別システムの利便性の向上等の事務を適正に実施して

きたところである。 

今後とも法の適正な執行に貢献できるよう、センターの

持つ技術・知見・人材を活用し、これら事務の適正実施に

取り組む。また、牛個体識別番号がキー情報となっている

全国版畜産クラウドにおける個体識別情報の有効活用に

取り組む。 

 

 

 

 

 

６ 牛トレーサビリティ法に基づく事務 

 

牛トレーサビリティ法に規定する牛個体識別台

帳や牛の出生等の届出及び耳標の管理に係る事務

等の適正な実施や、牛個体識別番号がキー情報とな

っている全国版畜産クラウドにおける個体識別情

報の有効活用等を行うため、次の取組を行う。 

＜評価指標＞ 

小項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実

施             Ａ：４点 

 

（２）牛個体識別に関するデータの活用 

               Ａ：４点 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：４点  

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－６－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 牛トレーサビリティ法に基づく事務 （１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実施 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

届出受理件数 －  1,120万件 1,112万件 1,105万件 1,083万件 1,043万件 予算額（千円） 362,469 326,695 367,460 464,871 408,565 

届出内容のエラー件数 －    17万件   14万件 14万件 14万件 12万件 決算額（千円） 265,353 297,684 386,336 507,032 459,707 

牛個体識別台帳への記録件数 －  1,061万件 1,073万件 1,070万件 1,044万件 1,016万件 経常費用（千円） 313,961 321,663 432,582 345,154 393,602 

修正請求に係る修正件数 －   7.4万件  7.2万件 8.9万件 6.8万件 6.2万件 経常利益（千円） -28,971 -28,702 -27,228 -20,687 -3,883 

個体識別番号の決定及び通知の頭数 －   131万頭  129万頭 125万頭 121万頭 117万頭 行政コスト（千円） 313,961 321,663 432,756 345,154 393,602 

個体識別台帳データの磁気ディスクへの保存頭数 －   124万頭  132万頭 133万頭 132万頭 129万頭 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

農林水産省からの緊急検索

依頼に対する対応実績 
－ 

 
－ － － － － 

（うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

 

机上演習の実施回数 －  ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

        

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－６の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実施 

 

牛トレーサビリティ法に基づき、センターの持つ技術・知見・人

材を活用し、牛個体識別台帳の作成・記録、公表等に関する事務の

適正な実施に取り組むこととする。 

また、家畜伝染性疾病の発生時等において、農林水産省から牛個

体識別台帳に記録・保存されている情報に関する緊急検索等の要

請を受けた場合、速やかな実施に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）牛トレーサビリティ法に基づく委任事務の実施 

 

牛トレーサビリティ法に基づき、農林水産大臣から委任された牛個体識

別台帳の作成・記録、公表等に関する事務を適正に実施する。 

また、家畜伝染性疾病の発生時等において、農林水産省から牛個体識別

台帳に記録・保存された情報に関する緊急検索等の依頼を受けた場合、速

やかに対応できるよう取組を進める。これに備え、緊急検索体制を整備す

る。 

＜主な評価指標＞ 

牛トレーサビリティ法に基づく委任

事務の実施に関する取組状況 

家畜伝染性疾病の発生等に伴う緊急

検索等の農林水産省からの要請に対す

る対応実績 

 

 

（次頁） 

 

（次頁） 
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中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （前頁） ＜主要な業務実績＞ 

牛トレーサビリティ法第 20 条及び同法施行令第５条の規定に基づき、農林水産大臣から委任

された牛個体識別台帳を作成するため、年平均（以下、同じ）で約 1,093万件の届出を受理し、

1,053 万件の情報を記録し、約 125 万頭の牛の死亡及びとさつ情報を保存（令和８年３月末の保

存頭数：累計約 3,033万頭）及び約７万３千件の記録の修正・消去を行った。牛個体識別台帳に

記録された事項について、インターネットを用いて公表し、１日平均約 35 万６千頭の検索があ

った。出生牛約 125万頭、輸入牛約４千頭について、個体識別番号の決定・通知に関する事務を

的確に実施した。 

届出に関するエラー情報（牛個体識別台帳に記録できなかった届出に関する情報）の件数は約

14万件あり、基本的には農政局等の牛トレサ担当者が管理者等に確認し、指導して修正等を行う

が、この事実確認には時間がかかることから、と畜場への搬入時などと畜の届出に関するエラー

情報については、円滑な牛肉の流通に資するため、牛の管理者及びと畜者等にセンター自らが、

すみやかに牛の管理者及びと畜者等に事実確認を行い、約 9,300頭のエラー解消を積極的に実施

した。 

 都道府県からの要望を踏まえ、県内の耳標の円滑な需給調整を図り、牛の管理者等からの急を

要する耳標の送付要望に対応できるようにするため、離農管理者等を含む未使用の配付済み耳標

について、管理者の調整・変更を約２千件（約４万頭）実施した。 

これに加え、耳標の管理者変更手続き業務の省力化を図るため、農林水産省、北海道及び（一

社）家畜改良事業団（LIAJ）と連携し、北海道庁の振興局管内を単位とした拠点（地域拠点）を

設定して、拠点内における耳標の管理者変更処理を自動的に行える仕組みを構築し、十勝振興局

管内を対象として試行した。さらに、全道を対象とした運用の展開に向けて関係者と協議を行い、

令和５年 12月から北海道内全域に拠点を設定（14地域拠点及び 31所属団体）して管理者変更処

理を開始し、さらに令和６年度は、管理者変更後の耳標の管理者からの出生届情報を速やかに処

理し、牛個体識別台帳に記録できるよう農林水産省及び北海道と連携し体制を整えた。 

牛トレーサビリティ法に基づく耳標について、毎年度耳標の規格が適合しているかどうかを確

認する審査を実施（新規耳標１件を含む）するとともに、耳標審査委員会を開催し、審査結果を

取りまとめ、農林水産省に報告した。また、耳標審査の合格後３年に１度行うことになっている

フォローアップのための立会検査を７件実施し、配付耳標の性能確認をした。 

特に、令和７年度に供給する耳標においては、動物実験の３Ｒの原則に基づき、シリコン製の

試験素材を牛の代替として用いる新たな試験方法を採用し、牛を試験に用いるフィールド試験を

廃止する等、審査方法を見直した。 

 また、国内における口蹄疫等の家畜伝染性疾病の発生時等において、農林水産省からの緊急検

索の依頼に速やかに対応するため、常時６名以上の検索要員を確保するとともに、ＢＳＥ緊急検

索プログラム操作の演習や口蹄疫発生に係る机上演習を毎年２回実施に加え、検索作業の効率化

等を図るため、ＢＳＥ検索システムの改修に取り組むとともに、ＢＳＥ防疫指針等の変更を踏ま

え、マニュアルの見直しを行い、併せて、検索作業の迅速化等を図るため、担当職員が民間で実

施しているシステム関係の研修に延べ 24名受講した。 

 このほか、農林水産省からの東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う検索依頼に速やかに対

応するため、当該地域の繋養牛についての異動情報等があるかどうか日々確認を行い、情報が更

新された際には、依頼があった原発周辺市町村の繋養牛リスト及び異動情報等をこれまで計 78回

（170頭）報告した。 

これらにより、農林水産省からの緊急検索等の依頼にも速やかに対応する実効性を担保した。 

＜評定と根拠＞ 

 「Ａ」 

 

牛トレーサビリティ法に基づく委任事務として、以下の事務を的確に実

施した。（以下、特に記載のない限り年平均値） 

 

① 約 1,093万件の届出を受理し、1,053万件の情報を牛個体識別台帳に

記録し、約 125万頭の牛の死亡及びとさつ情報を保存した。また、約７

万３千件の記録の修正・消去を実施した。 

 

② 牛個体識別台帳に記録した事項について、インターネットを用いて

公表し、１日平均約 35万６千頭の検索があった。 

 

③ 出生牛約 125万頭、輸入牛約４千頭について、個体識別番号の決定及

び通知を実施した。 

 

④ 毎年度実施している牛トレーサビリティ法に基づく耳標の規格審査

について、今中期目標期間内には、新規耳標１件について、センターの

牧場でのフィールド試験や、個体識別部での立会検査を実施するととも

に、耳標審査の合格後３年に１度行うことになっているフォローアップ

のための立会検査を７件実施し、その試験・検査結果等を踏まえ、関係

機関と連携・協議を行うとともに耳標審査委員会を開催し、審査結果を

取りまとめ、農林水産省に報告した。 

 

⑤ 農林水産省からの緊急検索依頼に速やかに対応するため、個体識別

部において常時６名以上の検索要員を確保し、ＢＳＥ緊急検索プログラ

ム操作の演習や口蹄疫発生に係る緊急検索の机上演習を年２回実施す

ることにより、緊急検索体制の実効性を担保した。 

 

上記に加え、牛トレーサビリティ制度の円滑な運営のため、以下の事務

を実施した。 

 

① と畜場への搬入やと畜の届出に関するエラーについて、迅速に対応す

るため、農林水産省地方農政局等に代わり、センター自らが、牛の管理

者及びと畜者等に事実確認を行い、約 9,300 頭のエラー解消を実施し

た。 

 

② 都道府県内の耳標の円滑な需給調整に資するため、配付済み耳標につ

いて、管理者の調整・変更を約２千件（約４万頭）実施した。 

また、耳標の管理者変更手続き業務の省力化を図るため、北海道庁の振

興局管内を単位とした自動的に耳標の管理者変更処理を行う仕組みを構

築し、十勝振興局管内における試行を経て、令和５年 12月から北海道内

全域で運用を開始した。 

 

③ 耳標の審査について、令和７年度に供給する分から、動物実験の３Ｒ
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の原則に基づき、シリコン製の試験素材を牛の代替として用いる新たな

試験方法を採用し、牛を試験に用いるフィールド試験を廃止する等、審

査方法を大幅に見直した。 

 

④ 農林水産省からの緊急検索依頼の迅速化・効率化等を図るため、ＢＳ

Ｅ検索システムの改修、ＢＳＥ防疫指針等の変更を踏まえたマニュアル

の見直しに取り組むとともに、民間で実施しているシステム関係の研修

に担当職員（延べ 24名）を受講させた。 

 

⑤ その他、農林水産省からの検索依頼を受け、東京電力福島第一原子力

発電所周辺市町村の繋養牛リスト及び異動情報等を 78 回（170 頭）報

告した。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－６－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 牛トレーサビリティ法に基づく事務 （２）牛個体識別に関するデータの活用 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

牛個体識別データの情

報提供回数 
－  1,172 1,443 1,530 896 990 

予算額（千円） 362,469 326,695 367,460 464,871 408,565 

決算額（千円） 265,353 297,684 386,336 507,032 459,707 

 経常費用（千円） 313,961 321,663 432,582 345,154 393,602 

        経常利益（千円） -28,971 -28,702 -27,228 -20,687 -3,883 

        行政コスト（千円） 313,961 321,663 432,756 345,154 393,602 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－６の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）牛個体識別に関するデータの活用 

 

牛個体識別番号がキー情報となっている全国版畜産クラウドにおけ

る個体情報の利用の推進のほか、行政施策の適正な執行、畜産物の適正

な流通等に資するため、個人情報の管理を適正に実施し、牛個体識別台

帳に蓄積されたデータの有効活用に取り組むこととする。 

また、牛個体識別システムの利用者の利便性等を高めるとともに、情

報セキュリティ対策の強化に取り組むこととする。 

 

 

【指標】 

〇牛個体識別データの活用のために利便性向上に向け、システム改善

やニーズを踏まえた情報提供等に関する取組状況 

 

○牛個体識別システムの情報セキュリティ対策(システム開発・改修時

の仕様等)の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）牛個体識別に関するデータの活用 

 

関係機関・団体等と連携を図り、牛個体識別番号がキー情報となっ

ている全国版畜産クラウドにおける個体情報の利用の推進のほか、行

政施策の適正な執行や畜産物の適正な流通等に資するため、個人情報

の管理を適正に実施しつつ、牛個体識別台帳に蓄積されたデータの有

効活用を進める。 

また、牛個体識別システムの利用者の利便性等の向上を図るため、

毎年度、計画的にニーズ調査を実施し、システム改修等を行うととも

に、情報セキュリティ対策の強化を行う。 

＜主な評価指標＞ 

牛個体識別データの活用のために利

便性向上に向け、システム改善やニー

ズを踏まえた情報提供等に関する取組

状況 

牛個体識別システムの情報セキュリ

ティ対策（システム開発・改修時の仕

様等）の取組状況 

 

 

（次頁） 

 

（次頁） 
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中期目標 中期計画 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） ＜主要な業務実績＞ 

牛個体識別台帳に蓄積されたデータについて、令和７年度までに同意農家 9,107件分の牛個体識別情報を全国版畜産ク

ラウドに継続的に提供するとともに、定期的に集計しホームページ上で公表している届出統計情報について、畜産クラウ

ドシステムを通じて農業データ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）に 70回情報提供した。 

 

情報提供のための専用サーバを通じてオンラインで情報提供している全国団体（４団体）について、システム改修の要

望に応じて一部クラウドサービスに移行するとともに、データ取得に関する照会にも対応した。毎年度意見交換会を開催

し、システムの稼働状況及び懸案事項について全国団体と意見交換を行うなど、システムの安定稼働と円滑な情報提供の

維持に努めた。加えて、翌年度の必要経費について、事前に全国団体に説明し了承を得て、システム利用に係る年間契約

を締結するなど継続利用を確保した。 

 

国・都道府県・関係団体や牛の管理者からの牛個体識別情報の活用に関する照会に対し丁寧に説明を行い、国、都道府

県、市町村、農協等が行う各種補助事業の要件確認等の利用申請に対応して、合計で 6,031 回の情報提供（第４中期目標

期間は利用請求 2,211件）を行った。こうした中、令和４年度、このデータ提供の取組の中で、国産粗飼料利用拡大緊急

酪農対策事業における交付対象頭数を確認するために提供したデータにおいて、誤った抽出プログラムを作成し誤ったデ

ータを提供したケースが生じ、補助金の過払いを招く事態となったことを踏まえ、誤提供の再発防止のため、業務改善策

として、ア）プログラム作成前に、提供を求められているデータの内容を担当する全職員の間で正しく共有する、イ）新

規作成したプログラムは、システムエンジニアなどの第三者による確認を義務付ける、ウ）プログラムの実行過程におけ

る中間保管により、プログラムが適正に稼働しているかの検証を提供開始前に行う、エ）抽出結果は、適正性を確認した

後に提供するなどの措置を講じており、これらの取組を作業手順書に取りまとめて部内で共有し、情報提供手順に沿って

作業を進めるなど実施を徹底した。 

 

また、牛個体識別検索サービスで提供している牛の履歴情報等について、利用者ニーズを踏まえてデータの加工・流用

が容易なＸＭＬ形式で提供するシステムの利用を推進し、24件（第５期中期期間で 12件増）の利用者に安定的に情報提

供するとともに、翌年度の年間契約を締結し、継続利用を確保するなど、牛個体識別情報の一層の有効活用を進めた。 

 

情報提供の際は、提供ファイルにパスワードを設定するなど個人情報を適正に管理するとともに、令和５年度に牛個体

識別全国データベース利用規程を改正し、利用申請を電子メール等により効率良く受理し処理することにより、迅速かつ

的確に情報提供を行った。 

 

令和５年度から畜産クラウド全国推進コンソーシアムの構成員として、牛個体識別情報活用の基盤である牛個体識別電

算システムの効率的・安定的な運用に関する機能強化及び利便性向上に向け、中期目標設定時には想定されていなかった

全面的なシステム再開発に取組んでいる。 

システム再開発に当たっては、令和４年度に発生した誤ったデータ提供の反省から、担当職員だけで業務が完結しない

仕組みとして、職員ごとの適切な権限の付与や作業記録の保存のほか、別の職員によるチェックや承認の機能を設けるこ

とをシステム要件として盛り込み、ヒューマンエラーの予防や削減を図る工夫を講じた。 

 

このほか、畜産関係団体の意見・要望を把握するためのアンケート調査を行い、牛個体識別電算システムの再開発にお

いて対応を検討する事項として回答を取りまとめるとともに、これまでのユーザー対応等により蓄積された要望や意見等

を含めた業務全体の現状を把握するための調査を行い、調査結果を踏まえ新たな業務フローを検討し、検討結果をシステ

ム再開発の基礎とし、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群に定められている情報セキュリティ対

策の確保を含め、これら各要件を取りまとめた要件定義を実施し、牛個体識別電算システム再開発計画を策定した。当該

計画に基づき、セキュリティ要件を含む各要件を仕様書等に明示し、システム再開発に取り組み、クラウド環境でのデー

タベース構築等、基礎となるシステムの構築工程を完了した。 

さらに、コンソーシアムで提示された畜産クラウドの機能強化方針に基づく牛個体識別情報の多様な情報提供ニーズに

対応した整備として、情報利用希望者からのヒアリングを実施し、その結果や令和５年度に実施したアンケート調査での

＜評定と根拠＞ 

 「Ａ」 

 

牛個体識別データの有効活用のため、以下の情報提供等に取り組

んだ。 

 

① 9,107 件の同意農家に係る牛個体識別情報の全国版畜産クラウ

ドへの提供並びに届出統計情報の畜産クラウドを通じた農業デー

タ連携基盤（ＷＡＧＲＩ）への提供を行った。 

 

② オンラインで情報提供している全国団体（４団体）について、

システム改修の要望に応じて一部クラウドサービスに移行すると

ともに、全国団体との意見交換会によりシステムの稼働状況及び

懸案事項について意見交換を行うなど、システムの安定稼働と円

滑な情報提供の維持に努めた。さらに、翌年度の年間契約につい

ても締結するなど継続利用を確保した。 

 

③ 国・都道府県・関係団体や牛の管理者等利用者の要望に応じた

データ提供について、国、都道府県、農協等が行う各種補助事業

における要件確認等の増加に対応し、6,031 回提供（第４中期目

標期間は利用請求 2,211 件）するなど、多数の利用請求に対し情

報提供を行い、補助事業の適正な実施に貢献した。また、令和４

年度の誤提供を踏まえ、誤提供の再発防止のための業務改善策を

作業手順書に取りまとめ、実施を徹底した。 

 

④  牛の履歴情報等をデータの加工・流用が容易なＸＭＬ形式で提

供するシステムの利用を推進し、24 件の利用者に継続的に情報

提供するとともに、翌年度の年間契約についても締結し継続利用

を確保するなど、牛個体識別情報の一層の有効活用を進めた。 

 

上記に加え、業務の効率化、利便性向上を含めた多様なニーズへ

の対応、情報セキュリティ対策を含めたシステム再開発のため、以

下の業務に取り組んだ。 

 

① 令和５年度から畜産クラウド全国推進コンソーシアムの構成員

として、中期目標設定時には想定されていなかった牛個体識別情

報活用の基盤である牛個体識別電算システムの全面的な再開発

に取り組んだ。 

システム再開発に当たっては、業務フローから見直すことで業務

全体の効率化を図ったほか、各種要件を取りまとめた上でシステ

ム再開発計画を策定し、計画的なシステム再開発に取り組んだ。 

さらに、コンソーシアムで提示された畜産クラウドの機能強化方

針に基づく整備にも着手し、暫定環境による仮運用システムを構

築するなど、積極的に利用を推進し、暫定環境の仮運用システム

によるデータ提供を令和８年３月から試行的に開始した。 
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意見・要望を踏まえ、暫定環境による仮運用システムを構築してきたところ、令和８年３月から暫定環境の仮運用システ

ムによるデータ提供を開始した。積極的に利用を推進し、事前に（令和６年度）に申し出があった当該コンソーシアム関

係民間企業との利用申請手続きを行い、暫定環境下でのデータ提供を試行的に実施した。 

 

② 令和５年度に牛個体識別全国データベース利用規程を改正する

ことにより、利用申請を電子メールにより効率良く受理し処理で

きるよう改善し、個人情報を適正に管理しつつ、迅速かつ的確に

情報提供を行った。 

 

③ システム面においても、担当職員だけで完結しないダブルチェ

ックの仕組みをシステム要件に盛り込み、ヒューマンエラーの削

減を図る工夫を講じた。 

 

 以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－７ 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

７ センターの人材・資源を活用した外部支援 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

        予算額（千円） 258 411 353 326 265 

        決算額（千円） 121 252 52 120 280 

        経常費用（千円） 121 252 52 120 280 

        経常利益（千円） -121 -252 -37 -104 -264 

        行政コスト（千円） 121 252 52 120 280 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－７の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ７ センターの人材・資源を活用した外部支援 

 

これまでセンターでは、地震や台風等の大規模な自然

災害、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染性

疾病が発生した場合、被害のあった地域等の畜産の復

旧・復興に向けた支援を実施してきたところである。 

今後とも、災害等が発生した場合において、農林水産

省、都道府県等からの要請等に応じて、センターの持つ

技術・知見・人材を活用した支援について、通常業務に

支障が生じない範囲で、積極的に対応することとする。 

また、外部からの試験研究に関する協力依頼等の作業

受託についても、通常業務に支障が生じない範囲で、積

極的に対応することとする。 

 

 

 

 

 

 

７ センターの人材・資源を活用した外部支援 

 

国内における大規模な自然災害や家畜伝染性疾病

の発生に伴い、被害のあった地域等の畜産の復旧・復

興に資するよう、農林水産省、都道府県等から要請等

があった場合や、都道府県、大学等から試験研究に関

する協力依頼等があった場合には、センターの持つ技

術・知見・人材や家畜等を活用し、通常業務に支障が

生じない範囲で積極的に支援・協力するものとし、次

の取組を行う。 

＜評価指標＞ 

小項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）緊急時における支援   Ｓ：５点 

 

（２）災害等からの復興の支援 Ａ：４点 

 

（３）作業の受託等      Ｂ：３点 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

平均点：４点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－７－（１） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

７ センターの人材・資源を活用した外部支援 （１）緊急時における支援 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

防疫対応作業等への人

員派遣 
－  22人 76人 26人 13人 14人 

予算額（千円） 258 411 353 326 265 

決算額（千円） 121 252 52 120 280 

（うち家畜伝染性疾病） －  22人 76人 26人 13人 14人 
経常費用（千円） 121 252 52 120 280 

経常利益（千円） -121 -252 -37 -104 -264 

（うち自然災害） －  － － － － － 
行政コスト（千円） 121 252 52 120 280 

従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

 （うち常勤職員） 758 736 737 748 747  

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－７の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （１）緊急時における支

援 

 

国内において、高病原

性鳥インフルエンザ等家

畜伝染性疾病や自然災害

が発生し、農林水産省又

は都道府県等から防疫対

応作業等への人員派遣要

請があった場合には、業

務に支障のない範囲で、

積極的に対応することと

する。 

また、緊急時における

支援を円滑に行うため、

情報を速やかに伝達･共

有できるよう連絡体制の

整備等に取り組むことと

する。 

 

【指標】 

○農林水産省又は都道府

県からの人員派遣要請

に対する対応実績 

○センター内における情

報の速やかな伝達･共

有に関する取組状況 

（１）緊急時にお

ける支援 

 

国内において、

高病原性鳥インフ

ルエンザ等家畜伝

染性疾病や自然災

害が発生し、農林

水産省又は都道府

県等から防疫対応

作業等への人員派

遣要請があった場

合には、業務に支

障のない範囲で、

積極的に対応す

る。 

また、緊急時に

おける支援を円滑

に行うため、情報

を速やかに伝達･

共有できるよう連

絡体制の整備等を

行う。 

＜主な評価指

標＞ 

農林水産省

又は都道府県

からの人員派

遣要請に対す

る対応実績 

センター内に

おける情報の

速 や か な 伝

達･共有に関

する取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

農林水産省からの緊急的な防疫対応作業への要請に速やかに対応するため、本所・各牧場等から職員の派

遣が可能となる連絡体制を整備するとともに、本所・各牧場等連絡担当者の個人携帯電話へのメール送受信

により緊急連絡体制の確認を行い（毎年度２回実施）、速やかな職員の派遣が可能であることを確認し要請

に備えた。 

令和３年度には、４月以降農林水産省からの高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生の事例（27 例）

を速やかに伝達・共有を行った。加えて、防疫作業への緊急支援要請（５例）に対応し、速やかに派遣準備

を行い、栃木県・群馬県・宮城県の農場で発生した豚熱４例、12 月に熊本県の農場で発生した高病原性鳥

インフルエンザ１例に対して、派遣要請先の求めに応じ、防疫現場で不足していた重機の取扱いに熟練した

職員を延べ 22名、曜日を問わず通常業務や休日当番等を調整した上で、速やかに現地に派遣した。 

令和４年度には、４月以降農林水産省からの高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生の事例（99 例）

を速やかに伝達・共有を行った。加えて、防疫作業への緊急支援要請（14 例）に対応し、速やかに派遣準

備を行い、群馬県・栃木県の農場で発生した豚熱２例、10 月以降、北海道、岡山県、茨城県、福岡県、新

潟県の農場で発生した高病原性鳥インフルエンザ８例に対して、派遣要請先の求めに応じ、防疫現場で不足

していた重機の取扱いに熟練した職員を延べ 76名、曜日を問わず通常業務や休日当番等を調整した上で、

速やかに現地に派遣した。 

令和５年度には、４月以降農林水産省からの高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生等の事例（16 例）

を速やかに伝達・共有を行った。加えて、北海道、群馬県の農場で発生した高病原性鳥インフルエンザ４例

への防疫作業緊急支援要請に対応し、速やかに派遣準備を行い、派遣要請先の求めに応じ、防疫現場で不足

していた重機の取扱いに熟練した職員を延べ 26名、年度始年末年始等曜日を問わず通常業務や休日当番等

を調整した上で、速やかに現地に派遣した。 

令和６年度には、４月以降農林水産省からの高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生の事例（59 例）

を速やかに伝達・共有を行った。加えて、栃木県の農場で発生した豚熱１例及び新潟県の農場で発生した高

病原性鳥インフルエンザ１例への防疫作業緊急支援要請に対応し、速やかに派遣準備を行い、派遣要請先の

求めに応じ、防疫現場で不足していた重機の取扱いに熟練した職員を延べ 13名、曜日を問わず通常業務や

休日当番等を調整した上で、速やかに現地に派遣した。 

令和７年度には、４月以降農林水産省からの高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生の事例（28 例）

を速やかに伝達・共有を行った。加えて、群馬県の農場で発生した豚熱１例及び新潟県の農場で発生した高

病原性鳥インフルエンザ１例への防疫作業緊急支援要請に対応し、速やかに派遣準備を行い、派遣要請先の

求めに応じ、防疫現場で不足していた重機の取扱いに熟練した職員を延べ 14名、曜日を問わず通常業務や

＜評定と根拠＞ 

「Ｓ」 

 

高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱の発生に際

し、発生道県からの防疫作業への要請に対して、

５年間で延べ 151 名を速やかに派遣し、現地での

防疫作業の円滑化に貢献した。 

要請を受けるに当たっては、年度始めや年末年

始等曜日を問わず、農林水産省、センター本所、

発生道県周辺の牧支場との間で緊張感をもって連

携しながら、通常業務や休日当番等を調整し迅速

に対応した。 

令和３年９月には、高病原性鳥インフルエンザ、

豚熱、各々について、まん延を防止するための防

疫措置への貢献に対する農林水産大臣表彰を受け

た。 

 

以上のとおり、中期計画を大きく上回り、かつ

顕著な成果が得られた。 
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休日当番等を調整した上で、速やかに現地に派遣した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－７－（２） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

７ センターの人材・資源を活用した外部支援 （２）災害等からの復興の支援 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

粗飼料の供給に関する

支援 
－  １回 － － － １回 

予算額（千円） 258 411 353 326 265 

決算額（千円） 121 252 52 120 280 

 経常費用（千円） 121 252 52 120 280 

        経常利益（千円） -121 -252 -37 -104 -264 

        行政コスト（千円） 121 252 52 120 280 

        従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

         （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－７の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （２）災害等からの復興の支援 

 

自然災害や家畜伝染性疾病により影響

を受けた地域における畜産業の復興を支

援するため、農林水産省又は都道府県等か

ら、種畜や粗飼料等の供給に関する支援に

ついて要請を受けた場合には、業務に支障

のない範囲で、積極的に対応することとす

る。 

このため、センターで行う優良品種を活

用した粗飼料生産については、災害等から

の復興の支援に対応するため、センターの

通常業務に伴う需要を上回る生産に取り

組むこととする。 

さらに、災害等による影響を考慮して、

全国的な視点からの家畜改良に資するよ

うな、種畜等の育種資源の保管・調査・検

査等の計画的な実施に関する協力依頼を

受けた場合には、防疫措置等を考慮した上

で、積極的に対応することとする。 

 

【指標】 

○種畜や粗飼料等の供給等に関する農林

水産省又は都道府県からの支援要請へ

の対応実績 

 

（２）災害等からの復興の支援 

 

自然災害や家畜伝染性疾病に

より影響を受けた地域における

畜産業の復興を支援するため、農

林水産省又は都道府県等から、種

畜や粗飼料等の供給に関する支

援について要請を受けた場合に

は、業務に支障のない範囲で、積

極的に対応する。 

このため、センターで行う優良

品種を活用した粗飼料生産につ

いては、災害等からの復興の支援

に対応するため、センターの通常

業務に伴う需要を上回る生産に

取り組む。 

さらに、災害等による影響を考

慮して、全国的な視点からの家畜

改良に資するような、種畜等の育

種資源の保管・調査・検査等の計

画的な実施に関する協力依頼を

受けた場合には、防疫措置等を考

慮した上で、積極的に対応する。 

＜主な評価指

標＞ 

種畜や粗飼

料等の供給等

に関する農林

水産省又は都

道府県からの

支援要請への

対応実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

毎年発生した集中豪雨、台風及び地震等自然災害発生時や年度初め年末年始時期

に農林水産省からの粗飼料の支援可能数量の調査依頼により各牧場の支援可能数

量を報告した。 

センターで行う粗飼料生産については、北海道から九州にかけてそれぞれの気候

風土に適した草種の中から国内育成優良品種を主体に作付けを行い、家畜改良セン

ターの年間需要量を上回る 122%（ＴＤＮベース/令和 3～7年の平均値）の生産を行

い、災害等における緊急の粗飼料支援に対応した。（再掲） 

令和３年度は、北海道における少雨被害について、粗飼料不足の支援として粗飼

料ロールを紋別市、新得町に 216 個（97.2トン）を提供した。 

令和７年度は、九州南部における８月の豪雨被害について、鹿児島県より粗飼料

支援の要望があり、現地状況の照会など調整を行った上で、ロール 25 個を提供し

た。 

自然災害、鳥インフルエンザ等発生の際に、農林水産省からの指示を受けて畜産

経営支援協議会が整備し、センターで備蓄している資材（発電機、消石灰等）を提

供できるよう、発電機の稼働点検、資材の在庫確認等を行った。 

令和６年能登半島地震（令和６年１月）及び令和 7年熊本県豪雨災害（令和 7年

８月）発生の際には、農林水産省からの指示に従い、迅速に石川県及び熊本県への

備蓄資材（発電機、水タンク等）の搬出を行った。特に石川県への発送については、

年初めかつ現地の状況が不明で余震も懸念された極めて厳しい状況の下、運送業者

の手配は困難を極めたが、情報収集、運送業者の検索など懸命に行ったことにより、

適切な業者の手配、調整、資材の積込みなどを迅速に行うことができた。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

① 令和３年７月の北海道での少雨による

粗飼料不足の支援として粗飼料ロールを

紋別市、新得町に 216 個（97.2トン）を

提供した。 

 

②  令和７年８月の九州南部における豪雨

被害について、鹿児島県より粗飼料支援

の要望があり、現地状況の照会など調整

を行った上で、ロール 25個を提供した 

 

③ 令和６年能登半島地震発生の際には、年

初めの困難な状況下において、運送業者

の手配、調整及び資材の積み込みなどを

迅速に行い、石川県への搬出を行った。 

 

④ 令和７年熊本県豪雨災害発生の際は、

運送業者の手配、調整及び資材の積み込

みなどを迅速に行い、熊本県への搬出を

行った。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が

得られた。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－７－（３） 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

７ センターの人材・資源を活用した外部支援 （３）作業の受託等 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

提供件数 － 82  74 87 107 123 98 予算額（千円） 258 411 353 326 265 

①生体材料、牧草等 － 74  67 68 92 106 83 決算額（千円） 121 252 52 120 280 

②家畜等の形質データ －  １  ７ ６ － ２ ２ 経常費用（千円） 121 252 52 120 280 

③土地・施設 －  ３ － ８ ８ ７ ７ 経常利益（千円） -121 -252 -37 -104 -264 

④技術指導・調査等 －  ４ － ５ ７ ８ ６ 行政コスト（千円） 121 252 52 120 280 

＊１ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 従事人員数（人） 963 933 932 918 897 

        （うち常勤職員） 758 736 737 748 747 

（注）②主要なインプット情報のうち財務情報は、第１－７の事務及び事業にかかる情報を、人員に関する情報は、法人全体の情報を記載しています。 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （３）作業の受託等 

 

都道府県、大学、民間等から、

家畜由来の温暖化効果ガスの

削減等の全国的な視点からの

飼養管理の改善や、家畜伝染性

疾病をはじめとした家畜衛生

に関する調査等に資するよう

な、センターが飼養する家畜を

用いた試験研究に関する協力

依頼を受けた場合には、防疫措

置等を考慮した上で、積極的に

対応することとする。 

 

【指標】 

○飼養管理の改善や家畜衛生

に関する調査等に資するよ

うな、都道府県、大学、民間

等からの協力依頼への対応

実績 

 

 

 

 

 

（３）作業の受託等 

 

都道府県、大学、民間

等から、飼養管理の改

善や家畜衛生に関する

調査をはじめとした全

国的な視点から取り組

む試験研究に関する協

力依頼があった場合、

センターが保有する家

畜等のリソースを活用

して貢献できるものに

ついては、防疫措置等

を考慮した上で、積極

的に対応する。 

＜主な評価指標＞ 

飼養管理の改善や

家畜衛生に関する調

査等に資するよう

な、都道府県、大学、

民間等からの協力依

頼への対応実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 都道府県、大学、民間等から、全国的な視点等からの家畜改良、飼養管理の

改善に資する育種改良に関する材料提供、調査の計画的な実施に係る協力依頼

を受け、令和３年度から令和７年度までに、センターにおける防疫措置等を考

慮した上で試験研究材料としてセンター保有家畜の種卵、牛乳等の生体材料の

提供を 416 件、山羊の乳量、鶏の成績データ等の提供を 17 件、実習のための

畜舎等の施設使用を 30件、山羊の飼養管理に関する調査等を 26件対応した。 

加えて、共同研究等においては、提供した材料は論文投稿や学会発表に貢献

している。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

  

中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 第４ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためと

るべき措置 

 

＜評価指標＞ 

中項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

１ 一般管理費等の削減 Ｂ：３点 

 

２ 調達の合理化    Ｂ：３点 

 

３ 業務運営の改善   Ｂ：３点 

 

４ 役職員の給与水準等 Ｂ：３点 

         

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

平均点：３点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－１ 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためのとるべき措置 

１ 一般管理費等の削減 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

一般管理費（決算額） 
毎年度平均で対前年

度比３％以上の抑制 

144 139 

▲３％    

135 

▲３％ 

130 

▲３％ 

127 

▲３％ 

123 

▲３％ 

単位：百万円 

下段は対前年度比の抑制率 

業務経費 （決算額） 
毎年度平均で対前年

度比１％以上の抑制 

799   791 

▲１％   

782 

▲１％ 

774 

▲１％ 

767 

▲１％ 

759 

▲１％ 

単位：百万円 

下段は対前年度比の抑制率 

＊１ 各年度の金額は、人件費、公租公課、出荷手数料等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費等を除いた運営費交付金の決算額である。 

＊２ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 １ 一般管理費等の削減 

 

運営費交付金を充当して行う事

業について、業務の見直し及び効率

化を進め、一般管理費（人件費、公

租公課等の所要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因により増減す

る経費を除く。）については毎年度

平均で対前年度比３％以上の抑制、

業務経費（公租公課、出荷手数料等

の所要額計上を必要とする経費及

び特殊要因により増減する経費を

除く。）については毎年度平均で対

前年度比１％以上の抑制に取り組

むこととする。 

 

【指標】 

〇一般管理費削減率：前年度比３％ 

〇業務経費削減率：前年度比１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一般管理費等の削減 

 

運営費交付金を充当して行う事

業について、業務の見直し及び効

率化を進め、一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計上を必要と

する経費及び特殊要因により増減

する経費を除く。）については毎

年度平均で対前年度比３％以上の

抑制、業務経費（公租公課、出荷手

数料等の所要額計上を必要とする

経費及び特殊要因により増減する

経費を除く。）については毎年度

平均で対前年度比１％以上の抑制

に取り組む。 

 

＜主な評価指標＞ 

一般管理費削減率 

業務経費削減率 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

運営費交付金を充当して行う事業について、業務の見直し及び効率化を進めたも

のの、物価高騰によって経費が増大したために、施設の修繕や農機具の更新等も抑

制することで、消費者物価指数及び自己収入調整額を除き、一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除

く。）については、毎年度対前年度比３％以上抑制し、業務経費（公租公課、出荷

手数料等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除

く。）については、毎年度対前年度比１％以上抑制し、計画どおり実施した。 

 

一般管理費及び業務経費を抑制させるため効率的な予算執行を図った。 

電気料について、基本料金に影響するデマンド値の推移を所内電子掲示板等に示

し、職員のコスト縮減意識の向上を図るとともに、業務に支障のない範囲での節電

の協力を求めた。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

運営費交付金を充当して行う事業につ

いて、業務の見直し及び効率化を進め、物

価高騰の情勢の中でも中期計画どおり抑

制を達成した。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２ 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためのとるべき措置 

２ 調達の合理化 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

契約監視委員会の開催 － ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
 

競争性のある契約に占める

一者応札・応募の割合 
－ 29.1％ 31.4％ 30.0％ 33.7％ 32.8％ 34.2％ 件数ベース 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 調達の合理化 

 

「独立行政法人における調達

等合理化の取組の推進について」

（平成 27年５月 25日総務大臣決

定）等を踏まえ、公正かつ透明な

調達手続による適正で迅速かつ

効果的な調達を実現する観点か

ら、センターが毎年度策定する

「調達等合理化計画」に基づき取

り組むこととする。 

また、随意契約については「独

立行政法人の随意契約に係る事

務について」（平成 26年 10 月１

日総管査第 284 号総務省行政管

理局長通知）に基づき明確化し

た、随意契約によることができる

事由により、公正性・透明性を確

保しつつ合理的な調達に取り組

むこととする。 

さらに、契約監視委員会による

点検を受け、調達の合理化に取り

組むこととする。 

 

【指標】 

〇競争性のある契約に占める一

者応札・応募の割合の低減に関

する取組状況 

２ 調達の合理化 

 

「独立行政法人における調達等合理化の

取組の推進について」（平成 27 年５月 25日

総務大臣決定）等を踏まえ、公正かつ透明な

調達手続による適正で迅速かつ効果的な調

達を実現する観点から、毎年度策定する「調

達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組

む分野や、調達に関するガバナンスの徹底等

について、着実に実施する。 

また、随意契約については「独立行政法人

の随意契約に係る事務について」（平成 26年

10 月１日付け総管査第 284 号総務省行政管

理局長通知）に基づき明確化した随意契約に

よることができる事由により、公正性・透明

性を確保しつつ合理的な調達を実施するこ

ととし、競争性のない随意契約を行う場合

は、契約審査委員会を開催し、随意契約によ

ることができる事由により真に随意契約で

あるかどうかの判断を行い、公正性・透明性

を確保しつつ、合理的な調達を推進する。 

さらに、監事及び外部有識者によって構成

する契約監視委員会において、競争性のない

随意契約の検証や、一般競争等について真に

競争性が確保されているかの点検・見直しを

行い、その結果を公表するとともに、「調達

等合理化計画」に反映させ、更なる合理化を

推進する。 

 

＜主な評価指標＞ 

競争性のある契約

に占める一者応札・応

募の割合の低減に関

する取組状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

毎年６月末までに調達等合理化計画＊を策定・公表し、同計画において定めた

重点的に取り組む分野、調達に関するガバナンスの徹底等について、着実に実施

した。 

また、年２回開催する契約監視委員会において、競争性のない随意契約の検証

又は一般競争等について真に競争性が確保されているかの点検・見直しを行い、

その結果を公表した。 

さらに、競争性のない随意契約を行う場合は、契約審査委員会を開催し、随意

契約によることができる事由に該当するか等の審査を経て契約を行った。 

競争性のある契約に占める一者応札・応募の割合の低減に関する取組として、

応札者の発掘、入札準備の早期化、公告期間の十分な確保及び業務の品質確保が

できる必要最低限の仕様とする等の積極的な取組を進めたところ、地域によっ

ては応札者が少ない等の条件下で、一者応札・応募の割合について約３割となっ

た。 

 

 

 

＊調達等合理化計画の自己評価の詳細はホームページ内、調達情報＞公表事項 

(http://www.nlbc.go.jp/chotatsujoho/kohyo/index.html)に掲載。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 

 

 

http://www.nlbc.go.jp/chotatsujoho/kohyo/index.html
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３ 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためのとるべき措置 

３ 業務運営の改善 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

ネット会議の利用回数 －   84回 114回 117回 94回 71回 63 回 
 

ウェブ会議の利用回数 － 107回 511回 384回 466回 619回 682 回 
 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 業務運営の改善 

 

業務運営の改善を推進するため、「国の行政の業務

改革に関する取組方針」（平成 28 年８月２日総務大

臣決定）等を踏まえ、情報システム導入・更新時にお

ける業務の見直し及びネット会議システムの活用に

よる業務の効率化に取り組むこととする。 

情報システムの整備及び管理については、デジタル

庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的

な方針」（令和３年 12月 24日デジタル大臣決定）に

則り適切に対応するとともに、PMO の設置等の体制整

備を行う。 

 

 

【指標】 

〇業務運営の改善への取組実績 

 

 

 

 

 

３ 業務運営の改善 

 

業務運営の改善を推進するため、「国の行政

の業務改革に関する取組方針」（平成 28 年８

月２日総務大臣決定）等を踏まえ、情報システ

ム導入・更新時には、業務と情報システムの関

係を整理し、整備を計画的に行うとともに、手

続きの簡素化、業務処理の迅速化など業務の見

直しを行う。また、ネット会議システム等を活

用し、本所及び牧（支）場間のネット会議等を

実施することにより、業務の効率化を図る。 

なお、情報システムの整備及び管理について

は、デジタル庁が策定した「情報システムの整

備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月

24 日デジタル大臣決定）に則り適切に対応す

るとともに、PMO（ポートフォリオ・マネジメ

ント・オフィス）の設置等の体制整備を行う。 

＜主な評価指標＞ 

業務運営の改善へ

の取組実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

ネットワーク管理システム、会計システム及び人事給与シ

ステムの更新に当たっては、業務と情報システムの関係を整

理し、整備を計画的に行うとともに、手続きの簡素化、業務

処理の迅速化などの業務見直しを行い、計画どおり実施し

た。 

ネット会議システム等の活用については、ネット会議シス

テムを利用した定期的な会議の開催や、ウェブ実施される会

議等への積極的な参加に繋げるため、ソフトウェア導入等の

サポート体制を強化し、経費節減及び利用者の業務の効率化

を図った。 

また、ＰＭＯ設置等の体制整備については、令和６年７月

にＰＭＯ設置規程を制定し、ＩＴガバナンスの強化、情報シ

ステムの統一的かつ効率的な整備及び管理の推進体制等を

整備した。 

 

＜評定と根拠＞ 

  「Ｂ」 

 

 中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 

 

 

 



 

83 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－４ 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためのとるべき措置 

４ 役職員の給与水準等 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ４ 役職員の給与水準等 

 

役職員の給与については、役

員の業績や職員の勤務成績を考

慮するとともに、国家公務員の

給与、民間企業の役員の報酬、民

間企業の従業員の給与等及び法

人の業務の実績並びに職員の職

務の特性及び雇用形態その他の

事情を考慮した支給基準を定

め、透明性の向上や説明責任の

一層の確保のため、給与支給に

当たっての基準、給与水準（ラス

パイレス指数等）等の公表に取

り組むこととする。 

 

【指標】 

〇毎年度の役職員の給与水準等

の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 役職員の給与水準等 

 

役職員の給与について

は、役員の業績や職員の勤

務成績を考慮するととも

に、国家公務員の給与、民

間企業の役員の報酬、民間

企業の従業員の給与等及

び法人の業務の実績並び

に職員の職務の特性及び

雇用形態その他の事情を

考慮した支給基準を定め、

透明性の向上や説明責任

の一層の確保のため、給与

支給に当たっての基準、給

与水準（ラスパイレス指数

等）等を公表する。 

＜主な評価指標＞ 

毎年度の役職員

の給与水準等の実

績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

役職員の給与については、役員の業績や職員の勤務成績を考慮するとともに、国家公務員・民間企業の役

員・従業員の報酬・給与等を勘案して支給基準を定め、公表した。 

役職員の毎年度の給与水準については、附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開により、給与

支給にあたっての基本方針及び給与水準（ラスパイレス指数等）等について、公表を行った。 

 

＜評定と根拠＞ 

  「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３ 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 第５ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収

支計画及び資金計画 

 

＜評価指標＞ 

中項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１ 予算                － 

 

２ 収支計画              － 

 

３ 資金計画              － 

 

４ 決算情報・セグメント情報の開示 Ｂ：３点 

 

５ 自己収入の確保         Ｂ：３点 

 

６ 保有財産の処分         Ｂ：３点 

 

         

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

平均点：３点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－１、２、３、４ 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 、 ２ 収支計画 、 ３ 資金計画 、 ４ 決算情報・セグメント情報の開示 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

運営費交付金（予算額） － 7,025  8,091 7,834 7,453 7,393 7,034 単位：百万円 

業務経費  （予算額） － 2,475  2,405 2,758 2,961 2,542 2,365 単位：百万円 

一般管理費 （予算額） － 286   295  291   319  322 309 単位：百万円 

人件費   （予算額） － 6,136  6,295 6,590 5,769 6,246 5,849 単位：百万円 

＊1 業務経費及び一般管理費は、農畜産物売払代等の諸収入財源等を含む予算額である。 

＊2 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 １ 財務運営の適正化 

 

中期目標期間における予算、収支計画及び資金計

画を適正に計画するとともに、効率的な執行に取り

組むこととする。 

また、センターの財務内容等の一層の透明性を確

保する観点から、決算情報や一定の事業等のまとま

りごとの適正な区分に基づくセグメント情報の開

示の徹底に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○業務区分に基づくセグメント情報の公表実績 

 

１ 予算 

 

２ 収支計画 

 

３ 資金計画 

 

＜１～３：各表省略＞ 

 

４ 決算情報・セグメント情報の開示 

センターの財務内容等の一層の透明

性を確保する観点から、決算情報や一

定の事業等のまとまりごとの適正な区

分に基づくセグメント情報を開示す

る。 

 

＜主な指標＞ 

業務区分に基

づくセグメント

情報の公表実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

一定の事業等のまとまりを単位とした予算、収支計画及び

資金計画を策定することにより、中期計画に掲げる事務事業

と予算の見積もりとの対応関係を明確にするとともに、決算

との比較による計画の実施状況及び計画と実績の差につい

て把握し、併せて、貸借対照表及び損益計算書の前年度比較

を実施することで、主たる増減要因を明らかにした。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 

目的積立金等の状況                                        （単位：百万円） 

   
令和３年度 

（初年度） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

（最終年度） 

前中期目標期間繰越積立金 67 43 21 11 6 

目的積立金 － － － － － 

積立金  － 120 250 424 70 

         － 

その他の積立金等 － － －  － 

運営費交付金債務 841 1,081 1,187 972 － 

当期の運営費交付金交付額（ａ） 8,091 7,834 7,453 7,393 7,034 

  うち年度末残高（ｂ） 841 632 753 538 － 

当期運営費交付金残存率（ｂ÷ａ） 10.4％ 8.1％ 10.1％ 7.3％ － 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－５ 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

５ 自己収入の確保 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

受託収入（決算額） － 195  182  218  244  225 214 単位：百万円 

諸収入 （決算額） － 1,322  1,316  1,275  1,256  1,266 1,388 単位：百万円 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

２ 自己収入の確保 

 

自己収入の確保に当たっては、事務及び事業

の実施に伴い発生する畜産物等の販売、受託研

究等の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正

化等により取組を進める。 

特に、「独立行政法人改革等に関する基本的な

方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)におい

て、「法人の増収意欲を増加させるため、自己収

入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金

の要求時に、自己収入の増加見込み額を充てて

行う新規業務の経費を見込んで要求できるもの

とし、これにより、当該経費に充てる額を運営費

交付金の要求額の算定に当たり減額しないこと

とする。」とされていることを踏まえ、本中期目

標の方向に則して、適正に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○毎年度の自己収入額の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 自己収入の確保 

 

自己収入の確保に当たっては、事務及び事業の

実施に伴い発生する畜産物等の販売、受託研究等

の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化等に

より取組を進める。 

特に、「独立行政法人改革等に関する基本的な

方針」(平成 25年 12月 24日閣議決定)において、

「法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の

増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求

時に、自己収入の増加見込み額を充てて行う新規

業務の経費を見込んで要求できるものとし、これ

により、当該経費に充てる額を運営費交付金の要

求額の算定に当たり減額しないこととする。」と

されていることを踏まえ、本中期計画の方向に則

して、情報セキュリティの強化等、センターの基

盤強化につながる取組に適切に対応する。 

＜主な評価指標＞ 

毎年度の自己収入

額の実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 事務及び事業の実施に伴い発生する畜産物等の販売、受託研究等

の外部研究資金の獲得、受益者負担の適正化等により自己収入の確

保に努めたことで、各年度で、受託収入及び諸収入の合計予算額を

上回る収入を確保した。予算額に対し増加した自己収入は、中期計

画の方向に則して情報セキュリティの強化等、センターの基盤強化

につながる取組に適切に対応した。 

 

＜評定と根拠＞ 

  「Ｂ」 

 

中期計画どおり自己収入を

確保した。 

 

４．その他参考情報 

 

 

 



 

87 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－６ 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

６ 保有資産の処分 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 保有資産の処分 

 

保有資産については、「独立行政法人

の保有資産の不要認定に係る基本的視

点について」（平成 26年９月２日付け総

管査第 263号総務省行政管理局長通知）

に基づき、保有の必要性を不断に見直

し、保有の必要性が認められないものに

ついては、不要財産として国庫納付等を

行うことに取り組むこととする。 

 

【指標】 

○国庫納付等の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 保有資産の処分 

 

保有資産については、「独立行政法

人の保有資産の不要認定に係る基本

的視点について」（平成 26 年９月２

日付け総管査第 263 号総務省行政管

理局長通知）に基づき、土地・建物等

の保有資産を最大限活用するため、毎

年度、保有資産の利用状況を調査して

保有の必要性を不断に見直し、利用度

の著しく低いものについては、有効利

用の可能性や、経済合理性等の観点に

沿って将来の利用見込み・保有の必要

性等について検討を行い、保有の必要

性が認められないものについては、不

要財産として国庫納付や除去処分等

を行う。 

＜主な評価指標＞ 

国庫納付等の実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

保有財産の利用状況について、土地・建物等の保有資産

を最大限活用するため、各牧場から毎年度毎に農機具管

理台帳や減損兆候判定シートによる報告により確認し、

保有の必要性を不断に見直し、利用の低いものについて

は、有効利用の可能性、経済合理性等の観点に沿って将来

の利用見込み、保有の必要性等について検討した。 

検討した結果、保有の必要性が認められない建物、構築

物及び車両運搬具等物品類については、不要財産として

除去処分するなど計画どおり実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

 中期計画どおり実施した。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４、第５、第６、第７ 

 

第４ 短期借入金の限度額 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

第６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

第７ 剰余金の使途 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 中期目標 中期計画 法人の業務実績・自己評価 

  第４ 短期借入金の限度額 

10億円 

（想定される理由） 

運営費交付金の受入れの遅延。 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

短期借入金の借入はなかった。 

         

 第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関

する計画 

なし 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

  

なし 

        

 第６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計

画 

なし 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

  

なし 

        

 第７ 剰余金の使途 

剰余金の使途は、育種素材の導入、機械及び車両の更新・修理、施設の整備・改修、草地の整備・

更新、情報セキュリティ関連システムの整備・改修、事務処理ソフトの導入等センター基盤の維持、

強化を図るために必要な経費とする。 

 

＜主要な業務実績＞ 

   

剰余金の使途に充てる積立金はなかった。 

       

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 第６ その他業務運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 ＜評価指標＞ 

中項目の評定 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

１ ガバナンスの強化       Ａ：４点 

 

２ 人材の確保・育成       Ｂ：３点 

 

３ 情報公開の推進        Ｂ：３点 

 

４  情報セキュリティ対策の強化   Ｂ：３点 

 

５ 環境対策・安全衛生管理の推進 Ｂ：３点 

 

６ 施設及び設備に関する事項   Ｂ：３点 

 

７ 積立金の処分に関する事項   Ｂ：３点 

   

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

平均点：３.１≒３点  

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８－１ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

１ ガバナンスの強化 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

内部統制監視員会の開催 ２回以上 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 
 

ｅラーニングシステムによ

る職員教育の実施 １回以上 １回 ２回 ２回 ３回 

１回(学習方法の組み

替え再編による効率

化を実施) 

１回 

 

監事監査の実施 
本所及び牧（支）場ごと

に、２年に１回以上 
６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所 全 12か所 

＊ 基準値の欄は、前中期目標期間最終年度の実績値である。 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 １ ガバナンスの強化 

 

法令等を遵守しつつ適正に業務を行い、センターに期待される役割を適正に

果たしていくため、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整

備」について（平成 26年 11月 28日付け総管査第 322 号総務省行政管理局長通

知）に基づき業務方法書に定めた事項を適正に実行するとともに、理事長のリー

ダーシップの下で効率的・効果的な業務運営を推進するため、各役員の担当業

務、権限及び責任を明確にし、役員による迅速かつ適正な意志決定が行われるよ

う、各業務に関する進行管理による十分な情報共有に取り組むこと 

とする。 

また、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識向上を図るため、内部統制監

視委員会で審議されたコンプライアンス推進計画に基づく取組の指示及び情報

の周知に取り組むこととする。 

さらに、業務運営（総務事務を含む。）の横断的な点検を行うため、監事又は

補助職員による内部監査の定期的な実施に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○内部統制監視委員会の開催実績 

○各場に対する内部監査の実施実績 

○内部監査を定期的に行うための補助職員の配置 

○ｅラーニングシステムについて、法令遵守に係る職員教育の実施実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ガバナンスの強化 

 

法令等を遵守しつつ適正に業務を行い、センターに期待される役割を適正に

果たしていくため、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整

備について」（平成 26 年 11 月 28 日付け総管査第 322 号総務省行政管理局長

通知）に基づき業務方法書に定めた事項を適正に実行する。また、理事長のリ

ーダーシップの下で効率的・効果的な業務運営を推進するため、各役員の担当

業務、権限及び責任を明確にし、役員による迅速かつ適正な意志決定が行われ

るよう、業務運営に関する重要事項について定期的に役員会を開催して審議・

報告を行い、必要に応じて牧場長会議等を開催するとともに、四半期毎に業務

の進捗状況を取りまとめ、役員等によるモニタリングを実施するなどにより、

各業務に関する十分な情報共有の取組を進める。 

また、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意識向上を図るため、内部統制

監視委員会を毎年度、２回以上開催し、同委員会での審議結果を踏まえ、コン

プライアンス推進計画に基づく取組の指示及び情報の周知徹底に取り組むと

ともに、ｅラーニングシステムによる職員教育を毎年度、１回以上実施する。 

さらに、業務運営（総務事務を含む。）の横断的な点検を行うため、監事又

は補助職員による内部監査を、本所及び牧（支）場ごとに、２年に１回以上行

う。 

＜主な評価指標＞ 

内部統制監視委員

会の開催実績 

各場に対する内部

監査の実施実績 

 

 

（次頁） （次頁） 
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 中期目

標 

中期計

画 

主な評

価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 （前頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前頁） （前頁） ＜主要な業務実績＞ 

理事長のリーダーシップの下で効率的・効果的な業務運営を推進するため、定期的に役員会を開催（毎年度３回開

催）し、業務運営に関する重要事項について審議・報告するとともに、必要に応じて役員意見交換会や牧場長会議を役

員会前後に開催し、業務の進捗状況や懸案事項への対応等について確認を行った。 

進捗状況については、毎年度業務の四半期毎の行動計画を立て、その進捗状況を、四半期毎に取りまとめ、役員によ

るヒアリングを実施し、必要に応じ、次の四半期計画ならびに年度計画に改善点を反映させた。 

リスク管理については、業務の円滑な実施を阻害する危機が発生した際に迅速かつ的確な対応を図ることができる

よう、リスク管理に係る規程に基づき策定したセンター全体のリスク管理対応計画等に沿って、リスクの管理を行い、

リスク管理対応計画の見直し及びリスク管理対応状況の報告を実施した。見直しの例として、令和６年度に、内閣官

房内閣サイバーセキュリティセンターが実施した令和５年度マネジメント監査の指摘事項を踏まえ、ネットワーク管

理システムや遺伝的能力評価電子計算機システム等に係る情報漏洩及び同システムの停止の際の対応を追加した。 

全牧場等で飼養衛生管理に関する勉強会及び食の安全・リスク管理に関する講習会等を実施した。 

また、法令に基づき適正に施設・設備の管理・保全を行い、消防設備の点検及び避難訓練を適正に実施した。 

 

１．職員教育について 

（１）ｅラーニングによる法令遵守等教育の実施について 

テキストと理解度テストをセットとして毎年１回以上実施した。 

令和３及び４年度は、コンプライアンスに関する基礎知識の確認が１回、食の安全確保及び不適切事案再発防

止に関する知識の確認が１回の計２回実施し、令和５年度は更に内部統制に関する知識の確認を１回増やして、

計３回実施した。令和６年度及び７年度は、それぞれ１回実施した。 

 

（２）「畜産物の安全性に関する講習会」の実施について 

令和３～５年度に食の安全に係る不適切事案再発防止を目的とした「畜産物の安全性に関する講習会」を実施

し、各牧場において、外部有識者による特別講演、各場長自らの講演会及び全職員を対象としたグループ・ディ

スカッションやレポート提出を行った。 

 

（３）「内部統制の視点を踏まえた食の安全及び業務品質向上に資する法令等遵守教育」の実施について 

近年、センターにおいて複数の不適切事案が発生したことから、その再発防止学習「内部統制の視点を踏まえ

た食の安全及び業務品質向上に資する法令等遵守教育」を令和６年度に実施し、内部統制の強化を図った。 

本学習は、前述した「畜産物の安全性に関する講習会」を前身としているが、類似の内容の繰り返しによる学

習効果の薄れを懸念したことから、令和６年度は、学習内容の見直しを行い、座学のみならず、実地学習を取り

入れた体系的な学習カリキュラムを導入し、学習効果の向上を図り、令和７年度も同様の取組を「リスク管理講

習会」と称して実施した。 

具体的には、従前から職員へのコンプライアンス意識の向上を目的として、テキストと理解度テストをセット

として毎年１回以上実施してきたｅラーニングを、この再発防止学習の導入として活用し、全職員のコンプライ

アンス基礎知識の定着を図った。加えて、複数の牧場間での交流により各牧場で防疫演習や農場ＨＡＣＣＰ、Ｊ

ＧＡＰ及び労働安全衛生に関する実地学習を行い、受講者は相互に業務のあり方やリスク対策について学び合

い、得た気付きを自身の職場に持ち帰った。そして他の職員と共有・議論し、現場にフィードバックするという、

より高い意識をもって主体的に取り組める教育を実施することにより、職員一人ひとりが能動的にコンプライ

アンスや内部統制について考えるきっかけを作り、業務運営におけるリスク低減等の改善に寄与した。 

 

（４）外部専門家(大学教授)による講習会の実施について 

センターは独立行政法人で、組織自体や、その業務が更に効率的・効果的に前進し、今まで以上に社会的に求

められる組織となる必要があるが、他に比較するに適当な者がいないことなどから、所内のことだけに目を向

け、外部環境の動向に鈍感になる「内向き志向」になりがちな危うさがあることから、国立大学法人宮崎大学教

授から、同大学での予算や人員管理等に関するコンプライアンス事情について講演を受け、職員一人ひとりが、

自身や職場のコンプライアンスのあり方について見つめなおす機会作りをした。 

＜評定と根拠＞ 

「Ａ」 

 

中期計画以上の取組として、職員教育での不適切事案の発生防止に向け

た多様な取組(１)のほか、新たに組織風土診断事業(２．)や職員意識

調査の見直し(３．)を実施した。 

 

１. 職員教育について 

 第５期中期計画事項以外に、不適切事案の再発防止と職員のコンプ

ライアンス意識の向上を念頭に、令和３年度に新たな職員教育カリキ

ュラム「畜産物の安全性に関する講習会」を導入し、更に令和６年度

に教育効果の向上を狙い大幅なカリキュラムの見直しを行い「内部統

制の視点を踏まえた食の安全及び業務品質向上に資する法令等遵守教

育」に発展させるとともに、「外部有識者による講習会」を実施し

た。また、外部の人の視点を通して、自身や職場のコンプライアンス

のあり方について見つめなおす機会作りをし、職員一人ひとりが主体

的に内部統制に関与する意識の醸成に寄与した。 

 

２. 組織風土診断の実施 

センターとして、初めての試みであり、総合評価方式入札により請

負業者を選定の上、実施した。組織風土、即ち、組織内で、その構成

員が意識的又は無意識的に共有しているルールや行動様式、価値観、

信念という、いわば組織の「個性」を定量、定性的に明らかにして、

役員、管理職、一般職員がそれを認識することで、新たな切り口での

組織改革、業務改善活動の糸口を掴むことができた。 

 

３. 職員意識調査の実施 

長らく継続してきた調査で、ともすると“調査活動”自体が目的化

しがちであるところを、改めてその意義を問い直し、調査方法を改善

し、職員が、諸問題、課題を「自分事」として捉え、議論を活性化す

る機会作りにつなげ、本調査の再活用を図った。 

 

以上のとおり、中期計画を上回る成果が得られた。 
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２．組織風土診断の実施について 

本取組は、組織独特の性質（組織風土）に起因して発生すると考えられる不祥事、不適切事案及び重大事案を防

ぐため、その”問題の芽”の発見と排除につながる組織風土改革への第一歩として、多くの組織分析や組織改善支

援業務を手掛けてきたコンサルタント会社による職員へのアンケート及び分析を行った。同社が蓄積する組織情

報のビッグデータとアンケート結果の比較分析により、センターを客観視し、長所や短所、思考特性など組織の個

性や性格を定量又は定性的に分析しまとめた調査報告書を用いて、センターの内部統制を担う役員及び管理職に

は内部報告会において状況を意識付けるとともに、全職員に結果を共有した。 

 

３．職員意識調査の見直しについて 

これまで職員の内部統制への参画やコンプライアンス意識のあり様を継続的に把握するため、５段階評価方式

（とてもそう思う、そう思う、どちらともいえない、あまりそう思わない、そう思わない）による「職員意識調査」

を毎年１回実施してきたが、その調査結果は、各質問の評価の回答者数とその割合を示すだけで、回答の要因とな

る根源的な状況や動機まで深掘りされておらず、結果を活用するための調査方法の見直しが課題であった。 

このため調査方式を、５段階評価方式のみから回答理由を任意に記載する記述式回答も加えるとともに、以前

よりセンターで問題視されてきた、他部署への無関心化に関する質問を新設したところ、職員から自己分析や組

織分析、不満や要望等に関する多数の具体的な意見を収集することができ、これを職員間で共有することで、諸

問題、課題を「自分事」として捉え、議論を活性化する機会作りに寄与することができた。 

 

４．監事監査及び内部監査の実施について 

独立行政法人通独法や内規に基づき、監事による監事監査及び職員による内部監査を、それぞれ計画どおりセン

ターの本所及び１１牧(支)場を２年間で一巡できるよう、その半数である６か所に対して実施した。 

なお、内部監査については、６か所のうち１か所において、休薬期間中であった家畜の食肉出荷事案の再発防止

強化点検のため、家畜等に使用される薬品等及び使用対象家畜等の取扱規程の遵守体制及び、生乳の出荷におけ

る、食の安全に係るリスク管理強化の対応状況について監査する「特別監査」を実施した。 

 

５．外部検査(会計検査院)及び外部監査(会計監査人(監査法人))への対応について 

会計検査院(第４局農林水産検査第３課)によるセンター２～３か所/年（本所及び牧(支)場）への定期検査を受

検した。 

また、独立行政法人通則法に基づく、会計監査人(監査法人)による監査を受けた。 

 

６．内部統制監視委員会の開催について 

本委員会は、政策評価・独立行政法人評価委員会の意見を受けて、センター内規に基づき設置した外部有識者に

よって構成された第三者委員会である。規定されたとおり、半期に１回、年度内計２回開催し、①監事及び内部監

査、②外部検査及び外部監査、③職員教育及び外部委員会の開催等から成る内部統制推進取組状況について審議の

上、次年度のコンプライアンス推進計画を策定した。 

本計画策定後は着実な推進が図られるよう、関係部署に対して、取組の呼びかけを行った。 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

 

 

 

 

 



 

93 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８－２ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

２ 人材の確保・育成 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

職員採用に係る独自試験の実

施実績（実施回数） 
－  ８回 ７回 ９回 ９回 ８回 

 

女性職員の登用実績（管理職

に占める女性労働者の割合） 
10％以上  13.8％ 12.9％ 14.5％ 15.7％ 19.7％ 

 

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 人材の確保・育成 

 

人事評価を通じて職員個々の能力や実績

等を適正に把握し適材適所の人事配置を推

進することにより、職員の意欲向上を図る

とともに、国際学会での発表や留学等を通

じ海外の技術革新と競争できる技術力を持

った人材育成に取り組むこととする。 

また、情報セキュリティ対策をはじめと

した高い専門性を持つ人材の確保のための

採用試験の実施や、人材の確保・育成に関

する方針を定めた関連規程に基づく、法人

内資格制度を活用した飼養管理技術等の高

度化、農林水産省や他の独立行政法人等と

の人事交流や研修等を行うことにより必要

な人材の育成を図るととともに、「独立行

政法人等における女性の登用推進につい

て」（平成 26 年３月 28日付け閣総第 175

号及び府共第 211 号内閣官房内閣総務官、

内閣府男女共同参画局長通知）を踏まえ、

女性登用に向け取り組むこととする。 

 

【指標】 

○人材確保に係る人事評価、農林水産省等

との人事交流、職員採用に係る独自試験

の実施実績 

○人材育成に係る職員研修、内部資格制度

に係る試験の実施実績 

○女性職員の登用実績 

２ 人材の確保・育成 

 

人事評価が適切に実施されるよ

う評価者研修を含めた実施体制を

整備し、人事評価を通じて職員

個々の能力や実績等を的確に把握

することにより、適材適所の人事

配置や人材育成の推進及び職員の

意欲向上を図るとともに、国際学

会での発表や留学等を通じ海外の

技術革新と競争できる技術力を持

った人材育成を推進する。 

また、業務の円滑な運営を図る

ため、家畜改良や飼養管理に関す

る技術、情報セキュリティ分野な

どにおけるノウハウを踏まえた採

用による人材の確保や、法人内資

格制度を活用した飼養管理技術等

の高度化、農林水産省や他の独立

行政法人等との人事交流、業務に

必要な能力・技術水準を向上させ

るための研修等を行うことにより

必要な人材の確保・育成を図ると

ともに、「独立行政法人等におけ

る女性の登用推進について」（平

成 26 年３月 28 日付け閣総第 175

号及び府共第 211 号内閣官房内閣

総務官、内閣府男女共同参画局長

通知）を踏まえ、女性の登用に向

けた取組を推進する。 

 

＜主な評価指標

＞ 

人材確保に係

る人事評価、農

林水産省等との

人事交流、職員

採用に係る独自

試験の実施実績 

人材育成に係る

職員研修、内部

資格制度に係る

試験の実施実績 

女性職員の登用

実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

人事評価が適切に実施されるよう新たな評価者に対し評価者研修を実施した。また、前期の評価

が始まる８月に全評価者を対象とした評価者訓練を実施し、人事評価マニュアルを周知すること

により、適切に人事評価を実施できる体制を整備するとともに、人事評価を通じて職員個々の能力

や実績等を的確に把握し、適材適所の人事配置や人材育成を実施した。 

新型コロナウイルス感染症の５類移行を踏まえ、自粛していた海外渡航を令和５年度より再開

し、国際学会等へは、OECD 種子スキーム年次総会、ICAR（International Committee for Animal 

Recording：家畜の能力検定に関する国際委員会）・インターブル年次総会、The 75th EAAP Annual 

Meeting：第 75回ヨーロッパ畜産学会及び IETS（International Embryo Transfer Society：国際

胚技術学会）へ職員を参加させた他、乳用牛遺伝資源調査のために米国等へ、重種馬の資源調査の

ために北米へ、種子検査技術と品種証明の現地調査のためにオーストラリア及びニュージーラン

ドへそれぞれ職員を派遣する機会を設け、海外の技術革新と競争できる技術力を持った人材育成

を推進した。 

農林水産省や他の独立行政法人等との間で人事交流を実施し、必要な人材の確保を図った。ま

た、職員の採用に当たっては、独自試験（経験者採用を含む。）を実施し、必要な人材を確保した。 

業務に必要な能力や技術水準を向上させるため、採用時や職務経験等に応じて実施する管理・事

務関係研修、中堅技術者職員研修や家畜人工授精講習会、技術専門職員の技術取得のための業務高

度化研修などの技術向上を目的とした研修のほか、安全衛生・施設管理関係研修について、幅広い

職種の職員に対して、きめ細やかに各種研修を設けるとともに、内部資格制度に係る試験を実施

し、人材の育成を図った。 

「独立行政法人等における女性の登用推進について」を踏まえ、女性の管理職への登用について

は、「独立行政法人家畜改良センター女性参画拡大計画」に基づく目標値である「10％以上」に対

して、目標値を超える水準を達成したうえで公表を行った。また、令和４年度からの取り組みとし

て、女性を始めとした多様な人々の能力を最大限に引き出すことを目的とした「職員活躍セミナ

ー」を本所で年１回開催、セミナーは各牧場へも配信を行い、外部講師による講義やパネルディス

カッション等を通じて、職員が能力を発揮できる組織としていくうえでの意識醸成を図った。 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施し

た。 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８－３ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

３ 情報公開の推進 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 情報公開の推進 

 

公正な法人運営を実施し、法人に対する

国民の信頼を確保する観点から、独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成 13年法律第 140号）等に基づき、適

正な情報公開に取り組むこととする。 

 

【指標】 

○法人情報の公開実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 情報公開の推進 

 

公正な法人運営を実施し、法

人に対する国民の信頼を確保

する観点から、独立行政法人等

の保有する情報の公開に関す

る法律（平成 13 年法律第 140

号）等に基づき、適切に情報公

開を行う。 

＜主な評価指標＞ 

法人情報の公開実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 各年度の財務諸表、事業報告書等について、独立行政法人通則

法の規定に基づき公表した。その他法令等により公開が義務付け

られている情報について、ホームページ等を通じて適切に情報公

開を行った。 

＜評定と根拠＞ 

 「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８－４ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

４ 情報セキュリティ対策の強化 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ４ 情報セキュリティ対策の強化 

 

サイバーセキュリティ基本法（平成 26

年法律第 104 号）第 25条第１項に基づく

「政府機関等の情報セキュリティ対策の

ための統一基準群」を踏まえ、関係規程等

を適時適正に見直すとともに、これに基づ

き情報セキュリティ対策を講じ、情報シス

テムに対するサイバー攻撃への防御力、攻

撃に対する組織的対応能力の強化に取り

組むこととする。 

また、対策の実施状況を把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより情報セキュリティ対策

の改善を図るとともに、個人情報の保護に

取り組むこととする。 

 

【指標】 

○情報セキュリティ対策（教育・訓練、対

処体制・手順の整備等）の実施実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 情報セキュリティ対策の強化 

 

サイバーセキュリティ基本法（平成 26年

法律第 104号）第 25条第１項に基づく「政

府機関等の情報セキュリティ対策のための

統一基準群」を踏まえ、情報セキュリティ・

ポリシーを始めとする関係規程を適時適切

に見直すとともに、これに基づき適切に情

報セキュリティ対策を講じ、情報システム

に対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に

対する組織的対応能力の強化を進める。 

また、対策の実施状況を把握し、ＰＤＣＡ

サイクルにより情報セキュリティ対策の改

善を図るとともに、独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 59号）等に基づき、個人情報の保

護に取り組む。 

＜主な評価指標＞ 

情報セキュリテ

ィ対策（教育・訓

練、対処体制・手順

の整備等）の実施

実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、

情報セキュリティ・ポリシーを始めとする関係規程の見直し及び改正

を行うとともに、これに基づき適切に情報セキュリティ対策を講じ

た。 

また、標的型攻撃メール訓練やセキュリティ監査等を実施し、情報

システムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応

能力の強化に取り組むとともに、これらの実施状況を把握し、ＰＤＣ

Ａサイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図った。 

なお、令和５年度ＮＩＳＣ（現ＮＣＯ）監査（マネジメント監査）

結果通知（令和６年５月 22 日受理）において、改善計画の実行面に

おいて著しい問題があることを示している旨の指摘がなされたが、令

和６年度及び令和７年度の対応方針を報告し、指摘事項については令

和８年３月までに改善を終了した。 

 

＜評定と根拠＞ 

 「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８－５ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

５ 環境対策・安全衛生管理の推進 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 環境対策・安全衛生管理の

推進 

 

化学物質、生物材料等の適正

管理等により業務活動に伴う環

境への影響に十分な配慮を行う

とともに、環境負荷低減のため

のエネルギーの有効利用及びリ

サイクルの促進等に積極的に取

り組むこととする。 

また、職場における事故等を

未然に防止するため安全衛生管

理に関する取組を推進するとと

もに、自然災害やヒトの感染症

等による緊急時の業務運営体制

や対策の整備に取り組むことと

する。 

 

【指標】 

○環境負荷の低減に向けた取組

の実績 

○危機管理体制の整備実績 

 

 

 

 

 

 

５ 環境対策・安全衛生管理の

推進 

 

化学物質・生物材料等の適正

管理等により、業務活動に伴う

環境への影響に十分な配慮を行

うとともに、国等による環境物

品等の調達の推進等に関する法

律（平成 12年法律第 100号）に

基づき、環境物品等の調達の推

進を図るための方針を策定する

など、環境負荷低減のためのエ

ネルギーの有効利用及びリサイ

クルの促進等に積極的に取り組

む。 

また、職場における事故等を

未然に防止するため、労働安全

衛生法（昭和 47年法律第 57号）

等に基づく安全衛生管理に関す

る取組を推進するとともに、自

然災害やヒトの感染症等による

緊急時の業務運営体制や対策の

整備を進める。 

＜主な評価指標＞ 

環境負荷の低減に向

けた取組の実績 

危機管理体制の整備

実績 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

令和４年度に牧場で発生した労働災害による死亡事故を受け、理事長のリーダーシップの

下で令和５年度に安全衛生管理規程を改正し安全衛生に係る管理体制を見直すとともに、労

働災害防止に向けセンター全体の安全対策の拡充･強化策を盛り込んだ安全衛生年間計画を

策定し、計画に沿って作業手順書の作成、四半期に一度の作業方法の遵守状況点検、安全パ

トロール、安全衛生教育の実施、安全な作業環境の確保や健康管理の確保等を実施した。 

安全衛生委員会を毎月開催し、各職場の職員からの安全衛生に係る意見聴取の実施と検

討、労働災害発生状況、保護具着用状況点検の報告等により、労働災害防止の推進と職員の

安全意識の啓発に努めた。 

令和５年度から、年間計画に基づき５牧場で労働安全衛生コンサルタントによる安全衛生

診断を実施し、その診断結果を本所及び各牧場に共有し、現状の確認及び作業環境の改善を

行った。 

業務継続計画に基づき、自然災害やヒトの感染症等による緊急時の連絡体制について適宜

更新し、業務運営体制を維持した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

「Ｂ」 

 

中期計画どおり実施した。 

 

 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第８－６、７ 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

６ 施設及び設備に関する事項 、 ７ 積立金の処分に関する事項 

 

２．主要な経年データ 

 指標等 達成目標 基準値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

         

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ６ 施設及び設備に関す

る事項 

 

本中期目標の達成及び

安全かつ効率的な業務実

施を確保するために必要

な施設及び設備の計画的

な整備に取り組むことと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 施設及び設備に関する

事項 

 

本中期計画の達成及び安

全かつ効率的な業務実施を

確保するため、業務実施上

の必要性や、既存施設・設備

の老巧化等を勘案して、施

設及び設備を計画的に整

備・改修する。 

＜表省略＞ 

＜評定基準＞ 

Ａ：困難度を高く設定した

目標について、目標の水

準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たして

いる。 

Ｃ：目標の水準を満たして

いない。 

Ｄ：目標の水準を満たして

おらず、抜本的な業務の

見直しが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

新冠牧場において、飼料調製庫の新築工事の設計業務を行った。  

十勝牧場において、肉用繁殖牛舎、乳用種雄牛舎、種子精選施設及び種子乾燥施設の新築工事を

行った。 

 奥羽牧場において、受精卵処理施設及び乾草舎の新築工事を行った。 

 岩手牧場において、受精卵処理施設、女性職員管理棟及び搾乳施設の新築工事を行った。 

 茨城牧場において、更衣シャワー室の新築工事を行った。 

 長野支場において、種子乾燥場の新築工事を行った。 

 岡崎牧場において、たい肥製造施設整備の入札準備を行った。 

 兵庫牧場において、第１育成舎及び第 18種鶏舎の新築工事を行った。 

 鳥取牧場において、第５種雌牛舎の解体工事を行うとともに、受精卵処理施設の新築工事を行っ

た。 

 熊本牧場において、種子乾燥舎の新築工事を行うとともに、種子精選用集塵機の設置工事を行っ

た。また、現場後代検定牛舎の新築工事の設計業務を行った。 

 宮崎牧場において、肉用繁殖牛舎、受精卵処理施設及び新種豚舎の新築工事を行うとともに、種

雌豚舎の改修工事を行った。 

 なお、茨城牧場において進めた第２分娩豚舎新築等工事業務については、工事の入札を行った結

果、不落となり、その後の事業計画が見通せない状況となったため、当該事業の遂行は困難となっ

た。 

 

＜評定と根拠＞ 

 「Ｂ」 

 

業務実施上の必要性や、既存施設・設

備の老巧化等を勘案して、施設及び設

備を計画的に整備・改修した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 積立金の処分に関する

事項 

 

前中期目標期間繰越積立

金は、前中期目標期間まで

に自己収入財源で取得し、

当中期目標期間へ繰り越し

た有形固定資産の減価償却

に要する費用等に充当す

る。 

 

 ＜主要な業務実績＞ 

前中期目標期間から当中期目標期間へ繰り越した前中期目標期間繰越積立金は、前中期目標期

間までに自己収入財源で取得し、当中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する

費用等に、計画どおり充当した。 

 

 


